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は じ め に  
—西部公園緑地事務所の役割と仕事— 

 
 

 

明治６年の「太政官布達」によりわが国に公園制度が発足し、東京に最初の 5 公園が開園して以

来、都立公園は地道に整備を進め、昨年度には開園面積が 2030ha となりました。 

 西部公園緑地事務所は、昭和 20 年に東京都計画局公園緑地西部出張所として誕生し、現在、多

摩地区にある 32 の都立公園（開園面積 941ha）、3 か所の霊園（開園面積 258ha）を所管して

いる事務所です。平成 28 年 12 月策定の「2020 年に向けた実行プラン」に掲げる「快適な都市

環境の創出」や「豊かな自然環境の創出・保全」を目指し、防災機能の向上や多摩地域の豊かな自

然環境を生かした生物多様性に配慮した公園整備等を通じ、重要なグリーンインフラの形成に貢献

しています。 

 

 東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会を間近に控える今年は、７月には自転車ロ

ードレース競技のテストイベントが本番と同じ武蔵野の森公園をスタート地点として開催されま

した。園路の改修などこれまでの整備の効果が発揮されました。同公園では、トイレの洋式化、公

園灯の LED 化など公園の機能向上を進めていきます。また、2020 大会会期中にライブサイト会

場となる井の頭恩賜公園においても、バリアフリーの推進やインバウンドの増加を念頭にトイレや

案内サインの改修等を行います。 

その他、昨年度に引き続き、東伏見公園や玉川上水緑道（杉並区部分）などの市街地の公園、小

宮公園や中藤公園などの丘陵地の公園で、新規開園に向けた整備を進めます。神代植物公園等では、

トイレの洋式化や公園灯のＬＥＤ化など公園施設の改修を進めるとともに、武蔵野公園、小宮公園

ではトイレの新築を、さらに野川公園、小山田緑地、野山北・六道山公園では老朽化施設の改修等

などを実施して行きます。緑豊かな墓所の供給も、西部公園緑地事務所の業務の一つです。小平霊

園、多磨霊園、八王子霊園において、昨年度に引き続き、園路や排水施設、案内板などの改修を進

めます。 

井の頭恩賜公園は、2017 年に開園 100 年を迎え、記念事業を展開しました。これを一つの区

切りとして、長年これら事業に取組んできた実行委員会を解散し、新たに地域協議体である「井の

頭恩賜公園未来へつなごう委員会」を設置しました。新しい地域協働の仕組みとして、これからの

100 年に向けて、地域と力を合わせ、より魅力あふれる井の頭公園づくりを目指していきます。 

 

一昨年開催の開園１００年を祝う記念式典のなかで、地元小学生による「１００年宣言」が声高

らかに披露されました。 「この井の頭恩賜公園は いつまでも変わらず 私たちの心を癒し  

四季を通して 自然と触れ合うことのできる場所であってほしいと思います」、「季節ごとにたくさ

んの人々が実際にこの公園を訪れ すべての人から愛される公園であってほしいと思います」。 

私たちが目指す公園の姿は、まさにここにあるといえるでしょう。また、この宣言文の精神はす

べての都立公園の基本となるものです。このことを忘れることなく、快適な都市環境の創出、豊か

な自然環境の創出・保全とともに、質の高い管理に支えられた魅力的な公園運営をめざし、組織を

挙げて取組んで参ります。 
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西部公園緑地事務所の令和元年度事業とその目指すもの 
―「2020年に向けた実行プラン」に基づく事業展開― 

 

１．令和元年度の組織方針 

◆基本方針 
１  「２０２０年に向けた実行プラン」を推

進し、オリンピック・パラリンピックの開

催とその後を見据え、組織の枠を超えて、

未来につながる公園･庭園、霊園、植物園

等の効果的・計画的な整備と適正かつ効率

的な管理運営の推進 

２ ２０２０年の東京オリンピック・パラリ

ンピックの会場となる都立公園等の着実

な整備と実行プランに掲げる「３つのシテ

ィ」の実現に向けた総合的な施策の展開 

３ 都立公園大改革を推進し、東京 2020 大

会後も、東京が持続可能な成長を続けられ

るよう、都民の財産である都立公園が有す

るポテンシャルを最大限発揮させること

で、都民サービスを向上 

４ 「働き方改革」に積極的に取り組み、局

事業を着実に推進するための職員の意識

改革と生産性向上 

 

◆重点方針 
１ 東京 2020 大会の開催準備の総仕上げを

着実かつ効率的に進めるとともに、「都民

ファースト」の視点を持って、安全、快適

で成熟した都市・東京の魅力を高め、日本

の持続的成長に向けた首都東京の都市づ

くりを推進する 

２ 「都立公園大改革」の各プラン実現に向

けて、本庁、指定管理者と一体となってス

ピード感をもって取り組むとともに、指定

管理者と連携して、都立公園の防災機能の

向上や多様な生物が生息する公園づくり

を推進する 

３ 進行管理の徹底や関係部署との連携強

化による効率的・計画的な用地取得の一層

の推進と困難案件の解決 

４ 直営公園の質の高い管理運営と多様な

手法による利用促進及び指定管理者に対

する的確な指導監督を行うとともに、公園

の多面的活用を進めるなど、公園の持つポ

テンシャルを引き出し、魅力を一層高める

ための取組を進める 

５ 都民ニーズを的確に受け止め、事業の意

義や必要性について一層の説明責任を果

たしながら、既存の概念にとらわれない発

想で着実な事業執行を図るとともに、「現

場第一主義」に立ち、日頃から危機管理へ

の意識と緊張感を持って職務に取り組む 

６ 職員一人ひとりが技術力を継承・研鑽

し、専門性を育成活用するとともに、働き

方改革等による建設業の魅力向上、担い手

確保を図るため、週休２日工事の推進、Ｉ

ＣＴ活用、工事・委託の平準化等に取り組

む 

７ 公園緑地事業を支える人材の確保と育

成を図り、チームワークとスピードと柔軟

さを持って課題の解決を進めるとともに、

職員一人ひとりが幅広い視野を持ち、情報

収集の感度を高めながら、自由闊達な議論

を通して、組織の機能強化と一体感ある職

場づくりに取り組む 

８ 井の頭恩賜公園100年実行委員会のもと

で培ってきた水と緑の再生と賑わいの創

出の事業を未来へつないでいく取組を、地

元市、関係団体と連携・協力して積極的に

推進していく 
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２．令和元年度事業の概要 
●令和元年度予算の概要 
令和元年度当初予算総額は、94億 6,800万

円となっている。主な内訳は、委託費が 15

億 7,000万円、工事費が 32億 1,800万円、用

地費が 45億 1,600万円である。委託･工事費

のうち、公園整備費は 37億 1,600万円、霊園

葬儀所整備費は7億1,900万円となっている。 

 

●令和元年度の公園･霊園整備事業 
○公園事業 

新規開園のための施設整備と既開園地の施

設改修等を行っている。 

① 新規開園に向けて整備を推進する主な事

業個所は以下のとおり。 

・長沼公園 

令和元年度 0.46ha の林床整理等、樹林地、

園地の整備を行う。 

・小宮公園 

令和元年度 0.54haの園地の整備を行う。 

・野山北・六道山公園 

令和元年度 0.43haの園地の整備を行う。 

・中藤公園 

令和元年度 0.23ha の林床整理等の樹林地、

法面等の整備を行う。 

・東伏見公園 

令和元年度 0.97ha の園地整備を行うととも

に、便所の整備を行う。 

・玉川上水緑道 

令和元年度 0.4ha の園地整備に着手すると

ともに、緑道の整備を行う。 

② 老朽化した施設の改修や、防災機能強化の

ための施設改修等を行う主な事業個所は以

下のとおり。 

・井の頭恩賜公園 

既存便所の改修整備を行うとともに園路の

改修サイン類の多言語化整備を行う。 

・小金井公園 

 外周柵の改修設計および、排水施設の改修を

行う。 

・小金井公園ほか 9公園 

防災機能の向上のため、発電機の設置、公園

灯の LRD化などを行う。 

・神代植物公園 

老朽化に伴う、案内板等の改修工事を行う。 

・小山田緑地 

引き続き、老朽化した木道等の改修整備を行

う。 

・狭山公園 

豪雨対策等のため、雨水排水施設の改修工事 

を行う。 

・玉川上水緑道 

 老朽化に伴う防護柵の改修を平成 12 年度か

ら令和 2年度までの長期計画で実施中、大橋

からけやき橋を行う。 

・長沼公園、八国山緑地、小山田緑地、東大和

公園で、生物多様性モニタリング調査を行う。 

 
○霊園事業 

多磨霊園、八王子霊園、小平霊園で、排水施

設や園路の改修等を継続して実施する。 

 

●指定管理者選定の推移 
 平成 15 年 6 月、地方自治法の一部を改正す

る法律が成立し、公の施設の管理に民間の参入

を可能とする「指定管理者制度」が創設された。

平成 16 年 7 月に開園した小山内裏公園は、都

市公園として全国で初めて指定管理者制度を

導入している。 

平成 18年 4月から、（財）東京都公園協会（平

成 22年 4月から公益財団法人）が「多摩丘陵」

５公園、「武蔵野の公園」17公園、「文化財庭園」

（殿ヶ谷戸庭園）及び都立３霊園を、そして民

間企業と NPOから構成される西武・狭山丘陵パ

ートナーズが「狭山丘陵」４公園をそれぞれ指

定管理者として５年間管理運営を行った。 

平成 23 年 4 月から、大規模選定が行われ、

公募により（公財）東京都公園協会が「多摩部

の公園」５公園及び「多摩丘陵」５公園、西武・

狭山丘陵パートナーズが「狭山丘陵」４公園、
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西武・武蔵野パートナーズが「武蔵野の公園」

11 公園（平成 25 年度から東伏見公園が加わり

12公園）の指定管理者となった。 

また、特命により（公財）東京都公園協会が、

「防災公園」グループの小金井公園、武蔵野の

森公園、「文化財庭園」グループの殿ヶ谷戸庭

園、神代植物公園及び３霊園の指定管理者とな

っている。 

 二度目の大規模選定により、平成 28 年 4 月

から、公募により西部・武蔵野パートナーズが

「武蔵野の公園」（武蔵野公園ほか８公園）、西

部・多摩部の公園パートナーズが「多摩部の公

園」（陵南公園ほか４公園）、西武・狭山丘陵パ

ートナーズが「狭山丘陵」（狭山公園ほか５公

園）、（公財）東京都公園協会が「多摩丘陵」（長

沼公園ほか５公園）の指定管理者になり、指定

期間は７年である。 

また、特命により（公財）東京都公園協会が、

「防災公園」（小金井公園ほか７公園）、「文化

財庭園」（殿ヶ谷戸庭園）、神代植物公園及び３

霊園の指定管理者となり、指定期間は 10 年と

された。 

当所では、指定管理者の事業計画の着実な進

行管理を行い、効果的かつ効率的な評価制度へ

の反映を図りながら、さらなるサービス向上及

び魅力的な管理運営を目指し、指導監督を行っ

ていく。 

 

●井の頭恩賜公園「100年実行委員会」から「未
来へつなごう委員会」へ 

 大正 6 年（1917）5 月にわが国初の郊外公園

として開園した井の頭恩賜公園は、平成 29 年

（2017）に開園 100周年を迎えた。 

平成 18 年、西部公園緑地事務所が事務局と

なり、武蔵野市、三鷹市をはじめ賛同する地元

関係団体の参画を得て「井の頭恩賜公園 100年

実行委員会」（以下、「100年実行委員会」）を設

立した。以来、100年実行委員会では、12年間

にわたって、「水と緑の再生」、「公園を核とす

る街の賑わい創出」など様々な事業を展開し、

井の頭恩賜公園及び周辺地域のさらなる魅力

向上に取り組んできた。 

水と緑の再生事業では、井の頭池の生態系の

回復や水質改善を目指し、「かいぼり」を軸と

した池の自然再生に取り組んできた。 

かいぼりは、平成 26年 1月～3月と 27年 11

月～28年 3月、29年 12月～30年 3月の 3回、

多くの都民ボランティアとの協働のもと実施

された。 

かいぼり後、池水の透明度は向上し、井の頭

池に生息していた在来魚も回復したほか、絶滅

危惧種の水草、イノカシラフラスコモの野生復

活が確認されるなど様々な効果が確認されて

いる。こうしたモニタリング調査は、専門的知

見を持つＮＰＯ団体と連携し、市民ボランティ

アの「井の頭かいぼり隊」とともに継続してい

る。 

街の賑わい創出関連事業では、公園内で手作

り品の販売やパフォーマンスを披露すること

ができる登録制の「井の頭公園アートマーケッ

ツ」のほか、公園空間を活用した「野外劇フェ

スタ」、公園を舞台に自然の素晴らしさを伝え

ていく「井の頭恩賜公園ネイチャー☆プログラ

ム」などを実施してきた。 

平成 31年 3月、100年実行委員会は解散とな

ったが、これまで取り組んできた「水と緑の再

生」、「公園を核とする街の賑わい創出」事業の

意義、重要性は近年ますます高まってきている。 

そこで、令和元年度には、西部公園緑地事務

所のもとに、100 年実行委員会の構成団体をベ

ースとして、新たに「井の頭恩賜公園未来へつ

なごう委員会」を設置し、都民の要望、ニーズ

等を集約しながら、引き続き、地域と連携、協

働して、より一層、公園の活性化、魅力向上を

図り、未来の世代へつないでいく取組を展開し

ていく。 

 

●都立公園における生物多様性保全の取組 
生物多様性に関する社会的な気運が高まる

中、都では生物多様性の保全に向けた基本戦略
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である「緑施策の新展開」（平成 24年 5月）を

策定し、都立公園においても生物多様性の保全

及び持続可能な利用に向け、「多様な生物が生

息する都立公園づくり」事業を展開することと

した。 

都立公園は、生物の生息拠点になるとともに、

生物多様性教育普及の絶好の場となっている。

また、ボランティア等による保全の取組が活

発・具体化しており、都内における生物多様性

保全利用の拠点として非常に重要な役割が期

待されている。 

本事業は、都立公園において多種多様な生物

が安定して生息生育できる環境整備等を行い、

環境共生都市の創造に寄与するとともに、あわ

せて生物多様性保全の普及啓発や、都民協働に

よる環境保全活動の活性化を図るものである。

これらの結果として、公園の利用促進及び利用

価値の向上を目的としている。 

平成 27 年度は、長沼公園と八国山緑地にお

いて、関係者による検討会を開催するなどして、

生物多様性保全利用計画の検討を行った。また、

平成 26 年度に計画策定を行った小山田緑地で

は計画に基づいた環境整備工事を行った。 

平成 28 年度は、小山内裏公園において計画

策定を行い、長沼公園及び八国山緑地において

計画に基づく環境整備工事を実施した。 

平成 29年度は、以前環境整備工事を行った。

小山田緑地、長沼公園、八国山緑地において追

跡調査を、小山内裏公園では実施設計を行った。

平山城址公園、狭山公園、東村山中央公園では

生物多様性保全利用計画の検討、東大和公園で

は環境整備工事を行った。 

平成 30 年度は、小宮公園・野川公園の生物

多様性保全利用計画の検討を行った。 

令和元年度については、長沼公園、八国山緑

地、小山田緑地、東大和公園で、生物多様性モ

ニタリング調査を行う予定である。なお、今年

度は、緑地部において、事業計画の見直しが行

われることから、その結果を踏まえ、次年度以

降の事業に反映させていく。 

また、都内絶滅危惧植物の保全拠点、植物多

様性保全に関する普及拠点である「神代植物公

園植物多様性センター」を核として、各公園の

特色に応じた希少生物種の保全、生物情報の蓄

積、関係機関や市民団体等との保全技術の連携

などを進め、都立公園全体で多様な生物の生

息・生育空間の確保を推進していく。 
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Ⅰ 組織の概要 
 

１．沿革 
 

 当事務所は、昭和 20 年 4 月 1 日東京都公園

緑地西部出張所の名称で、東京都計画局の出先

機関として設置された。 

 昭和 21 年 2 月 1 日東京都計画局が東京都建

設局と改称され、昭和 24年 6月 11日現称の東

京都西部公園緑地事務所となった。 

 事務所発足当初は、現在の井の頭自然文化園

分園西側に庁舎が設けられたが、昭和 30 年 3

月庁舎の老朽化に伴い、現在地（武蔵野市御殿

山一丁目 17番 59号）に移転した。 

 

年 月 日 事              項 

昭和18． 7．１ 

 

 

19． 1． 4 

20． 4． 1 

12． 1 

21． 2． 1 

22． 6．17 

 

24． 6．11 

 

27．12． 1 

 

 

 

30． 3． 3 

36． 9．30 

42．12． 3 

45． 4． 1 

47．12． 1 

54． 4． 1 

 

58． 4． 1 

60．10． 1 

 

平成10． 4． 1 

13． 3．31 

4． 1 

14． 4． 1 

 

4． 1 

4． 1 

都政実施に伴い計画局公園緑地課西部出張所設置。 

○所在地 現在の井の頭自然文化園分園西側 

○井の頭恩賜公園自然文化園を所管。 

井の頭恩賜公園自然文化園、北部出張所所管となる。 

計画局公園緑地西部出張所（管理課、工事課）となる。 

井の頭恩賜公園自然文化園、公園緑地課所管となる。 

建設局公園緑地西部出張所（管理課、工事課）となる。 

「井の頭恩賜公園自然文化園」を「井の頭自然文化園」 

と改称し、西部出張所に設置。 

東京都西部公園緑地事務所となる。（管理課、工事課、 

井の頭自然文化園） 

「井の頭自然文化園」を「井の頭自然文化園管理事務所」

と改称。 

小平霊園管理事務所及び多磨霊園管理事務所、西部公 

園緑地事務所所管となる。 

庁舎、現在地（武蔵野市御殿山一丁目17番59号）へ移転。

西部公園緑地事務所に神代植物公園管理事務所設置。 

庁舎、現在地（武蔵野市御殿山一丁目17番59号）に新築。

西部公園緑地事務所に庶務課新設。 

西部公園緑地事務所に用地課新設。 

西部公園緑地事務所に小金井公園管理事務所及び八王 

子霊園管理事務所設置。 

西部公園緑地事務所に光が丘公園管理事務所設置。 

西部公園緑地事務所小金井公園管理事務所及び八王子 

霊園管理事務所廃止。（公園協会へ委託） 

光が丘公園管理事務所が東部公園緑地事務所へ移管。 

西部公園緑地事務所用地課廃止。 

用地事務が庶務課所掌事務となる。 

自然公園及び近郊緑地に関する業務が環境局多摩環境 

事務所に移管。 

小金井公園管理事務所廃止。（公園協会へ委託） 

井の頭自然文化園管理事務所が多摩動物公園へ移管。 

〔東京都訓令甲第4号〕 

 

 

〔東京都訓令第7号〕 

〔東京都告示第168号〕 

〔東京都訓令甲第162号〕 

〔東京都訓令第14号〕 

〔東京都訓令甲第104号〕 

 

〔東京都訓令甲第81号〕 

 

〔東京都訓令甲第186号〕 

 

 

 

 

〔東京都訓令甲第68号〕 

 

〔東京都訓令甲第35号〕 

〔47総総組第225号〕 

〔東京都規則第38号〕 

 

〔東京都訓令第21号〕 

〔東京都規則第154号〕 

 

〔東京都訓令第45号〕 

 

〔東京都訓令第66号〕 

〔東京都訓令第59号〕 

 

〔東京都訓令第59号〕 

〔東京都訓令第59号〕 

－ 9－



年 月 日 事              項 

平成21． 4． 1 

 

22．4． 1 

井の頭恩賜公園管理所廃止。同公園は西部公園緑地事 

務所管理課が直轄管理する公園となる。 

西部公園緑地事務所神代植物公園管理事務所廃止。（指 

定管理者管理に移行） 

 

 

〔東京都訓令第28号〕 

 
 

２．所掌事務等 
 

 当所は、建設局に属する本庁行政機関の一つ

として、多摩地域全域の自然公園等を除く公園

緑地行政に関する事務を分掌している。 

 緑は都市の骨格を形成する重要な存在であ

り、また、環境保全・レクリエーション・防災・

都市美観形成等の多様な機能を持っている。 

 当所は、緑を積極的に保護育成し、その回復

を図りながら都民の利用に供するとともに、住

みよく災害に強い街づくりを進めるために公

園緑地を計画的に整備し管理に当たっている。 

 

⑴ 所管区域 
 当所の所管区域は、26市３町１村の多摩地域

1,160 ㎢であり、これは島嶼を除く東京都の区

域の約 65％、東京都全域の約 53％にあたる。 

 

 

・営造物としての公園緑地等          令和元年 6月 1日現在 

種  別 
公  園  数 

開園面積（ha） 
総 数 直 営 指定管理者 

都市公園 32 

 

１ 

 

31 

 

943.0 

 
霊  園 3 

 

０ 

 

3 

 

257.8 

 
合  計 35 １ 34 1,200.8 

〇未開園地：程久保緑地、東大和芋窪緑地、観音寺森緑地、網代緑地等 

      約86ha（直轄管理） 

〇特別緑地保全地区：千ヶ瀬緑地、滄浪泉園緑地、狛江弁財天池緑地、霞ヶ関緑地 

      約 5ha 

関係市町村：19市１町 

（都市公園の総数には、国指定名勝「殿ヶ谷戸庭園」を含む） 

 

 

  

←都立の都市公園の 

 面積の約 46％ 
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⑵ 公園・霊園の整備 
 当所の所管する都市公園の特徴は、市街地で

の休息、散策、運動等の総合的な利用のための

公園のほか、丘陵地の自然環境の保全・育成、

里山文化の承継などの性格を持つ丘陵地の公

園の両方が存することにある。 

 公園の整備は「都民ファーストでつくる「新

しい東京」～2020年に向けた実行プラン～（平

成28年12月）」等の上位計画に基づくとともに、

市街地の公園、丘陵地の公園、立地や環境の異

なるそれぞれの特徴、地域の特性に合わせ実施

している。 

 公園の拡張整備については、用地を確保し、

計画的に整備を進めている。計画区域内にお住

まいの方など関係者の理解を得られるよう、

2020年度までに優先的に事業化を目指す「優先

整備区域」を公園ごとに公表している（都市整

備局所管）。 

 また、開園済の公園区域において防災機能の

強化や生物多様性の実現を図るための整備の

ほか、公園の安全快適な利用を継続するための

老朽化施設の改修整備などを実施している。 

 一方、当所所管の霊園は、かつての東京郊外

に建設された大規模ないわゆる郊外型霊園で、

芝生式や壁式、合葬式など新しいタイプの墓所

を供給してきた。 

 現在のところ都立霊園の拡張計画はなく、既

存の霊園内での、樹林、樹木、小型芝生などの

新たな墓所供給や、周辺の市街化が進んだこと

による雨水排水対策の強化、老朽施設の改修な

どを実施している。 

 

⑶ 管理運営の諸問題解決と新たな管理運営
への取組 

 公園は休養、レジャー、スポーツ、教養、緑

地保全、防災などさまざまな機能を持っている

ため、住民のニーズも多種多様であり、利用調

整など困難な問題も数多い。 

 例えば、ドッグラン、ホームレス、ニュース

ポーツ、喫煙、釣り、園内各種料金、優先利用、

イベント、集会、物品販売、便益施設経営、自

然保護等々への対応は指定管理者ではなく、都

としての対応方針等が必要であり、各公園の地

域特性を考慮しながら課題解決に取り組んで

いる。 

 また、当所が規制緩和の視点により独自に考

案した「アートマーケッツ」（後述）など、法

律や条例の許認可権を最大限活用した新たな

利用者サービスを展開するため、所内の課を越

えて検討会を開くなどして、積極的に取り組ん

でいる。 

 今後も、直営で管理運営している井の頭恩賜

公園での運用などをもとに、活性化イベントの

実施など、設置管理占用許可等を運用した多様

な取組により、利用者サービスの向上を図って

いく。 

 

⑷ 井の頭恩賜公園の直営管理 
 平成21年度から井の頭恩賜公園の管理所を

廃止し、当所が直営管理する体制を開始した。 

 受付・案内業務及び維持管理業務の一部を民

間委託することによる効率化、利用者サービス

の向上を図り、指定管理者に対する模範公園と

して管理ノウハウの継承と指定管理者への指

導監督能力の向上及び現場経験に基づく職員

のスキルアップ等々に大きく寄与するものと

して、今後も直営管理体制の充実を図ってい

く。 

 

⑸ 指定管理者制度 
 平成 16 年 7 月、当初所管の小山内裏公園に

都市公園としては全国で初めて指定管理者制

度を導入した。続く平成 18 年 4 月から平成 23

年 3 月までの５年間は、（財）東京都公園協会

が多摩丘陵５公園、武蔵野の公園 17 公園、文

化財庭園の殿ヶ谷戸庭園、神代植物公園及び都

立３霊園を、そして民間企業とNPOから構成さ

れる西武・狭山丘陵パートナーズが狭山丘陵４

公園をそれぞれ指定管理者として管理運営を

行った。 
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 平成 23年 3月から平成 28年 3月までの５年

間は、（公財）東京都公園協会が多摩部の公園

５公園及び多摩丘陵５公園、防災公園グループ

の小金井公園、武蔵野の森公園、文化財庭園の

殿ヶ谷戸庭園、神代植物公園及び３霊園の指定

管理者となり、西武・狭山丘陵パートナーズが

狭山丘陵４公園、西武・武蔵野パートナーズが

武蔵野の公園 11公園（平成 25年度から東伏見

公園が加わり 12公園）の指定管理者となった。 

 二度目の大規模選定により、平成 28 年 4 月

から、公募により指定期間７年で、西武・武蔵

野パートナーズが武蔵野の公園（武蔵野公園ほ

か 8 公園）、西武・多摩部の公園パートナーズ

が多摩部の公園（陵南公園ほか４公園）、西武・

狭山丘陵パートナーズが狭山丘陵（狭山公園ほ

か５公園）、（公財）東京都公園協会が「多摩丘

陵」（長沼公園ほか５公園）の指定管理者とな

った。 

 また、特命により指定期間 10年で、（公財）

東京都公園協会が防災公園（小金井公園ほか 7

公園）、文化財庭園（殿ヶ谷戸庭園）、神代植物

公園及び３霊園の指定管理者となった。 

 平成 28 年度からは丘陵地の公園についても

「公園樹林・樹木の維持管理・再生」を計画的・

重点的に進めることとしている。 

当所は、指定管理者に対して事業計画の進行

管理を徹底し、効率的な運営と利用者への良好

なサービスを提供させるため、現地指導を含む

的確な指導監督を日々実施している。 

 なお、公園の管理運営に関する業務のうち、

条例により指定管理者が行うことができる業

務は限られており、許認可対応及び財産管理な

ど指定管理者に属さない業務を当所は数多く

所管している。 

 
⑹ 未開園地の管理と都民協働 
 用地取得後、整備開園前の未開園地も相当規

模所管しており、直轄管理を行っている。 

 近年、未開園地の有効活用の観点や地域住民

のニーズから、都民協働によるプレ・パーク事

業を進めており、樹林地の手入れ、ハイキング

コースの維持補修及び拠点づくりなどの住民

参加活動に取り組んでいる。 

 

⑺ 地域制緑地 
 風致地区及び特別緑地保全地区に関して、当

所が行っていた事務は、平成 23 年度の「地域

の自主性及び自立性を高めるための改革の推

進を図るための関係法律の整備に関する法律」

（第二次一括法）により、順次、市に移譲され

たため、現在は特別緑地保全地区内の都有地の

管理のみ行っている。 

 

⑻ 井の頭恩賜公園未来へつなごう委員会 
 平成 29 年に開園 100 周年を迎えた井の頭恩

賜公園では、平成 18 年に地元武蔵野市・三鷹

市などの参画を得て、当所を事務局に「井の頭

恩賜公園 100年実行委員会」を設置し、開園 100

周年事業に向けた様々な事業を展開してきた。 

平成 31年 3月、100年実行委員会は解散とな

ったが、これまで取り組んできた「水と緑の再

生」、「公園を核とする街の賑わい創出」事業の

意義、重要性は近年ますます高まってきている。 

そこで、令和元年度には、西部公園緑地事務

所のもとに、100 年実行委員会の構成団体をベ

ースとして、新たに「井の頭恩賜公園未来へつ

なごう委員会」を設置し、都民の要望、ニーズ

等を集約しながら、引き続き、地域と連携、協

働して、より一層、公園の活性化、魅力向上を

図り、未来の世代へつないでいく取組を展開し

ていく。 
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３．略年表  
年 月 日 主 な 出 来 ご と 

大正 6． 5． 1 

12． 4． 1 

昭和 4． 7． 3 

5． 4． 1 

10．27 

8． 1．24 

9． 5． 3 

10． 5． 3 

12． 4．29 

13．10． 3 

16． 7． 3 

 

 

17． 5．17 

18． 3． 3 

 

7．20 

7．21 

7． 3 

 

20．10． 3 

21． 4． 3 

 

 

10． 3 

 

 

10．15 

 

10．26 

 

 

23． 5． 1 

 

25． 3．25 

昭和25． 7．10 

11． 3 

25．11．23 

26． 3． 9 

28． 3．15 

10． 1 

29． 1． 4 

 

34． 3．11 

36． 6．16 

10． 5 

 

井の頭恩賜公園開園 286,614㎡ 

わが国最初の公園墓地として多磨墓地を開設 987,385.35㎡（その後「霊園」に改称）

井の頭恩賜公園ボート場開設 

武蔵陵風致地区（多摩陵に名称変更）指定 36.40ha 

善福寺風致地区指定  60.39ha 石神井風致地区指定 93.93ha 

和田掘風致地区指定 162.05ha 大泉風致地区指定  359.59ha 

井の頭恩賜公園小動物園開設（現分園） 

   〃   中之島淡水魚水生物館新設（建坪78坪） 

狭山公園開園 254,307㎡ 

武蔵関公園開園 西武鉄道他よりの寄付公園 

昭和15．11．10 皇居前広場で挙行された紀元2,600年記念式典場の光華殿を小金井 

大緑地に移設 

周辺297,000㎡は、文部省（現文科省）の国民練成所として利用される。 

井の頭自然文化園開設 約107,250㎡ 

大緑地増産協力臨時処置要綱により小金井、神代等の大部分は、地元農事実行組合 

に農耕地として貸付けられ、勤労報国隊等により食糧増産のため利用される。 

神代、用地買収済 713,880㎡ 

小金井、用地買収済 897,306㎡ 

都制実施に伴い計画局公園緑地課西部出張所設置（昭和24．6．11 東京都西部公園 

緑地事務所となる） 

小金井大緑地内の国民練成所廃止 

宮内庁は、小金井公園大緑地内の光華殿と付属宿舎及びこの一帯231,000㎡について 

文部省（現文科省）から移管を受け、その西側に東宮仮御所を設け、光華殿に学習 

院中等部を開設し、皇太子を迎えた。 

自作農創設特別措置法の施行に伴い農地として生産の用に供されていた公園緑地は、 

農地解放処分の対象となり、神代（524,593㎡）、小金井（386,969㎡）が地元農事実 

行組合員等に解放（国が都から買上げ、農民に払下げ）された。 

皇太子専任家庭教師として米国人バイニング夫人着任  

光華殿奥（現書庫）を居室とする。 

哲学堂公園開園 井上玄一氏他よりの寄付公園 

井の頭公園内池中・大盛寺境内地の弁天島（409㎡）を新憲法に基づく政教分離政策 

によって公園区域から解除（昭和26．5．1 弁天道参道敷281㎡を追加解除）。 

「大東京北方墓地」として小平霊園開設 640,712.49㎡ 

井の頭公園自然文化園内講堂に武蔵野博物館開設（武蔵野郷土館の前身） 

都立狭山丘陵自然公園指定 775ha 

秩父多摩国立公園指定都区域 29,548ha 

都立滝山丘陵自然公園指定 661ha 

都立高尾陣場自然公園指定 4,403ha 都立多摩丘陵自然公園指定 1,959ha 

都立狭山自然公園指定 775ha 

都立羽村草花丘陵自然公園指定 553ha 

都立秋川丘陵自然公園指定 1,335ha 

小金井公園開園 86,269㎡ 

同公園内に、武蔵野郷土館開設（現光華殿ほか19棟延建坪2,236㎡、敷地50,840㎡） 

石神井公園開園 54,210㎡ 

善福寺公園開園 48,019㎡ 

玉川上水風致地区指定 立川市11.65ha 

（37．7．26 小平市 46.60ha 小金井市 16.50ha 追加指定） 
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年 月 日 主 な 出 来 ご と 

 

 

 

10．20 

37． 7．26 

 

 

39． 8． 1 

 

40．12． 1 

42．12．11 

43． 4． 1 

45． 6． 1 

46． 4． 1 

 7．20 

50． 4． 1 

54． 4． 1 

6． 1 

 55． 6． 1 

 

56． 6． 1 

12．26 

59． 6． 1 

10．25 

60． 4． 1 

6． 1 

10． 1 

10． 8 

 

61． 4． 1 

4． 6 

61． 4．17 

6． 1 

 

 

 

昭和62． 4． 1 

6． 1 

63． 6． 1 

 

 

6．12 

10． 1 

 

10． 8 

平成元． 3．29 

6． 1 

2． 5． 1 

五日市道風致地区指定 立川市 11.98ha 廻田風致地区指定 東大和市 47.00ha 

霞丘陵風致地区指定 青梅市 383.14ha 小山田風致地区指定 町田市 60.00ha 

七国山風致地区指定 町田市 125.00ha 

神代植物公園開園 254,692㎡ 

北山風致地区指定 東村山市 56.00ha 

東京道風致地区指定 東久留米市、小平市 30,000ha 

青梅街道風致地区指定 小平市 52.15ha 鈴木道風致地区指定 小平市 19.70ha 

善福寺川緑地開園 33,372㎡ 和田掘公園開園 19,854㎡ 

武蔵野公園開園 159,723㎡ 

井の頭恩賜公園管理所新設 

明治の森高尾国定公園指定 770ha 

陵南公園開園 41,223㎡ 

浅間山公園開園 73,385㎡ 

供給を芝生墓地に限定した八王子霊園開設 656,883.34㎡ 

北江古田公園公開 15,617㎡ 

地方自治法の改正に伴い特別区へ移管 哲学堂公園（中野区）、武蔵関公園（練馬区） 

殿ヶ谷戸庭園開園 21,123㎡ 

東大和公園開園 154,473㎡  狭山・境緑道開園 73,780㎡ 

平山城址公園開園 64,511㎡ 

長沼公園開園 313,486㎡   野川公園開園 385,868㎡ 

玉川上水緑道開園 90,462㎡ 

光が丘公園開園 346,400㎡ 

桜ヶ丘公園開園 155,694㎡ 

神代植物公園大温室開館 2,913㎡ 

山のふるさと村建設工事係設置 

神代植物公園水生植物園開園 13,358㎡ 

小平、多磨、八王子各霊園の維持管理業務を㈶東京都公園協会に委託 

北京市人民代表大会友好代表団来日に際し、光が丘公園において、北京市との友好 

都市記念植樹祭を行う。 

基幹公園を除く公開公園の維持補修業務を㈶東京都公園協会に委託 

天皇陛下 井の頭自然文化園水生物館に行幸 

神代植物公園植物会館 改築供用開始 

東大和南公園開園 26,231㎡ 

小宮公園開園 55,445㎡ 

滝山公園開園 20,284㎡ 

小金井公園 庭球場（16面）、野球場（１面）新設 

北江古田公園廃止（中野区へ移管） 

善福寺川緑地、庭球場（3面）新設 

東村山中央公園開園 121,098㎡ 

秋留台公園開園 74,828㎡ 

野山北公園開園 258,549㎡ 

野川公園自然観察園開園 約50,000㎡ 

基幹公園、有料公園を除く一般開放公園の維持管理業務を㈶東京都公園協会に全面 

委託 

奥多摩ビジターセンター開館 

建設局長諮問機関「井の頭自然文化園内彫刻園検討委員会」の答申 

武蔵野中央公園開園 100,898㎡ 

大泉中央公園開園 36,550㎡ 
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年 月 日 主 な 出 来 ご と 

 

 

7． 1 

10.  31 

3． 6． 1 

10．20 

4． 5．17 

5． 3．30 

 

 

6． 3．31 

7．21 

9． 4． 1 

10． 3．31 

4． 1 

12． 4． 1 

4． 1 

6． 1 

8．10 

10．28 

13． 5． 2 

10．20 

14． 3． 8 

4． 1 

4． 1 

4． 1 

6． 1 

12． 2 

15． 3．28 

 

4． 1 

5．23 

6． 1 

9．27 

 

16． 7． 1 

17． 4． 1 

平成17． 6． 1 

6．25 

18． 4． 1 

4． 1 

 

7．26 

9．16 

10．28 

 

19． 1．13 

 

小山田緑地開園  204,245㎡ 

八国山緑地開園   44,613㎡ 

小峰公園（小峰国民休養地）開園 約10.8ha 

奥多摩湖畔公園（山のふるさと村）開園 約10.5ha 

府中の森公園開園 62,025.47㎡ 

神代植物公園開園30周年 

井の頭自然文化園開園50周年 

多磨霊園みたま堂完成 

井の頭自然文化園新彫刻園完成 

井の頭恩賜公園連絡橋（七井橋他）改修完成 

山のふるさと村「クラフトセンター」完成 

井の頭自然文化園、水辺の観覧デッキ完成 

殿ヶ谷戸庭園の管理を㈶東京都公園協会に委託 

小平霊園合葬埋蔵施設（１号基）完成 

中野、杉並、練馬の三区の公園等が東部公園緑地事務所に移管 

武蔵野の森公園開園 64,796.78㎡ 

神代植物公園「22世紀の都市森づくり」ボランティア協働事業開始 

野山北・六道山公園里山体験施設（里山民家）がオープン 

秩父多摩国立公園区域変更（都区域35,298ha）及び秩父多摩甲斐国立公園に改称 

自然公園法制定50周年記念事業、奥多摩町で開催 

天皇・皇后両陛下神代植物公園に行幸啓 

神代植物公園開園40周年「初のバラ園ライトアップ」 

神代植物公園大人用介護トイレ（大人用おむつベッド付）設置 

自然公園、近郊緑地に関する業務を環境局へ移管 

井の頭自然文化園を多摩動物公園へ移管 

武蔵国分寺公園開園 56,382.79㎡ 

小山田緑地梅木窪市民緑地開放（１号地） 1,254㎡ 

神代植物公園ドッグランオープン（試行） 

地元団体参加による「初の夜桜ライトアップ」を主体とする「じんだいフェスタ 

2003」を開催 

神代植物公園で「年間パスポート」（試行）を発売 

多磨霊園合葬埋蔵施設完成 

小山田緑地梅木窪市民緑地開放（２号地） 2,056㎡ 

当所独自のプレ・パーク事業 大戸緑地でハイキングコース整備、 

草刈り等の活動を開始 

小山内裏公園開園・指定管理者制度による小山内裏公園の管理を開始 

庭園の管理に利用料金制導入 

小山田緑地大びゃく市民緑地開放 4,677㎡ 

小金井公園にドッグランオープン 

六仙公園開園 4,963.74㎡ 

公園・庭園・霊園の管理委託を指定管理者による管理とする（井の頭恩賜公園・神 

代植物公園を除く） 

「井の頭恩賜公園100年実行委員会」発足 

「よみがえれ!! 井の頭池！」シンポジウム開催 

「タウンリゾート宣言！ようこそ吉祥寺・三鷹・井の頭公園へ」シンポジウム＆コ 

ンサート開催 

井の頭恩賜公園で手作り品の販売やパフォーマンス披露を可能とする「アートマーケッ

ツ」開始 
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年 月 日 主 な 出 来 ご と 

4． 1 

20． 4．17 

9．23 

12． 1 

21． 2．16 

 

2．28 

 

 4． 1 

 6．11 

 6．24 

 8．29 

 

 9．16 

22． 3．21 

 

 4． 1 

23． 4． 1 

 9．21 

10．20 

24． 2．18 

 3．30  

 4． 1 

 4．28 

 9．29 

10． 4 

25． 4． 1 

26． 1～ 3 

 3．14 

 4． 1 

 4．15 

27． 3． 8 

27.11～28．3 

28． 4． 1 

28． 5．12 

28． 5．31 

28． 7．15 

29． 1．28 

29. 5.1～7 

29． 6．17 

 

29. 11. 22 

29.12～30．3 

30． 3．31 

 

31． 1. 27 

31. 3. 11 

長沼公園、小山田緑地（合計13,160㎡）に地権者の協力を得て「借地公園」オープン 

小平霊園合葬埋蔵施設（２号基）完成 

井の頭恩賜公園武蔵野三鷹自然祭（ネイチャープログラム）開催 

「井の頭外来生物問題協議会」発足 

西部公園緑地事務所の井の頭恩賜公園開園100周年への取組が、国土交通省の「手づ 

くり郷土（ふるさと）賞」を受賞 

「よみがえれ!! 井の頭池！ 都市の水辺環境を考える」水質浄化セミナー＆ワークシ 

ョップ開催 

井の頭恩賜公園管理所を廃止、西部公園緑地事務所による直轄管理開始 

西部公園緑地事務所60周年（職員による庁舎周辺美化活動） 

神代植物公園が世界バラ会連合優秀庭園賞を受賞 

井の頭恩賜公園の井の頭外来生物問題協議会が、「関東・水と緑のネットワーク拠点 

百選」に選ばれる 

「よみがえれ!! 井の頭池！」シンポジウム―神田川サミット in武蔵野・三鷹―開催 

神代植物公園管理事務所の22世紀の森づくりへの取組が、国土交通省の「手づくり 

郷土（ふるさと）賞」を受賞 

神代植物公園で指定管理者による管理を開始 

大戸緑地開園 66,140.76㎡ 

殿ヶ谷戸庭園が国の名勝に指定される 

神代植物公園開園50周年 

「よみがえれ!! 井の頭池！」かいぼりシンポジウム開催 

小平霊園樹林墓地完成 

特別緑地保全地区内の行為の規制等に係る事務を市町村へ移譲 

神代植物公園「植物多様性センター」開館 

第29回全国都市緑化フェアTOKYO開催（～10.28、メイン会場は井の頭恩賜公園他） 

全国都市緑化祭開催（会場は井の頭恩賜公園） 

東伏見公園開園 26,800.00㎡（4月21日、道路、河川と共に開園式典実施） 

井の頭池（お茶の水池、ボート池）「かいぼり２５」実施 

小平霊園樹木墓地及び小型芝生墓地完成 

風致地区内の行為の許可に係る事務を市町村へ移譲 

桜ヶ丘公園にドッグランオープン 

「よみがえれ!!井の頭池! かいぼり報告会」開催 

井の頭池（お茶の水池、ボート池、弁天池）「かいぼり２７」実施 

中藤公園開園   27,321，88㎡ 

チリ大使館を招き神代植物公園大温室リニューアルオープン記念式典実施 

天皇皇后両陛下 小金井公園 行幸啓 

井の頭恩賜公園スポーツ施設管理センターオープン 

「井の頭池かいぼり報告会～未来へつなごう、湧水の池～」開催 

井の頭恩賜公園１００歳記念ウィーク開催（５月１日開園１００周年記念式典挙行） 

「よみがえれ‼井の頭池！」事業の推進に対し、西部公園緑地事務所へ日本水環境学会

関東支部より水環境保全活動特別賞が授与 

天皇皇后両陛下 井の頭恩賜公園 行幸啓 

井の頭池（お茶の水池、ボート池、弁天池）「かいぼり２９」実施 

「市民協働で取り組む“かいぼり”による井の頭池の自然再生」事業に対し、日本自然

保護協会より日本自然保護大賞（教育普及部門）が授与 

「井の頭池かいぼり報告会 よみがえる 池・湧水・湿地」開催 

「井の頭恩賜公園100年実行委員会」解散 
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４．組織及び分掌事務 
 

     
分掌事務 

   

庶務課 

 
（庶務担当） 

 ・庶務、人事、給与、福利、広報及び広聴、庁舎及び庁有車管理 

   

（経理担当） 

 ・予算、決算、歳入、歳出、物品、契約、進行管理及び連絡調整 

  

（検査担当） 

 ・工事、材料等の検査 

 

（用地調整担当） 

 ・用地取得に伴う所内連絡調整、土地評価及び損失補償額の調整 

  土地収用手続き、公共事業の施行に伴う資金等の貸付、事業用 

  地の取得、物件の移転その他の損失補償 

 

（用地担当） 

 ・事業用地の取得、物件の移転その他の損失補償 

  
 

 

  
 

 

 
  

 

 
  

   

 
  

管理課 

 
（管理担当） 

 ・都市公園、霊園の管理及び占用等の許可、催事対応 

 

（利用指導担当） 

 ・公園等の利用調整 

 

（管財担当） 

 ・事業用財産及び先行取得用地の管理 

 

（維持担当） 

 ・都市公園等の施設維持補修 

所 長 
  

 
  

 

  
 

 

  
 

   

  
 

工事課 

 
（事業担当） 

 ・事業認可に係る調査及び連絡調整 

 

（緑化推進担当） 

 ・緑化による工事の計画、調査、設計、施行及び普及啓発事業の 

  調査、実施 

 

（設計担当） 

 ・工事の計画、設計及び調査 

 

（野山北・六道山公園建設担当） 

 ・工事の計画、設計及び調査 

 

（工事担当） 

 ・工事の施工、監督 

 

（測量担当） 

 ・事業用地、潰地の測量 
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５．職員配置表 
令和元年 6月 1日現在 

課 担当名 
管理職 一般職員 

合計 
一般職 

非常勤 
総計 

事務 技術 事務 技術 技能 

庶務課   1 1 13 2   17 2 19 

  課長代理（庶務担当）     1           

  課長代理（経理担当）     1           

  課長代理（検査担当）       1         

  課長代理（用地調整担当）     1           

  課長代理（用地担当）     2           

管理課   1   9 3 1 14 5 19 

  課長代理（管理担当）     1           

  課長代理（利用指導担当）     1           

  課長代理（管財担当）     1           

  課長代理（維持担当）       1         

工事課     1   20   21 1 22 

  課長代理（事業担当）       1         

  課長代理（緑化推進担当）       0         

  課長代理（設計担当）       1         

  課長代理（野山北・六道山公園建設担当）       1         

  課長代理（工事担当）       1         

  課長代理（測量担当）       1         

合計 2 2 22 25 1  52 8 60 

※課長代理は各課の内数である。 

  

－ 18－



６．予算・決算 
 

６－１ 令和元年度予算及び平成30年度決算 
 

  歳 入                                 （単位 千円） 

科    目 
令和元年度予算額 平成 30年度決算額 

款 項 目 節 

 使用料及手数料 590,869   618,241   

  

 使 用 料 582,937   610,260   

  

土  木  使  用  料 582,937   610,260   

  
公 園 及 付 属 施 設 567,302   556,417   

霊 園 葬 祭 施 設 15,635   53,843   

 手 数 料 7,932   7,981   

  

土  木  手  数  料 7,932   7,976   

  
証 明 閲 覧 656   636   

霊園使用許可証交付 7,276   7,340   

諸  手  数  料 0   5   

 
情 報 公 開 0   5   

 諸 収 入 151   200   

  

都  預  金  利  子 0   0   

  都  預  金  利  子 0   0   

弁 償 金 及 報 償 金 0  12  

 諸 費 弁 償 金 0  12  

物 品 そ の 他 0  12  

 雑 入 151   188   

  

納付金 4   4   

 雇 用 保 険 料 納 付 金 4  4  

庁 舎 管 理 費 等 収 入 147   174   

  光 熱 水 費 147   174   

雑 入 0  10  

 
雑 入 0   10   

計 591,020   618,441   
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  歳 出 

   令和元年度当初予算額                          （単位 千円） 

  
科    目 

委 託 工 事 用 地 その他 合 計 
款 項 目 

一般会計 

土木費 1,567,044 3,217,927 4,319,901 163,534 9,268,406 

  土木管理費 0 0 0 2,879 2,879 

    管理費 0 0 0 2,879 2,879 

    代替地購入 0 0 0 0 0 

  公園霊園費 1,555,044 3,211,927 4,319,901 160,655 9,247,527 

    管理費 5,784 893 0 6,719 13,396 

    公園管理費 251,233 73,658 0 57,909 382,800 

    公園整備費 1,224,863 2,491,529 4,319,901 95,057 8,131,350 

    霊園葬儀所整備費 73,164 645,847 0 970 719,981 

  道路橋梁費 12,000 6,000 0 0 18,000 

    街路整備費 12,000 6,000     0     0 18,000 

環境費 3,240 0 0 0 3,240 

  環境保全費 3,240 0 0 0 3,240 

    自然環境費 3,240 0 0 0 3,240 

一 般 会 計 合 計 1,570,284 3,217,927 4,319,901 163,534 9,271,646 

用地会計 

用地費 0 0 196,000 0 196,000 

  用地買収費 0 0 196,000 0 196,000 

    諸用地先行取得費 0 0 196,000 0 196,000 

用 地 会 計 合 計 0 0 196,000 0 196,000 

総   合   計 1,570,284 3,217,927 4,515,901 163,534 9,467,646 

※繰越額を含む 

※本庁起工分を含む 
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  歳 出 

   平成30年度決算額                         （単位 千円） 

  
科    目 

委 託 工 事 用 地 その他 合 計 
款 項 目 

一般会計 

土木費 571,344 1,658,620 2,195,569 93,171 4,518,704 

  土木管理費 0 0 0 1,826 1,826 

    管理費 0 0 0 1,826 1,826 

  公園霊園費 558,360 1,653,233 2,195,569 91,345 4,498,507 

  

  

管理費 2,734 0 0 5,578 8,312 

  公園管理費 182,803 85,092 0 54,751 322,646 

  公園整備費 355,650 1,339,363 2,195,569 30,982 3,921,564 

  霊園葬儀所整備費 17,173 228,778 0 34 245,985 

  道路橋梁費 12,984 5,387 0 0 18,371 

    街路整備費 12,984 5,387 0 0 18,371 

環境費 1,891 0 0 0 1,891 

  環境保全費 1,891 0 0 0 1,891 

    自然環境費 1,891 0 0 0 1,891 

一 般 会 計 合 計 573,235 1,658,620 2,195,569 93,171 4,520,595 

用地会計 

用地費 0 0 88,740 0 88,740 

  
用地買収費 0 0 88,740 0 88,740 

  諸用地先行取得費 0 0 88,740 0 88,740 

用 地 会 計 合 計 0 0 88,740 0 88,740 

総  合  計 573,235 1,658,620 2,284,309 93,171 4,609,335 

※繰越額を含む 

※本庁起工分を含む 
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Ⅱ 所管事業の概要 
 

１．都市計画・事業概況 
 

１－１ 都市計画・事業認可のあらまし 
 

⑴ 都市計画 
 「都市計画」とは、都市の健全な発展と秩序

ある整備を図り、安全で快適かつ機能的なまち

づくりが行えるように総合的、一体的に計画す

るものであり、その内容は、①土地利用に関す

る計画、②都市施設に関する計画、③市街地開

発事業に関する計画の三つに大別される。 

 土地利用に関する計画は、市街化区域及び市

街化調整区域の区分による開発の抑制や用途

地域、生産緑地地区、風致地区など、土地の利

用の規則・誘導をするための計画（地域地区制）

である。 

 都市施設に関する計画は、道路、公園、下水

道など都市にとって必要な施設を定める計画

で、多くは「公の施設」として設置管理される

ことを予定するものである。 

 市街地開発事業に関する都市計画では、土地

区画整理事業や市街地再開発事業などについ

て、予定地の設定などその進め方を定めている。 

 それぞれの都市計画の決定にあたっては、案

の段階での縦覧、関係者からの意見提出、第三

者機関の審議会での決定など、手続きが定めら

れている。 

 当所が所管する都市施設であるところの都

市計画公園・緑地の現状は 24 ページ「都市計

画公園・緑地等一覧表」、墓園は 25ページ「都

市計画墓園一覧表」のとおりである。 

 なお、都市計画上は「公園」と「緑地」は別々

の都市施設として位置づけられるが、整備後は

いずれも都市公園法による「都市公園」として

設置・管理している。 

 また、墓園は都立霊園条例により「都立霊園」

として管理している。 

⑵ 事業認可 
 都市計画に定めた都市施設を建設するに当

たっては、当該事業を行おうとする者が認可権

をもつ者に対し、事業の位置、期間、概要、資

金計画などを示した事業計画について申請し、

都市計画事業の施行に適当とした認可を得る

必要がある。 

（都が事業者の場合、認可権者は国） 

 事業認可を得て事業を行った場合、事業者に

は土地の収用権が与えられるとともに、事業に

より土地を事業者に売り渡したものには、譲渡

所得に対する課税の特例などが適用になる。 

 事業認可取得から用地説明会までの進め方

はおおむね以下の通りである。 

① 事業計画の作成（行政目標や事業実態から、

対象地を検討する） 

② 事業認可対象地の決定、対象地の関係権利

者の把握 

③ 事業・測量説明会の実施 

④ 測量の着手 

⑤ 申請書作成、申請（関東地方整備局長へ） 

⑥ 認可告示（関東地方整備局長による） 

⑦ 測量成果の完成 

⑧ 用地説明会の実施 

 

⑶ 測量の重要性 
 都市計画事業を実施するにあたって、法的に

事業認可の取得は欠かせないが、一方、実務上

もっとも重要なのが測量である。 

 事業対象地を明確にするとともに、土地の現

況を把握し、地権者ごとに土地の面積を確定す

ることは、用地取得の大前提となる。 

 中には、目標物に乏しい山林や、実体のない

公共物などがあり、地権者相互の用地確定の立

会いも困難を極めることもあるが、入念な現地

調査や合理的な判断資料の提供などにより、境

界の確定を円滑に進めている。 
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⑷ 事業現況 
 当所の所管する事業の現況は 26 ページ「都

市計画公園・緑地事業認可一覧表」のとおりで

あり、多くの公園で事業が継続中である。 

ほとんどの都立公園・緑地では、その規模が

十数ヘクタールを超えることから、事業に多く

の時間が必要となる。 

 このため、都市計画区域の一部を事業区域と

して、部分的に整備・開園しながら、事業を進

めていくことが通常である。 
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１－２ 都市計画公園・緑地等一覧表       令和元年 6月 1日現在 

都市計画名称 開園名称 
都市計画法の 

種類・種別 

当初都市計画 最終都市計画 
開園面積(㎡) 
（計画区域外を含

む場合がある） 

当初開園 

年月日 
告示年月日 面積

（ha） 

告示年月日 面積

（ha） 番号 番号 

陵南公園 陵南公園 運動公園 
S36.10.5 

8.0 
S46.11.9 

8.0 59,533.66 S43.4.1 
建 2281 都 1232 

多摩丘陵 

   北部緑地 
長沼公園 緑地 

S51.7.13 
43.6 

H12.3.17 
46.3 362,470.35 S55.6.1 

都 691 都 300 

平山城址公園 平山城址公園 総合公園 
H7.9.8 

12.0 
H10.6.26 

14.7 120,013.58 S55.6.1 
都 1064 都 703 

小宮公園 小宮公園 総合公園 
S21.9.4 

46.28 
S52.3.11 

28.3 251,719.27 S61.6.1 
災 131 都 175 

滝山公園 滝山公園 総合公園 
S46.11.9 

56.4 
  

  320,951.64 S61.6.1 
都 1232   

八王子緑地   緑地 
S36.10.5 

157 
H20.3.7 

150.2 0.00   
建 2280 都 283 

武蔵野中央公園 武蔵野中央公園 総合公園 
S50.2.28 

10.1 
H25.3.4  

11.2 112,440.33 H1.6.1 
都 234  都 248 

井の頭公園 
  

特殊公園 
S32.12.21 

40.13 
  

 400,477.47 Ｔ6.5.1 
建 1689   

井の頭第二公園 井の頭恩賜公園 近隣公園 
S54.1.24 

1.60 
  

 17,748.14 428,389.99 
都 69   

玉川上水緑地 

(多摩部) 
  緑地 

S32.12.21 
24.67 

H5.4.6 
9.5 11,164.38 

  

建 1689 都 463 

武蔵野公園 武蔵野公園 特殊公園 
S32.11.25 

53.65 
H27.10.2 

51.4 255,864.29 S39.8.1 
建 1483 都 1486 

浅間山公園 浅間山公園 特殊公園 
S36.3.2 

17.69 
S52.12.21 

17.5 87,694.48 S45.6.1 
建 240 都 1126 

府中の森公園 府中の森公園 総合公園 
S62.11.25 

17.2 
  

 171,483.43 H3.6.1 
都 1254  

神代公園 神代植物公園 特殊公園 
S32.12.21 

100.32 
  

 489,731.10 S32.4.1 
建 1689  

野川公園 野川公園 広域公園 
S50.2.28 

46.2 
S61.1.21 

46.9 403,181.67 S55.6.1 
都 231 都 52 

武蔵野の森公園 武蔵野の森公園 広域公園 
H7.4.28 

38.8 
 

38.8 385,750.34 H12.4.1 
都 551～553  

小山田緑地 小山田緑地 緑地 
S39.12.16 

77.9 
S62.8.13 

146.8 444,364.04 H2.6.1 
都 3358 都 902 

大戸緑地 大戸緑地 緑地 
S39.12.16 

123.9 
H30.10.4 

117.0 284,456.35 H23.4.1 
建 3358 都 1390 

小山公園  総合公園 
S45.12.22 

17.3 
H13.11.26 

17.3 459,211.09 H16.7.1 
都 1346 都 1369 

内裏公園 小山内裏公園 総合公園 
S54.3.29 

14.0 
H13.11.26 

14.3 
 

  
都 366 都 1370 

鑓水小山緑地  緑地 
H12.12.20 

35.8 
H14.9.27 

36.1 
 

  
都 1435 都 1141 

小金井公園 小金井公園 広域公園 
S32.12.21 

148.1 
H16.4.22 

146.9 802,341.05 S29.1.14 
建 1689 都 722 

  ― 狭山・境緑道  ― 
  

 
  

 84,196.07 S54.6.1 
   

玉川上水緑地 

(区部) 
玉川上水緑道 緑地 

S32.12.21 
24.67 

H26.3.7 
17.8 11,441.28 （H26.9.1) 

建 1689 都 269 

玉川上水緑地 

(多摩部) 
玉川上水緑道 緑地 

S32.12.21 
24.67 

H5.4.6 
9.5 128,497.40 S56.6.1 

建 1689 都 463 

狭山緑地 狭山公園 緑地 
S32.12.21 

365.3 
  

 234,915.33 S12.4.29 
建 1689  

東村山中央公園 東村山中央公園 総合公園 
S61.3.17 

12.1 
  

 121,098.87 S63.6.1 
都 269  

八国山緑地 八国山緑地 緑地 
S52.12.21 

37.5 
H11.2.26 

39.2 371,474.70 H2.6.1 
都 1120 都 194 
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都市計画名称 開園名称 
都市計画法の 

種類・種別 

当初都市計画 最終都市計画 
開園面積(㎡) 
（計画区域外を含

む場合がある） 

当初開園 

年月日 
告示年月日 面積

（ha） 

告示年月日 面積

（ha） 番号 番号 

殿ヶ谷戸公園 殿ヶ谷戸庭園 近隣公園 
S37.6.6 

1.7 
S49.8.3 

2.1 21,123.59 S54.4.1 
建 1272 都 818 

 
泉町公園 武蔵国分寺公園 総合公園 

S49.3.11 
4.1 

H10.6.9 
10.1 114,608.43 H14.4.1 

都 258 都 644 

国分寺緑地  緑地 
Ｓ37.6.19 

22.47 
Ｓ49.3.11 

20.70   
建 1419 都 257 

東伏見公園 東伏見公園 総合公園 
S16.1.11 

14.5 
H16.4.22 

13.7 38,688.98 H25.4.1 
内 8 都 721 

東大和緑地 東大和公園 緑地 
S47.12.23 

15.3 
H12.12.20 

22.8 184,503.06 S54.6.1 
都 1429 都 1436 

東大和南公園 東大和南公園 運動公園 
S58.1.20 

9.0 
  

 98,719.71 S61.6.1 
都 56   

東大和芋窪緑地   緑地 
H3.2.28 

11.9 
  

 0.00   
都 203   

六仙公園 六仙公園 総合公園 
H7.9.8 

15.0 
  

 50,112.04 H18.4.1 
都 1065   

野山北 

  ・六道山公園 

野山北 

  ・六道山公園 
広域公園 

S48.11.15 
19.4 

H11.8.27 
260.0 2,028,838.81 S63.6.1 

都 1174 都 993 

観音寺森緑地   緑地 
S36.10.5 

15.75 
  

 0.00   
建 2293  

中藤公園 中藤公園 広域公園 
H5.12.2 

57.7 
  

 45,380.16 H28.4.1 
都 1308  

桜ヶ丘公園 桜ヶ丘公園 広域公園 
S36.3.2 

123.4 
S59.11.19 

123.5 339,322.38 S59.6.1 
建 240 都 1091 

清水谷戸緑地   緑地 
H9.8.1 

14.7 
  

 0.00   
都 878  

小田良谷戸公園   総合公園 
H9.8.1 

15.0 
H23.12.19 

15.1 0.00   
都 877 都 1778  

秋留台公園 秋留台公園 運動公園 
S59.11.19 

15.2 
H5.2.1 

15.3 118,447.07 S63.6.1 
都 1092 都 97 

網代緑地   緑地 
H3.8.21 

21.2 
  

 0.00   
都 903   

※１ 内裏公園および鑓水小山緑地の一部は、小山内裏公園として開園していることから、小山公園の欄に開園面積を記載している。 

※２ 都市計画名称が空欄となっている公園及び緑地は、都市計画の位置づけがない公園及び緑地である。 

※３ 開園名称が空欄となっている公園及び緑地は、未開園の公園及び緑地である。 

 

 

１－３ 都市計画墓園一覧表 
              令和元年 6月 1日現在 

都市計画名称 開設名称 
都市計画法の 

種類・種別 

当初都市計画 最終都市計画 

開設面積(㎡) 
当初開設 

年月日 
告示年月日 面積

（ha） 

告示年月日 面積

（ha） 番号 番号 

八王子墓園 八王子霊園 墓園 
S42.4.5 

67.0 
S61.8.12 

66.50 644,305.02 S46.4.1 
建 1314 都 875 

多磨墓園 多磨霊園 墓園 
T9.12.14 

99.0 
S52.12.21 

129.20 1,280,236.76 T12.4.1 
公告 都 1127 

小平墓園 小平霊園 墓園 
S19.5.4 

 
S42.4.5 

59.70 653,545.40 S23.5.1 
内 216 都 1314 
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１－４ 都市計画公園・緑地 事業認可一覧表 
 

平成 31年 4月 1日現在 

№ 

都市計画決定 

開園名称 

当初事業認可 最終事業認可 

施行期間 事 業 箇 所 
名 称 

面積 告示年月日 面積 告示年月日 面積 

(ha) 番号 (ha) 番号 (ha) 

1 小宮公園 28.3 小宮公園 
S60.12.11 

27.60 
H29.3.28 

0.55 
S60.12.11 

八王子市大谷町、暁町二丁目 
建 1733 関 89 ～R4.3.31 

2 武蔵野公園 51.4 武蔵野公園 

S32.11.25 

51.57 

H31.3.26 

46.32 

S32.11.25 府中市多磨町二・三丁目、 

小金井市前原一・二丁目、 

中町一丁目、東町五丁目 

建 1483 関 69 ～R8.3.31 

      

3 
府中の森公

園 
17.2 

府中の森公

園 

H9.3.21 
1.10 

H30.3.30 
0.40 

H9.3.21 府中市浅間町一丁目、 

天神町二丁目、緑町二丁目 建 802 関 135 ～R6.3.31 

4 神代公園 100.32 
神代植物公

園 

S51.10.6 
9.12 

H27.3.26 
17.40 

S51.10.6 調布市深大寺元町五丁目(保留

解除）、深大寺北町二丁目 建 1353 関 139 ～R4.3.31 

5 小山田緑地 146.8  小山田緑地 

  

24.00 

  

49.10 

  町田市上小山田町字八号、 

下小山田町字押沼、字大久保、 

字梅木窪、字堀切、字兎谷、 

字堂谷、字関村、字小ヶ谷、 

字桜ヶ谷、字上ノ山、 

字馬場窪、字鍬柄尾、 

字宮ノ腰、字向田、 

字宇津保沢、字竜沢 

      

S62.11.5 H31.3.26 S62.11.5 

      

建 1879 関 70 ～R8.3.31 

      

      

6 大戸緑地 117.0  大戸緑地 

H27.3.13 
3.90 

   

  

H27.3.13 町田市相原町字段木入及び牛田

地内 関 100   ～R2.3．31 

H29.4.3 
5.30 

   H29.4.3 町田市相原町字細豊、字牛田、

及び字大北地内 関 167     ～R5.3．31 

H31.4.1 
8.70 

  H31.4.1 町田市相模原町字考路、細豊、

大北、大子山及び牛田地内 関 152   ～R8.3.31 

7 小金井公園 146.9 小金井公園 

  

47.31 

  

92.16 

  武蔵野市桜堤三丁目、 

小金井市桜町三丁目、 

関野町一・二丁目、 

小平市花小金井南町三丁目、 

西東京市向台町六丁目 

S27.12.19 H27.3.26 S27.12.19 

      

建 1471 関 142 ～R2.3.31 

      

8 七生公園 64.6 
多摩動物公

園 

H2.11.27 
8.80 

H30.3.30 
0.20 

H2.11.27 
程久保六丁目 

建 1903 関 134 ～R3.3.31 

9 八国山緑地 39.2 八国山緑地 
H1.8.10 

23.70 
H25.3.29 

39.20 
H1.8.10 東村山市諏訪町二・三丁目、野

口町三・四丁目、多摩湖四丁目 建 1416 関 191 ～R3.3.31 

10 東伏見公園 13.7 東伏見公園 

H14.1.10 1.00 H31.3.26 
6.60 

H14.1.10 西東京市東伏見一丁目 

（通称１，２，３，４期） 関 11   関 62 ～R6.3.31 

H25.3.15 1.60  H31.3.26 
1.6 

H25.3.15 西東京市柳沢一丁目 

（河川連携区域） 関 83    関 63 ～H6.3.31 

11 東大和緑地 22.8 東大和公園 

H7.11.22 
1.60 

H27.3.26 
0.10 

H7.11.22 
東大和市湖畔三丁目 

建 1847 関 143 ～R2.3.31 

H27.7.31 
2.00 

  
  

H27.7.31 東大和市湖畔三丁目、奈良橋二

丁目、高木一丁目 関 305   ～R2.3.31 

12 六仙公園 15.0 六仙公園 

H13.6.18 
1.40 

H30.3.30 
6.60 

H13.6.18 
東久留米市中央町三丁目 

関 253 関 133 ～R6.3.31 

H25.3.19 
0.30 

H31.3.26 
0.30 

H25.3.19 東久留米市中央町三丁目 

（中央北） 関 093 関 64 ～R4.3.31 

H26.2.3 
5.30 

  
  

H26.2.3 東久留米市中央町三丁目 

（旧八小西側、北側） 関 027   ～R5.3.31 
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13 
野山北 

・六道山公園 
260.0 

野山北 

・六道山公園 

  

59.40 

  

236.61 

  
武蔵村山市 

本町三・五・六丁目、 

三ツ木三・四・五丁目、 

岸二・三・四・五丁目、 

瑞穂町大字殿ヶ谷字宮前、 

字山際、字滝田谷津、 

字尾引山、字尾引添、 

字日野出、字宮野入、 

大字石畑字狭山谷、 

字夕日台、字峰田、字狭山嶺、 

大字箱根ヶ崎字浅間谷、 

大字駒形富士山字富士山、 

字富士山通り、 

大字高根字高根下、字山下、 

字打越、字池ノ上、字北狭山、 

字金堀沢、字田ノ入 

      

      

      

      

S62.11.5 H27.3.26 S62.11.5 

      

建 1877 関 141 ～R4.3.31 

      

      

      

      

      

      

  

2.60 

  

 

  
武蔵村山市 

本町五・六丁目、 

三ツ木三・五丁目、 

瑞穂町 

大字石畑字夕日台、字狭山嶺、 

大字箱根ヶ崎字浅間谷、 

大字高根字田ノ入、字田尻 

H27.3.13   H27.3.13 

      

関 101   ～R2.3.31 

      

      

      

14 桜ヶ丘公園 123.5  桜ヶ丘公園 
H3.10.30 

4.70 
H27.3.26 

2.00 
H3.10.30 

多摩市連光寺三・五丁目 
建 1836 関 145 ～R2.3.31 

15 秋留台公園 15.3 秋留台公園 
S62.11.5 

12.40 
H28.3.30 

0.40 
S62.11.5 

あきる野市二宮字下塚場 
建 1878 関 111 ～R3.3.31 

16 中藤公園 57.7 中藤公園 

H26.3.25 
28.41 

  
  

H26.3.25 武蔵村山市 

中藤二丁目、中央四、五丁目、 

本町四、五、六丁目 
関 96 

 
～R2.3．31 

          

17 滝山公園 56.4 滝山公園 
H31.4.1 

5.10 
  H31.4.1 

八王子市高月町地内 
関 157   ～R4.3.31 

 

－ 27－



２．用地取得事業 
 

２－１ 用地取得事業のあらまし 
  

 公園の整備を効果的に進めていくためには、将

来を見据え計画的、重点的に事業用地を確保して

いく必要がある。そのため、「東京都の事業の施行

に伴う損失補償基準」に基づく公平公正な補償に

より、関係権利者の理解と協力を得て、重要性・

緊急性の高い公園を中心に事業用地の取得に取り

組んでいる。 

 

２－２ 事業の種類  
 

 当所が取得する事業用地には、都市計画法に基

づいて施行する都市計画公園・緑地等の取得と都

市計画局が選定した諸用地先行取得用地とがある。 

 

２－３ 事業地 
  

 現在、事業用地を取得している公園は、六仙公

園、東伏見公園、神代公園、野山北・六道山公園、

小金井公園、東大和緑地、中藤公園等である。 

 当所が所管する公園は、東京都の多摩全域にわ

たり、住宅地、農地、山林などさまざまな種類の

土地利用形態があることから、事業地取得上の問

題も地域ごとに異なり複雑な様相を呈している。 

 

２－４ 取得状況 
 

 平成 30年度の取得面積は合計約 2.99haで、各

公園別の取得状況は別表 1のとおりである。 

 重点化公園は六仙公園、東伏見公園の２箇所で

ある。六仙公園については、平成 26年 2月 3日に

5.3hａが新規事業認可され、都市計画決定面積約

15.0ha のうち約 12.2ha が事業認可された。平成

30 年度までの買収面積は約 7.88ha で、用地取得

率は 64.6％である。事業認可区域内はそのほとん

どが農地であり、相続発生時での買収希望、代替

農地の要求、納税猶予の問題などがある。 

 東伏見公園は、都市計画決定面積約 13.7haのう

ち約 6.6haが事業認可され、平成 30年度までの買

収面積は約 5.99ha で、用地取得率は 90.8％であ

る。今年度も収束に向け積極的に買収を進めてい

く。令和元年度の公園別の取得予定は別表 2のと

おりである。

 

別表1 平成30年度 用地取得実績  別表 2 令和元年度 用地取得予定  

公 園 名 
用 地 補 償  

公 園 名 
用 地 補 償 

規模㎡ 規模・棟  

 

規模㎡ 規模･棟 

 
 
 

事 

業 

用 

地 

六仙公園 3,344 6-3  
 
 

事 

業 

用 

地 

六仙公園 5,849 7-4 

東伏見公園 325 8-2  東伏見公園 2,334 1-2 

野山北・六道山公園 6,318 3-0  神代公園 734 1-0 

東大和緑地 3,264 1-1  野山北・六道山公園 11,896 7-3 

中藤公園 12,690 4-0  東大和緑地 4,148 4-3 

大戸緑地 1,017 0-0  中藤公園 30,190 5-2 

小宮公園 49 1-0  大戸緑地 15,834 0-0 

小山田緑地 480 1-0  小山田緑地 1,261 1-3 

小金井公園 2,420 2-0  武蔵野公園 4,210 1-0 

    小金井公園 638 1-2 

    その他(小宮公園ほか3箇所) 4,520 3-2 

合   計 29,907 26-6  合   計 81,614 31-21 
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２．用地取得事業 
 

２－１ 用地取得事業のあらまし 
  

 公園の整備を効果的に進めていくためには、将

来を見据え計画的、重点的に事業用地を確保して

いく必要がある。そのため、「東京都の事業の施行

に伴う損失補償基準」に基づく公平公正な補償に

より、関係権利者の理解と協力を得て、重要性・

緊急性の高い公園を中心に事業用地の取得に取り

組んでいる。 

 

２－２ 事業の種類  
 

 当所が取得する事業用地には、都市計画法に基

づいて施行する都市計画公園・緑地等の取得と都

市計画局が選定した諸用地先行取得用地とがある。 

 

２－３ 事業地 
  

 現在、事業用地を取得している公園は、六仙公

園、東伏見公園、神代公園、野山北・六道山公園、

小金井公園、東大和緑地、中藤公園等である。 

 当所が所管する公園は、東京都の多摩全域にわ

たり、住宅地、農地、山林などさまざまな種類の

土地利用形態があることから、事業地取得上の問

題も地域ごとに異なり複雑な様相を呈している。 

 

２－４ 取得状況 
 

 平成 30年度の取得面積は合計約 2.99haで、各

公園別の取得状況は別表 1のとおりである。 

 重点化公園は六仙公園、東伏見公園の２箇所で

ある。六仙公園については、平成 26年 2月 3日に

5.3hａが新規事業認可され、都市計画決定面積約

15.0ha のうち約 12.2ha が事業認可された。平成

30 年度までの買収面積は約 7.88ha で、用地取得

率は 64.6％である。事業認可区域内はそのほとん

どが農地であり、相続発生時での買収希望、代替

農地の要求、納税猶予の問題などがある。 

 東伏見公園は、都市計画決定面積約 13.7haのう

ち約 6.6haが事業認可され、平成 30年度までの買

収面積は約 5.99ha で、用地取得率は 90.8％であ

る。今年度も収束に向け積極的に買収を進めてい

く。令和元年度の公園別の取得予定は別表 2のと

おりである。

 

別表1 平成30年度 用地取得実績  別表 2 令和元年度 用地取得予定  

公 園 名 
用 地 補 償  

公 園 名 
用 地 補 償 

規模㎡ 規模・棟  

 

規模㎡ 規模･棟 

 
 
 

事 

業 

用 

地 

六仙公園 3,344 6-3  
 
 

事 

業 

用 

地 

六仙公園 5,849 7-4 

東伏見公園 325 8-2  東伏見公園 2,334 1-2 

野山北・六道山公園 6,318 3-0  神代公園 734 1-0 

東大和緑地 3,264 1-1  野山北・六道山公園 11,896 7-3 

中藤公園 12,690 4-0  東大和緑地 4,148 4-3 

大戸緑地 1,017 0-0  中藤公園 30,190 5-2 

小宮公園 49 1-0  大戸緑地 15,834 0-0 

小山田緑地 480 1-0  小山田緑地 1,261 1-3 

小金井公園 2,420 2-0  武蔵野公園 4,210 1-0 

    小金井公園 638 1-2 

    その他(小宮公園ほか3箇所) 4,520 3-2 

合   計 29,907 26-6  合   計 81,614 31-21 

３．整備事業 
 
３－１ 整備事業のあらまし 
 
 西部公園緑地事務所では、40箇所の都市計画公

園等と 3箇所の都市計画墓園の整備を所管してい

る。その立地は市街地から丘陵地まで多摩地域全

域に広がっており、個々の公園、霊園の特徴を生

かせるよう、都民のニーズや景観形成、自然環境

保全などを考慮し、公園の区域拡張のための整備

や、既に開園、供用している公園、霊園を対象に

老朽施設の改修、新たな機能付加のための整備な

どを行っている。整備の財源は、都費（単独事業）

のほか、積極的に国からの交付金等の導入を図っ

ている(公共事業)。 

 事業実施に当たっては、予算の計画的執行、コ

ストの縮減、新技術の導入に努めると共に、関連

工事との連携、工事施工による近隣影響の減少な

どに留意しつつ、効率的効果的な設計・施工を行

っている。 

 また、所内に工事安全対策委員会（委員長：所

長）を設置し、施工者への安全講習会、安全パト

ロールの実施などにより、工事等の施工に係る安

全確保に万全を期すよう、所を上げて取り組むほ

か、週休二日制確保モデル工事や建設業の魅力発

信モデル事業の選定などを通じ、受注者確保・育

成にも取り組んでいる。 
 

３－２ 構築関係予算の概要 
 
 ５年間の構築関係予算額（工事費及び委託料）

の推移及び令和元年度の節別予算額は次表のとお

りである。

 
⑴ ５年間の構築関係予算額（工事請負費＋委託料※4月1日時点）の推移   （単位 百万円） 

       年 度  
事 業 27 28 29 30 元 

公 園 整 備 費 3,916 3,267  3,942 2,438 3,532 

霊園葬儀所整備費 418 441   580  438  718 

計 4,334 3,708  4,522 2,876 4,250 

 
⑵ 令和元年度の科目別節別予算一覧表                  （単位 百万円） 

科   目 委託料 工事請負費 合  計 

公園整備費 966 2,566 3,532 

霊園葬儀所整備費 73 645 718 

計 1,039 3,211 4,250 
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３－３ 整備事業の概要 
 
⑴ 公園の整備（[ ]内は次表での略号） 
ア 個性豊かな都立公園の整備（一般公園造成）

[般] 

  風格ある緑ゆたかな都市をつくるため都市

公園の区域拡張、新規造成を行うものである。 

  都市計画事業（都市計画法第 59条）として

用地を取得したうえで整備を行うほか、計画

区域内の民有地を借り受け「借地公園」とし

て整備を進めている。 

  平成 28年（2016年）12月公表の「都民フ

ァーストでつくる「新しい東京」～2020年に

向けた実行プラン～」では、「スマートシティ

ー～世界に開かれた、環境先進都市、国際金

融・経済都市・東京～」の政策の柱３「豊か

な自然環境の創出・保全」において、都立公

園の整備目標量を 2020年までに 95ヘクター

ル、概ね 10年後の 2024年までに約 170ヘク

タール増（2015年度比）としている（東京都

全域）。 

  区部の都立公園整備を所管する東部公園緑

地事務所と連携し、整備目標達成に向け、計

画的に公園整備事業を推進している。 

 
「～2020年に向けた実行プラン～」による都立都市公園の整備目標量 

年 度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2015年度比 

整備面積     95ha増加 

※整備面積は都立都市公園全体（区部、多摩部） 
 

イ 既設公園改修整備（既設公園整備） 

① 都立公園の防災機能の強化充実（防災公園の整備）[防] 

② 既設公園の整備（既設公園の整備）[既] 

 老朽化施設や、園地の再整備及び開園済みの区域での新たな施設の整備を行う。 

③ 街路樹の充実と連携した緑の拠点整備 [街] 

 多摩地区のグリーンネットワークを形成する狭山・境緑道の再整備を行う。 

④ 多様な生物が生息する都立公園の整備 [多] 

   「実行プラン（前出）」の「スマートシティー、政策の柱３（同）」の「多様な生きものと共生で

きる都市空間の形成」に位置付けられており、多様な生物の生息・生育を支える環境整備を行う。 
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３－３ 整備事業の概要 
 
⑴ 公園の整備（[ ]内は次表での略号） 
ア 個性豊かな都立公園の整備（一般公園造成）

[般] 

  風格ある緑ゆたかな都市をつくるため都市

公園の区域拡張、新規造成を行うものである。 

  都市計画事業（都市計画法第 59条）として

用地を取得したうえで整備を行うほか、計画

区域内の民有地を借り受け「借地公園」とし

て整備を進めている。 

  平成 28年（2016年）12月公表の「都民フ

ァーストでつくる「新しい東京」～2020年に

向けた実行プラン～」では、「スマートシティ

ー～世界に開かれた、環境先進都市、国際金

融・経済都市・東京～」の政策の柱３「豊か

な自然環境の創出・保全」において、都立公

園の整備目標量を 2020年までに 95ヘクター

ル、概ね 10年後の 2024年までに約 170ヘク

タール増（2015年度比）としている（東京都

全域）。 

  区部の都立公園整備を所管する東部公園緑

地事務所と連携し、整備目標達成に向け、計

画的に公園整備事業を推進している。 

 
「～2020年に向けた実行プラン～」による都立都市公園の整備目標量 

年 度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2015年度比 

整備面積     95ha増加 

※整備面積は都立都市公園全体（区部、多摩部） 
 

イ 既設公園改修整備（既設公園整備） 

① 都立公園の防災機能の強化充実（防災公園の整備）[防] 

② 既設公園の整備（既設公園の整備）[既] 

 老朽化施設や、園地の再整備及び開園済みの区域での新たな施設の整備を行う。 

③ 街路樹の充実と連携した緑の拠点整備 [街] 

 多摩地区のグリーンネットワークを形成する狭山・境緑道の再整備を行う。 

④ 多様な生物が生息する都立公園の整備 [多] 

   「実行プラン（前出）」の「スマートシティー、政策の柱３（同）」の「多様な生きものと共生で

きる都市空間の形成」に位置付けられており、多様な生物の生息・生育を支える環境整備を行う。 

  

公園別整備概要（上段：30年度実績、下段：元年度計画） 

※主な設計・整備工事を掲載 

公園名 年度 主な整備内容等 

陵南公園 
30 ― 

元 既：流水池排水施設改修実施設計、工事 

長沼公園 

30 既：法面基本設計、更衣棟新築実施設計 

元 般：園地整備実施設計、工事 

既：更衣棟新築工事（債務負担）、法面改修実施設計 

多：モニタリング調査 

平山城址公園 
30 多：生物多様性保全実施設計、園路改修 

元 既：園路改修工事（債務負担） 多：保全工事 

小宮公園 
30 既：木道改修 防 : 便所新築工事（債務負担） 

元 般：園地整備実施設計、工事 防：便所新築工事（債務負担） 

滝山公園 
30 般：園地整備、法面調査 

元 既： 法面改修基本設計、地質調査、園地改修実施設計・工事 

武蔵野中央公園 

30  般：防災公園整備 

元 般：休憩舎新築工事 

防：防災公園整備工事（債務負担） 

井の頭恩賜公園 

30 般：便所改築、西園園路改修 

既：排水及び護岸改修 

元 防：防災公園整備工事（債務負担）、便所改築 

既：弁天橋架け替え、護岸改修、洋便器化、多言語化 

府中の森公園 

30 防：防災施設整備 

元 防：防災公園整備工事（債務負担） 

既：障害者遊具設置工事・モニタリング調査 

神代植物公園 

30 既：園路舗装改修、券売所改築、放送設備改修、便所改修 

元 防：防災公園整備工事（債務負担） 

既：案内表示施設整備工事、休憩舎改築工事（債務負担）、栽培温室

改築準備工事、便所洋便器化及び改築工事 

野川公園 

30 既：センター施設改修、ユニバーサル設計、便所改築 

元 防：防災公園整備工事（債務負担） 

既：自然観察センター改築基本・実施設計、工事、 

  施設改修工事（四阿屋根防水）、ユニバーサルデザインによる公

園施設整備工事 

小山田緑地 
30 既：木道改修基本･実施設計、木道改修 

元 既：木道改修工事 多：モニタリング調査 

大戸緑地 
30 般：樹林地整備、猛禽類調査 

元 般：猛禽類調査 既：井戸整備工事 

小山内裏公園 
30 既：広場改修工事 生物多様性保全整備工事 

元 多：モニタリング調査 
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公園名 年度 主な整備内容等 

小金井公園 

30 防：防災公園整備 

既：園路改修、排水設備改修、ソリゲレンデ改修、給水設備 

元 防：防災公園整備工事（債務負担） 

既：施設改修(外周柵）基本・実施設計、工事、運動施設管理棟屋根

防水工事、 

狭山・境緑道 
30 ― 

元 ― 

玉川上水緑道 

30 般：園地整備実施設計    

既：防護柵改修 

元 般：園地整備工事、便所・管理所新築    

既：防護柵改修 

狭山公園 

30 既：便所新築実施設計、自然体験施設実施設計 

多：生物多様性保全実施設計 

元 既：雨水排水改修工事（債務負担）、便所改築工事、親子自然体験施

設整備工事（債務負担） 多：保全工事 

東村山中央公園 
30 防：防災施設整備 

元 ― 

殿ヶ谷戸庭園 
30 既：蔵内改修工事（債務負担） 

元 既：蔵内改修工事（債務負担） 

東伏見公園 
30 般：園地整備、便所整備 

元 ― 

東大和公園 

30 既：雨水排水基本設計 

元 般：地質調査  

既：雨水排水改修実施設計  

多：モニタリング調査 

東大和南公園 

30 ― 

元 防：防災公園整備工事（債務負担） 

既：管理所改築工事（債務負担） 

六仙公園 
30 ― 

元 ― 

野山北・六道山公園 

30 既：施設改修・撤去工事、猛禽類調査 

元 般：地質調査、雨水排水基本設計、土壌調査、家屋調査、猛禽類調査、

園地整備実施設計・工事 

既：雨水排水実施設計、施設改修・撤去工事（債務負担）、屋根防水

工事（債務負担）、里山民家地区建物改築実施設計 

中藤公園 
30 般：園地整備、法面基本設計 

元 般：家屋調査、園地整備設計・工事 

桜ヶ丘公園 
30 既：建物基本設計、地歴・土壌調査 

元 般：地質調査、基本設計、管理棟新築実施設計  
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公園名 年度 主な整備内容等 

小金井公園 

30 防：防災公園整備 

既：園路改修、排水設備改修、ソリゲレンデ改修、給水設備 

元 防：防災公園整備工事（債務負担） 

既：施設改修(外周柵）基本・実施設計、工事、運動施設管理棟屋根

防水工事、 

狭山・境緑道 
30 ― 

元 ― 

玉川上水緑道 

30 般：園地整備実施設計    

既：防護柵改修 

元 般：園地整備工事、便所・管理所新築    

既：防護柵改修 

狭山公園 

30 既：便所新築実施設計、自然体験施設実施設計 

多：生物多様性保全実施設計 

元 既：雨水排水改修工事（債務負担）、便所改築工事、親子自然体験施

設整備工事（債務負担） 多：保全工事 

東村山中央公園 
30 防：防災施設整備 

元 ― 

殿ヶ谷戸庭園 
30 既：蔵内改修工事（債務負担） 

元 既：蔵内改修工事（債務負担） 

東伏見公園 
30 般：園地整備、便所整備 

元 ― 

東大和公園 

30 既：雨水排水基本設計 

元 般：地質調査  

既：雨水排水改修実施設計  

多：モニタリング調査 

東大和南公園 

30 ― 

元 防：防災公園整備工事（債務負担） 

既：管理所改築工事（債務負担） 

六仙公園 
30 ― 

元 ― 

野山北・六道山公園 

30 既：施設改修・撤去工事、猛禽類調査 

元 般：地質調査、雨水排水基本設計、土壌調査、家屋調査、猛禽類調査、

園地整備実施設計・工事 

既：雨水排水実施設計、施設改修・撤去工事（債務負担）、屋根防水

工事（債務負担）、里山民家地区建物改築実施設計 

中藤公園 
30 般：園地整備、法面基本設計 

元 般：家屋調査、園地整備設計・工事 

桜ヶ丘公園 
30 既：建物基本設計、地歴・土壌調査 

元 般：地質調査、基本設計、管理棟新築実施設計  

公園名 年度 主な整備内容等 

秋留台公園 

30 － 

元 防：防災公園整備工事（債務負担） 

既：競技場改修基本・実施設計・工事、 

八国山緑地 元 多：モニタリング調査 

 

⑵ 霊園の整備（[ ]内は下表での略号） 
 霊園の整備は、既存の霊園区域の中における新

規施設の整備、施設の改修などを実施している。 

① 緑豊かな霊園の整備[緑] 
② 区外霊園の整備 [霊] 
  23 区外にある郊外型霊園における既存施設

の改修のための整備を行うものである。 

③ 無縁墳墓処理 [無] 
 

霊園別整備概要（上段：30年度実績、下段：元年度計画） 

霊園名 年度 主な整備内容等 

多磨霊園 

30 霊：施設改修、区内案内板改修 

無：無縁墳墓処理 

元 緑：集合墓地基本・実施設計、埋蔵作業施設新築実施設計 

霊：施設改良実施設計・工事、未舗装園路改修実施設計 

無：無縁墳墓処理 

小平霊園 

30 霊：排水施設及び園路改修、給水設備改修 

無：無縁墳墓処理 

元 霊：排水施設及び園路整備実施設計、工事、給水設備改修実施設計、工事、区

内案内板改修工事、案内板改修実施設計 

無：無縁墳墓処理 

八王子霊園 

30 霊：区画内排水施設改修、排水施設改修、園路改修、カロート改修、返還跡地

整備 

無：無縁墳墓処理 

元 緑：管理所改築基本設計 

霊：区画内排水施設改修、排水施設改修、園路改修、カロート改修 

無：無縁墳墓処理 
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⑶ 都民との協働による整備 
 ① 22世紀の都市の森づくり 

 22世紀に向け 100年かけて「森」を創ろう

とする事業で、東京都が公園の基盤整備を行

い、都民が植栽から管理までを行う都民協働

事業のため、平成 12年度にボランティア組織

を発足した。 

 平成 22年度からは、神代植物公園が指定管

理者による管理になったため、本事業も指定

管理者が窓口となって協働事業を行っている。 

 

１．会の名称 22世紀の森づくり・神代 

２．場  所 調布市深大寺元町五丁目地内 

      （神代植物公園有料区域予定地

内） 

３．広  さ 10,000㎡（1 ha） 

４．管  理 植栽、草刈、ラベル取付、実

生苗調査等をボランティアが

実施 

 

 ② プレ・パーク事業（未開園地活用事業） 
 未開園の公園事業用地を公園事業にふさわ

しく有効活用するために都民協働によるプ

レ・パーク事業を実施している。 

 

○観音寺森緑地 

１．所在地 武蔵村山市中央３丁目地内ほか 

     （都市計画観音寺森緑地） 

２．対象面積 ７ha 

３． 組  織 地域団体、大自然塾講座修了

者、緑のボランティア養成講

座修了者（環境局）のほか応

募者等で構成 

４．活動内容 平成 16年 10月に発足し、里

山景観の再生と保全を目的に、

樹林地の手入れや下草刈り等

の作業を主として活動してい

る。 

        平成 30年度活動実績 19回 

        延べ 108人 

 ③ 借地公園事業 
   平成 18年６月策定の「都立公園における民

有地の借地公園事業実施要綱」に基づき、開

発圧力の高い丘陵地等の都市計画公園・緑地

内の民有地を土地所有者の協力の下、無償で

借地して、都市公園を早期に整備・開園し、

都民のレクリエーションの拡大や豊かな自然

環境の保全と活用を図っている。 

 

  借地公園現況（令和元年 6月 1日現在、「要綱

（前出）」を適用したもののみ） 

公園名 借地公園面積 契約相手 

滝山公園 5.52ha ４名 

小山田緑地 0.27ha ４名 

計 5.79ha ８名 
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⑶ 都民との協働による整備 
 ① 22世紀の都市の森づくり 

 22世紀に向け 100年かけて「森」を創ろう

とする事業で、東京都が公園の基盤整備を行

い、都民が植栽から管理までを行う都民協働

事業のため、平成 12年度にボランティア組織

を発足した。 

 平成 22年度からは、神代植物公園が指定管

理者による管理になったため、本事業も指定

管理者が窓口となって協働事業を行っている。 

 

１．会の名称 22世紀の森づくり・神代 

２．場  所 調布市深大寺元町五丁目地内 

      （神代植物公園有料区域予定地

内） 

３．広  さ 10,000㎡（1 ha） 

４．管  理 植栽、草刈、ラベル取付、実

生苗調査等をボランティアが

実施 

 

 ② プレ・パーク事業（未開園地活用事業） 
 未開園の公園事業用地を公園事業にふさわ

しく有効活用するために都民協働によるプ

レ・パーク事業を実施している。 

 

○観音寺森緑地 

１．所在地 武蔵村山市中央３丁目地内ほか 

     （都市計画観音寺森緑地） 

２．対象面積 ７ha 

３． 組  織 地域団体、大自然塾講座修了

者、緑のボランティア養成講

座修了者（環境局）のほか応

募者等で構成 

４．活動内容 平成 16年 10月に発足し、里

山景観の再生と保全を目的に、

樹林地の手入れや下草刈り等

の作業を主として活動してい

る。 

        平成 30年度活動実績 19回 

        延べ 108人 

 ③ 借地公園事業 
   平成 18年６月策定の「都立公園における民

有地の借地公園事業実施要綱」に基づき、開

発圧力の高い丘陵地等の都市計画公園・緑地

内の民有地を土地所有者の協力の下、無償で

借地して、都市公園を早期に整備・開園し、

都民のレクリエーションの拡大や豊かな自然

環境の保全と活用を図っている。 

 

  借地公園現況（令和元年 6月 1日現在、「要綱

（前出）」を適用したもののみ） 

公園名 借地公園面積 契約相手 

滝山公園 5.52ha ４名 

小山田緑地 0.27ha ４名 

計 5.79ha ８名 

 

  

４．公園管理事業 
 

４－１ 公園管理のあらまし 
 

 当所では多摩地区の都立公園、都立庭園、都立

霊園の管理を行っている。開放公園は井の頭恩賜

公園ほか 29公園、有料公園は神代植物公園および

殿ヶ谷戸庭園である。霊園は多磨・小平・八王子

の３霊園である。 

 直轄管理をしている井の頭恩賜公園を除く当所

所管の公園等施設の管理は、現在、（公財）東京都

公園協会、西武・狭山丘陵パートナーズ、西武・

武蔵野パートナーズ、西武・多摩部の公園パート

ナーズの指定管理者が管理運営を行っている。 

 

⑴ 運営管理 
 運営管理には都市公園法や東京都立公園条例に

規定する占用許可（常時・一時）、設置許可、管理

許可等の許認可事務の他、有料施設の貸し出し業

務や使用承認や占用料、使用料の徴収事務などが

ある。また、公園の適正利用推進や利用案内を含

む接遇、公園利用等に対する苦情・要望処理など

も大きな業務の一部である。多くの公園・庭園・

霊園が指定管理者の管理となった現在でも、写真

撮影などの一部の占用受付を除き許認可事務は従

来どおり、西部公園緑地事務所の事務として残っ

ており、また、様々な苦情・要望等についても指

定管理者との連携による解決は不可欠である。そ

の意味で依然、多摩地区の公園・庭園・霊園の本

来公園管理者としての西部公園緑地事務所の果た

す役割は大きなものがあると言える。 

 

⑵ 維持管理 
 当所における維持管理業務として、都市公園の

各施設の管理委託、維持補修、植物の維持等があ

る。 

 通常、公園は整備工事が完成した後、工事主管

課から管理主管課に園地、施設等の引き継ぎがな

される。そして利用者が安全で快適な利用ができ

ることを目的に維持管理が開始される。 

 野山北・六道山公園、桜ヶ丘公園などの丘陵地

公園は、当所が管理している公園面積の半分以上

を占め、丘陵地の雑木林は昔、里山のくらしに利

用され、その管理も定期的に行われていた。公園

となった広大な雑木林の里山を守り育てるため、

計画的な伐採・更新・林床管理を公園管理者によ

る管理やボランティアとの協働などにより行って

いる。 

 また、用地取得済で未整備の事業用地は、荒廃

した植生箇所が多く、これら未開園地周辺住民と

の関係を良好に保つため、事業用地を適正に管理

することが重要となっている。 

 

  ・平成 30年度維持管理事業科目別決算一覧表               （単位：千円） 

科  目 
委 託 料 工事請負費 計 

金   額 金   額 金   額 

公園管理費 182,803 85,092 267,895 

 

 

① 平成30年度の維持管理実績 
 平成 30 年度においては井の頭恩賜公園で緑地

保護管理、テニスコート等スポーツ施設の管理、

園地清掃、草刈りなどをはじめ遊具・看板・ベン

チ・便所等の補修改善、柵・遊具の改修、園路補

修及び電気・上下水道等設備関係の維持修繕を行

った。またこれと相まって直営作業により支障枝

剪定、園路補修、排水管清掃、看板や道標の製作

設置など機動性のある緊急の対応を行い利用者サ

ービスに努めた。また、台風２４号による倒木被

害等の復旧に努めた。

－ 35－



  ・令和元年度維持管理事業科目別予算（計画）一覧表           （単位：千円） 

科  目 
委 託 料 工事請負費 計 

金   額 金   額 金   額 

公園管理費 251,233 73,658 324,891 

 

 

② 令和元年度の維持管理執行計画 
 維持管理費も大幅な削減が行われて久しい。限

られた予算の中で、計画的かつ効率的に事業を執

行するため、草刈り清掃等の定型的業務について、

作業内容・回数・場所の見直しなどを行っている。 

 令和元年度は、さらに樹木剪定等に際し、緊急

対応や日常的な維持作業を行う直営作業と、委

託・請負作業との役割分担を明確にするなど、計

画的、集約的な取り組みを行っている。 

 

⑶ 事業用地管理事業  
 事業用地として取得された事業用財産や先行取

得用地は、公園整備を実施するまでの間、未開園

地として適正・良好に管理する必要がある。その

面積は令和元年 6月現在約 86haとなっている。 

 公有財産としての土地・工作物等の管理（公有

財産台帳による）の他、維持管理、不法投棄等へ

の対応等の事業がある。 

 また、都民協働の一環としてプレ・パーク事業

（未開園地活用事業）を実施している。 

 

⑷ 指定管理者の指導監督 
 当所では、業務の水準及び指定管理者の果たす

べき役割などを明確に示すとともに、日常の管理

について、日々、指導を行っている。また、毎月

の履行確認を通じて事業計画の進行管理を図りな

がら、適正な管理運営が行えるよう指導監督を行

っている。 

 さらに「指定管理者管理運営状況評価」を毎年

実施し、事業報告の精査、ヒアリング、現地調査

を踏まえて総合的な評価を正しく行い、指定管理

者に通知するとともに広く公開することで、指定

管理者のサービス改善に向けた意欲を高め、一層

の適正管理を促しているところである。 

特に平成 27 年度から指定管理経費に予算化さ

れた「公園樹木の戦略的メンテナンス」について

は、「実行プラン(前出)」にも明記されているため、

進行管理を徹底している。 

 

⑸ 直営公園の管理 
 当所の直営直轄の井の頭恩賜公園については、

直営直轄の特色を生かした取組を実施している。

また、指定管理者の模範となるべく、管理水準と

地域連携の一層の向上を目指している。 

 警察・消防当局をはじめ、地元町会・自治会等

との連携による「井の頭お花見ルール」の徹底な

どがその一例である。 

 井の頭恩賜公園の桜花期における宴会客の深夜

に及ぶ大騒ぎ、大暴れの状況がマスコミ等にセン

セーショナルに取り上げられた時期があった。当

所では、平成 17年 3月に「宴会は夜 10時まで、

火気厳禁」のお花見ルールの徹底を図るべく、前

述した警察・消防等との連携を図り、所挙げての

態勢を組み、その対応にあたってきた。 

 その結果、緊急車両、犯罪や暴力・騒乱による 

出動は皆無となり、宴会終了時刻についても「夜

10時まで」が周知されており、取組の効果が確実

に表れている。宴会終了後も警備委託や必要な場

合、職員による対応を行っており、翌朝まで静寂

な公園を保つ努力を欠かしてはいない。近隣住民

からは、徹底した桜花期対応について「感謝」の

言葉をいただくまでになっている。 

 行政と関係機関との信頼関係と協力体制の構築

はまさに直営公園ならではの取組であり、職員の

士気も向上している。 

 また、井の頭恩賜公園は平成 29 年に開園 100
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  ・令和元年度維持管理事業科目別予算（計画）一覧表           （単位：千円） 

科  目 
委 託 料 工事請負費 計 

金   額 金   額 金   額 

公園管理費 251,233 73,658 324,891 

 

 

② 令和元年度の維持管理執行計画 
 維持管理費も大幅な削減が行われて久しい。限

られた予算の中で、計画的かつ効率的に事業を執

行するため、草刈り清掃等の定型的業務について、

作業内容・回数・場所の見直しなどを行っている。 

 令和元年度は、さらに樹木剪定等に際し、緊急

対応や日常的な維持作業を行う直営作業と、委

託・請負作業との役割分担を明確にするなど、計

画的、集約的な取り組みを行っている。 

 

⑶ 事業用地管理事業  
 事業用地として取得された事業用財産や先行取

得用地は、公園整備を実施するまでの間、未開園

地として適正・良好に管理する必要がある。その

面積は令和元年 6月現在約 86haとなっている。 

 公有財産としての土地・工作物等の管理（公有

財産台帳による）の他、維持管理、不法投棄等へ

の対応等の事業がある。 

 また、都民協働の一環としてプレ・パーク事業

（未開園地活用事業）を実施している。 

 

⑷ 指定管理者の指導監督 
 当所では、業務の水準及び指定管理者の果たす

べき役割などを明確に示すとともに、日常の管理

について、日々、指導を行っている。また、毎月

の履行確認を通じて事業計画の進行管理を図りな

がら、適正な管理運営が行えるよう指導監督を行

っている。 

 さらに「指定管理者管理運営状況評価」を毎年

実施し、事業報告の精査、ヒアリング、現地調査

を踏まえて総合的な評価を正しく行い、指定管理

者に通知するとともに広く公開することで、指定

管理者のサービス改善に向けた意欲を高め、一層

の適正管理を促しているところである。 

特に平成 27 年度から指定管理経費に予算化さ

れた「公園樹木の戦略的メンテナンス」について

は、「実行プラン(前出)」にも明記されているため、

進行管理を徹底している。 

 

⑸ 直営公園の管理 
 当所の直営直轄の井の頭恩賜公園については、

直営直轄の特色を生かした取組を実施している。

また、指定管理者の模範となるべく、管理水準と

地域連携の一層の向上を目指している。 

 警察・消防当局をはじめ、地元町会・自治会等

との連携による「井の頭お花見ルール」の徹底な

どがその一例である。 

 井の頭恩賜公園の桜花期における宴会客の深夜

に及ぶ大騒ぎ、大暴れの状況がマスコミ等にセン

セーショナルに取り上げられた時期があった。当

所では、平成 17年 3月に「宴会は夜 10時まで、

火気厳禁」のお花見ルールの徹底を図るべく、前

述した警察・消防等との連携を図り、所挙げての

態勢を組み、その対応にあたってきた。 

 その結果、緊急車両、犯罪や暴力・騒乱による 

出動は皆無となり、宴会終了時刻についても「夜

10時まで」が周知されており、取組の効果が確実

に表れている。宴会終了後も警備委託や必要な場

合、職員による対応を行っており、翌朝まで静寂

な公園を保つ努力を欠かしてはいない。近隣住民

からは、徹底した桜花期対応について「感謝」の

言葉をいただくまでになっている。 

 行政と関係機関との信頼関係と協力体制の構築

はまさに直営公園ならではの取組であり、職員の

士気も向上している。 

 また、井の頭恩賜公園は平成 29 年に開園 100

周年を迎えることから、地元自治体や商工団体等

と連携し、「井の頭恩賜公園 100年実行委員会」を

立ち上げ、井の頭池の水質浄化等を担う「水と緑

部会」及び井の頭恩賜公園から発信して文化を創

造する「賑わい部会」、100周年イベントを演出す

る「100祭部会」により、平成 29年の 100年記念

事業に向けて様々な事業に取り組んできた。 

 「賑わい部会」では、手作りアートやパフォー

マンスが楽しめる「井の頭公園アートマーケッツ」

や園内の豊かな自然とふれあう「ネイチャー☆プ

ログラム」、仮設テント等で公演を行う「野外劇フ

ェスタ」など、多彩な事業を実施しているほか、

毎年 10月には「井の頭 100祭」を実施して、利用

者に賑わいを提供している。 

 平成30年度末に井の頭恩賜公園100年実行委員

会は解散したが、「水と緑部会」「賑わい部会」の

事業を継承するため、新たな地域連携の「井の頭

恩賜公園未来へつなごう委員会」を立ち上げてい

る。 

 その他、井の頭恩賜公園では、夏季における警

察、地元町会等と連携した「夜間パトロール」の

実施や地元市と連携した「放置自転車対策」、犬の

飼い主のマナー啓発などに取り組み、井の頭恩賜

公園のより一層の管理の充実を図っている。 
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Ⅲ 所管施設等の概要 
 

１．都市公園 
 

１－１ あらまし 
 

 都市公園とは、地方公共団体が設置する公園

や緑地（都市計画施設である公園・緑地を含む）

及び一つの都府県の区域を超えるような広域

にまたがる、又は国家的な記念事業として国が

設置する公園や緑地である。 

 都市公園は、都市住民の休養・散策・運動な

どのレクリエーション活動の場となっている。

また、都市に緑と水を導入し、良好な都市景観

の形成に寄与するとともに、多様な生きものの

生息空間を提供している。さらに、都市住民の

身近な自然とのふれあいの場や子供たちの環

境教育の場としても使われることが多くなっ

ている。一方、震災などの災害時には避難場所

となり、また近年特に重視されているように、

救出・救助活動拠点として使われることが期待

されている。 

 このように、都市公園は緑のスペースとして

都市になくてはならないものである。 

 都市公園の規模や内容は、都市の形態によっ

て、また地域の立地・社会条件によって種々さ

まざまであるが、都においては比較的規模が大

きく、又は特殊な性格を有するものを、都立公

園として設置・管理している。 

 都の公園の始まりは、明治６年の太政官布達

（現在の上野恩賜公園ほか４公園）にさかのぼ

る。その後、市街地の発展整備につれその数を

増し、戦争等の幾多の変遷の中で消長を繰り返

してきたが、その設置・管理は市（都）条例に

よって行われてきた。 

 昭和 32 年、公園にとってはまさに画期的と

いうべき都市公園法が制定され、その設置・管

理は法によって統一的に規定される今のよう

な制度となったのである。 

 当所の所管する都市公園は、武蔵野の面影を

残した風致にすぐれたものが多いことが特色

である。 

 都立の都市公園には、無料で利用時間に制限

がない公園（開放公園）と、有料公園とがある。 

開放公園のうち、基幹的公園を除いた公園の維

持管理業務は、昭和 63年 10月１日、庭園につ

いては、平成９年４月１日から、（財）東京都

公園協会（平成 22年４月からは公益財団法人）

へ管理委託していたが、平成 16 年７月１日開

園の小山内裏公園については、同日から指定管

理者制度を導入し、その他は井の頭恩賜公園及

び神代植物公園を除き、平成 18 年４月１日、

管理委託から同制度へ切り替えた。平成 22 年

４月には、神代植物公園も同制度に切り替えた。

（根拠法規：地方自治法、東京都立公園条例）。 

 なお、当所で所管している都市公園は、令和

元年 6月 1日現在、開放公園 30、有料公園２の

合計 32公園で、面積は 9,430,964.54㎡である。 

 

１－２ 開放公園（開園順） 
 

 利用時間に制限のない開放公園の概要は、次

のとおりである。 
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Ⅲ 所管施設等の概要 
 

１．都市公園 
 

１－１ あらまし 
 

 都市公園とは、地方公共団体が設置する公園

や緑地（都市計画施設である公園・緑地を含む）

及び一つの都府県の区域を超えるような広域

にまたがる、又は国家的な記念事業として国が

設置する公園や緑地である。 

 都市公園は、都市住民の休養・散策・運動な

どのレクリエーション活動の場となっている。

また、都市に緑と水を導入し、良好な都市景観

の形成に寄与するとともに、多様な生きものの

生息空間を提供している。さらに、都市住民の

身近な自然とのふれあいの場や子供たちの環

境教育の場としても使われることが多くなっ

ている。一方、震災などの災害時には避難場所

となり、また近年特に重視されているように、

救出・救助活動拠点として使われることが期待

されている。 

 このように、都市公園は緑のスペースとして

都市になくてはならないものである。 

 都市公園の規模や内容は、都市の形態によっ

て、また地域の立地・社会条件によって種々さ

まざまであるが、都においては比較的規模が大

きく、又は特殊な性格を有するものを、都立公

園として設置・管理している。 

 都の公園の始まりは、明治６年の太政官布達

（現在の上野恩賜公園ほか４公園）にさかのぼ

る。その後、市街地の発展整備につれその数を

増し、戦争等の幾多の変遷の中で消長を繰り返

してきたが、その設置・管理は市（都）条例に

よって行われてきた。 

 昭和 32 年、公園にとってはまさに画期的と

いうべき都市公園法が制定され、その設置・管

理は法によって統一的に規定される今のよう

な制度となったのである。 

 当所の所管する都市公園は、武蔵野の面影を

残した風致にすぐれたものが多いことが特色

である。 

 都立の都市公園には、無料で利用時間に制限

がない公園（開放公園）と、有料公園とがある。 

開放公園のうち、基幹的公園を除いた公園の維

持管理業務は、昭和 63年 10月１日、庭園につ

いては、平成９年４月１日から、（財）東京都

公園協会（平成 22年４月からは公益財団法人）

へ管理委託していたが、平成 16 年７月１日開

園の小山内裏公園については、同日から指定管

理者制度を導入し、その他は井の頭恩賜公園及

び神代植物公園を除き、平成 18 年４月１日、

管理委託から同制度へ切り替えた。平成 22 年

４月には、神代植物公園も同制度に切り替えた。

（根拠法規：地方自治法、東京都立公園条例）。 

 なお、当所で所管している都市公園は、令和

元年 6月 1日現在、開放公園 30、有料公園２の

合計 32公園で、面積は 9,430,964.54㎡である。 

 

１－２ 開放公園（開園順） 
 

 利用時間に制限のない開放公園の概要は、次

のとおりである。 

 

 

  

令和元年 6月 1日現在 

公園の名称等 沿革とその特徴 

井 の 頭 恩 賜 公 園 

１．開 園  Ｔ６．５．１ 

２．面 積  428,389.99㎡ 

３．位 置  武蔵野市御殿山、吉祥寺南町 

       三鷹市井の頭、下連雀、牟礼 

４．交 通  JR中央線・京王井の頭線吉祥 

寺駅下車徒歩５分 

       京王井の頭線井の頭公園駅下車 

徒歩１分 

５．有料施設 

（1） 競技場（400ｍトラック） 

（2） テニスコート ８面 

（3） 野球場 １面 

（4） 野外ステージ 

（5） ボート場 

（6） 自然文化園 

（7） 駐車場（第一、第二） 

 明治初年以来、皇室料地であった土地を、大正

２年東京市に郊外公園敷地として218,986㎡が下

賜された。東京市は、この敷地を中核として、さ

らに公園用地を拡大し、大正６年に開園した。 

 本園は、桜の名所として名高い井の頭池の周囲

と、御殿山を始め、これに連なる自然林が囲んで

いる地形的変化に富んだ公園であり、戦時中の乱

伐のため、池畔の特異な杉の森林景観が失われて

しまったが、それでも武蔵野の面影を随所に残し

ている。本園には、野外ステージ、ボート場等の

ほか、動植物園・水生物館・彫刻館等を配置した

井の頭自然文化園（東部公園緑地事務所の所管）

がある。西園にはテニスコート・競技場・野球場

のほか三鷹市立アニメーション美術館（三鷹の森

ジブリ美術館）がある。 

 平成29年5月1日に開園100周年を迎え、同1日か

ら7日まで開園記念式典をはじめとした「井の頭恩

賜公園100歳記念ウィーク」を開催した。 

狭 山 公 園 

１．開 園  Ｓ12．４．29 

２．面 積  234,915.33㎡ 

３．位 置  東村山市多摩湖町二、三丁目及 

び東大和市多摩湖四丁目 

４．交 通  西武多摩湖線西武遊園地駅下車 

徒歩３分 

 東村山市、東大和市にまたがる村山貯水池（多

摩湖）に隣接し、豊かな樹林に、開放感のある広

場や池を擁した丘陵地公園である。桜や紅葉、雄

大な多摩湖の景観が楽しめることから、長く東京

近郊の景勝地として親しまれてきた。鉄道でのア

クセスもよく狭山・境緑道、多摩湖自転車道の基

点でもあり、自転車での利用もお勧めとなっている。 

小 金 井 公 園 

１．開 園  Ｓ29．１．14 

２．開園面積 802,341.05㎡ 

３．位 置  小金井市桜町三丁目、関野町 

       一、二丁目 

       小平市花小金井南町三丁目 

       西東京市向台六丁目 

       武蔵野市桜堤三丁目 

４．交 通  JR中央線武蔵小金井駅から、 

西武バス「小金井公園西口」 

       関東バス「江戸たてもの園前・ 

       スポーツセンター前」 

５．有料施設 

（1） テニスコート 16面 

（2） 野球場 １面 

（3） 弓道場 和・洋弓両用 

（4） 駐車場（第一、第二、第三） 

 昭和15年に「紀元2,600年記念事業」として計画

された大緑地が前身である。昭和29年の開園当初

は約8.6haであったが、その後、十数回にわたる追

加開園により約80haとなり、都立公園最大級の規

模を誇っている。現在も用地買収を継続しており、

公園区域は小金井、武蔵野、小平、西東京の四市

にまたがっている。園内には、広々とした草地と

これをとりまく雑木林やバードサンクチュアリー

があり、小金井桜の伝統を受け継ぐ「桜の園」も

ある。武蔵野の自然に恵まれた園内には、テニス

コート、野球場、弓道場、ＳＬ展示場、バーベキ

ュー広場が設置されている。また遊具が沢山ある

「わんぱく広場」、サイクリングコースが設けら

れ、「ソリゲレンデ」、「ふわふわドーム」とともに

子供たちの人気を集めている。 

 この恵まれた環境のため、従来から幼稚園や小

学校の遠足の適地として知られてきたが、近年の

－ 39－



公園の名称等 沿革とその特徴 

 自然環境に親しもうとする機運の高揚にともな

い、野外での憩いを求める家族連れやグループの

行楽地としても益々人気を博すようになってきて

いる。平成17年６月には「ドッグラン」を開設し

て新しいニーズに応えている。 

 また、公園の一画には、「江戸東京たてもの園（生

活文化局所管）」があり、現地保存が不可能な文化

的価値の高い歴史的建造物を移築し、復元、保存、

展示している。 

 本公園は、発災時には自衛隊などの災害救助部

隊が活動を行う、大規模救出救助活動拠点に指定

されている。 

武 蔵 野 公 園 

１．開 園  Ｓ39．８．１ 

２．面 積  255,864.29㎡ 

３．位 置  小金井市前原町二丁目、東町五 

丁目、府中市多磨町二丁目 

４．交 通  JR中央線武蔵小金井駅からバス 

５．有料施設 

（1） 野球場２面（競技場兼用） 

（2） 駐車場 

 野川に沿い、原や林のある武蔵野の野趣に富ん

だところで、公園としての一般の利用に供しなが

ら一方では苗圃としての苗木の育成を行うとい

う、いわば生産公園的性格を持っている。 

 有料施設の野球場は、大人用と子供用各１面が

設置されているが、２面合せて競技場としても使

用できる。 

 無料施設としてバーベキュー広場がある。 

 

陵 南 公 園 

１．開 園  Ｓ43．４．１ 

２．面 積  59,533.66㎡ 

３．位 置  八王子市長房町、東浅川町 

４．交 通  JR中央線・京王高尾線高尾駅 

下車徒歩20分またはバス 

５．有料施設 軟式野球場２面（競技場兼用） 

 

 東京オリンピックの自転車競技場跡で、その名

の示すとおり多摩御陵に南接し、浅川に沿ったと

ころにある。 

 多摩御陵のけやき並木を背景に、緑の多い公園

で、運動施設として野球場２面及び八王子市に設

置許可をしたプールがある。 

 野球場は、２面合わせて競技場としても使用で

きる。 

浅 間 山 公 園 

１．開 園  Ｓ45．６．１ 

２．面 積  87,694.48㎡ 

３．位 置  府中市浅間町四丁目及び若松町 

五丁目 

４．交 通  JR中央線武蔵小金井駅からバス 

       西武多摩川線多磨駅下車徒歩 

       15分 

 

 この土地は、東部に浅間神社、東北部に水手洗

神社、南西部に豪族人見四郎の墓所があり、この

ためにか明治以前から薪炭林をかねた自然林があ

った。 

 戦時中陸軍に接収され火薬庫の代用として使わ

れていたが、戦後地元が払下げを受け、民間住宅

会社による宅地化が計画されたのを契機に、住民

要望もあって、都が昭和40年度に買収した。 

 本園は平地に隆起する浅間山の大部分をそのま

ま公園とし、ここに残された武蔵野の自然、特に

現在では失われつつある雑木林を主体にした公園

である。園内の一部には児童遊園が設けられてい

る。この公園一帯は、ムサシノキスゲの群生地と

して知られている。 
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公園の名称等 沿革とその特徴 

 自然環境に親しもうとする機運の高揚にともな

い、野外での憩いを求める家族連れやグループの

行楽地としても益々人気を博すようになってきて

いる。平成17年６月には「ドッグラン」を開設し

て新しいニーズに応えている。 

 また、公園の一画には、「江戸東京たてもの園（生

活文化局所管）」があり、現地保存が不可能な文化

的価値の高い歴史的建造物を移築し、復元、保存、

展示している。 

 本公園は、発災時には自衛隊などの災害救助部

隊が活動を行う、大規模救出救助活動拠点に指定

されている。 

武 蔵 野 公 園 

１．開 園  Ｓ39．８．１ 

２．面 積  255,864.29㎡ 

３．位 置  小金井市前原町二丁目、東町五 

丁目、府中市多磨町二丁目 

４．交 通  JR中央線武蔵小金井駅からバス 

５．有料施設 

（1） 野球場２面（競技場兼用） 

（2） 駐車場 

 野川に沿い、原や林のある武蔵野の野趣に富ん

だところで、公園としての一般の利用に供しなが

ら一方では苗圃としての苗木の育成を行うとい

う、いわば生産公園的性格を持っている。 

 有料施設の野球場は、大人用と子供用各１面が

設置されているが、２面合せて競技場としても使

用できる。 

 無料施設としてバーベキュー広場がある。 

 

陵 南 公 園 

１．開 園  Ｓ43．４．１ 

２．面 積  59,533.66㎡ 

３．位 置  八王子市長房町、東浅川町 

４．交 通  JR中央線・京王高尾線高尾駅 

下車徒歩20分またはバス 

５．有料施設 軟式野球場２面（競技場兼用） 

 

 東京オリンピックの自転車競技場跡で、その名

の示すとおり多摩御陵に南接し、浅川に沿ったと

ころにある。 

 多摩御陵のけやき並木を背景に、緑の多い公園

で、運動施設として野球場２面及び八王子市に設

置許可をしたプールがある。 

 野球場は、２面合わせて競技場としても使用で

きる。 

浅 間 山 公 園 

１．開 園  Ｓ45．６．１ 

２．面 積  87,694.48㎡ 

３．位 置  府中市浅間町四丁目及び若松町 

五丁目 

４．交 通  JR中央線武蔵小金井駅からバス 

       西武多摩川線多磨駅下車徒歩 

       15分 

 

 この土地は、東部に浅間神社、東北部に水手洗

神社、南西部に豪族人見四郎の墓所があり、この

ためにか明治以前から薪炭林をかねた自然林があ

った。 

 戦時中陸軍に接収され火薬庫の代用として使わ

れていたが、戦後地元が払下げを受け、民間住宅

会社による宅地化が計画されたのを契機に、住民

要望もあって、都が昭和40年度に買収した。 

 本園は平地に隆起する浅間山の大部分をそのま

ま公園とし、ここに残された武蔵野の自然、特に

現在では失われつつある雑木林を主体にした公園

である。園内の一部には児童遊園が設けられてい

る。この公園一帯は、ムサシノキスゲの群生地と

して知られている。 

公園の名称等 沿革とその特徴 

東 大 和 公 園 

１．開 園  Ｓ54．６．１ 

２．面 積  184,503.06㎡ 

３．位 置  東大和市湖畔三丁目、高木一丁 

目、狭山三丁目 

４．交 通  西武多摩湖線武蔵大和駅下車 

       徒歩15分 

 村山貯水池（多摩湖）周辺の緑につながった雑

木林を主体とする自然林をそのまま生かした丘陵

地公園である。 

 公園の周囲は開発が進み、宅地化されているが、

公園の散策路は、都会から遠くはなれた自然公園を

思わせる程の静けさであり、散歩、自然観察、ピ

クニック等恰好のレクリエーションの場所である。 

狭 山 ・ 境 緑 道 

１．開 園  Ｓ54．６．１ 

２．面 積  84,196.07㎡ 

３．位 置  西東京、小平、東村山、東大和 

の４市内 

４．交 通  西武新宿線花小金井駅、小平駅、 

萩山駅、八坂駅または武蔵大和 

駅下車 

 狭山公園から境浄水場までの延長10.5㎞（通称

水道道路）を水道局から建設局が借用し、幅員８

ｍのうち中央部分４ｍを道路法にもとづく自転車

歩行者専用道（北北建・北南建が管理）、その両側

を都市公園法にもとづく公園（緑道）として整備

し、その一部は幅員約２ｍの遊歩道となっている。 

 昭和60年度に全線の整備が完了、平成29年度に

は、再整備も終了した。 

平 山 城 址 公 園 

１．開 園  Ｓ55．６．１ 

２．面 積  120,013.58㎡ 

３．位 置  八王子市堀之内 

４．交 通  京王線平山城址公園駅下車徒歩 

20分 

 多摩丘陵自然公園内にあり、住宅地、学校、研

修所等がある丘陵雑木林で、尾根が野猿峠ハイキ

ングコースとなっており、斜面の雑木と、以前城

址公園として一般の利用に供していたところを丘

陵地公園として開園したものである。また、桜の

名所にもなっている。 

長 沼 公 園 

１．開 園  Ｓ55．６．１ 

２．面 積  362,470.35㎡ 

３．位 置  八王子市長沼町、下柚木、堀之 

内 

４．交 通  京王線長沼駅下車徒歩５分 

 多摩丘陵自然公園内にあり、郊外住宅地として

造成された丘陵の雑木林で、尾根が野猿峠ハイキ

ングコースとなっている。北斜面を利用した丘陵

地公園である。 

 野猿の尾根道にある展望園地からは、奥多摩の

山々や浅川の流れる八王子市街、中央線や京王線

が模型電車のように走っていく光景を見ることが

できる。 

野 川 公 園 

１．開 園  Ｓ55．６．１ 

２．面 積  403,181.67㎡ 

３．位 置  調布市野水一丁目、野水二丁目、 

小金井市東一丁目、三鷹市大沢 

       二丁目、大沢三丁目、大沢六丁目 

４．交 通  J R 中央線三鷹駅・武蔵小金井 

       駅または京王線調布駅からバス 

       西武多摩川線新小金井駅または 

多磨駅下車徒歩15分 

５．有料施設 

（1） テニスコート ８面 

（2） 駐車場 

 国際基督教大学ゴルフ場跡で、調布、小金井、

三鷹の３市にまたがり、都道246号線（東八道路）

を中心に南北に分かれ、現況の地形、湧水、植生

等の自然景観を生かし、野川沿い「大緑地構想」

の一環としての公園である。 

 園内には、有料施設として、テニスコート、駐

車場を設置のほか、木製遊具、バーベキュー広場、

デイキャンプ場を整備し、一般に開放している。 

 昭和63年６月12日、自然観察園を開園した。こ

れは武蔵野の自然を保護するとともに、ホタルを

よみがえらせ、園内に生息する動、植物の生態に

じかに触れ、その実態を学ぶために設置された施

設である。 
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公園の名称等 沿革とその特徴 

玉 川 上 水 緑 道 

１．開 園  Ｓ56．６．１ 

２．面 積  139,938.68㎡ 

３．位 置  三鷹、武蔵野、小平、立川、昭島、

福生の７市及び杉並区 

４．交 通  JR中央線三鷹駅 

        〃 吉祥寺駅 

       西武国分寺線鷹の台駅 

       西武拝島線玉川上水駅 

       多摩都市モノレール線玉川上水 

駅ほか 

 玉川上水緑道計画（羽村取水口から三鷹市牟礼

橋まで延長29.0㎞）の一環として、杉並区（浅間

橋）から福生市熊川（平和橋）のうち延長約23.8

㎞を水道局から借用し、現況の地形、植物等自然

景観を生かして緑濃い遊歩道として整備し、開園

した。 

 平成26年に都市計画区域が変更された杉並区久

我山において、現在、園地の整備を進めている。 

桜 ケ 丘 公 園 

１．開 園  Ｓ59．６．１ 

２．面 積  339,322.38㎡ 

３．位 置  多摩市連光寺及び聖ヶ丘二丁目 

４．交 通  京王線聖蹟桜ヶ丘駅からバス 

 多摩丘陵自然公園内にあり、雑木林を主体とす

る自然林をそのまま生かした丘陵地公園である。 

 園内には旧多摩聖蹟記念館（多摩市管理）があ

り、自然観察や散歩に好適である。 

 

東 大 和 南 公 園 

１．開 園  Ｓ61．６．１ 

２．面 積  98,719.71㎡ 

３．位 置  東大和市桜が丘二、三丁目 

４．交 通  西武拝島線玉川上水駅下車 

       多摩都市モノレール線玉川上水 

駅下車徒歩８分 

５．有料施設 

（1） 野球場（軟式） １面 

（2） テニスコート  ８面 

 大和基地跡地の一部と隣接する都有地とを併

せ、運動公園として計画決定されたもので、園内

には運動広場及び流水のほか、東大和市に設置許

可したプールや体育館もあり、運動施設の少ない

多摩北部地域におけるスポーツの拠点として利用

されている。 

 また、旧日立航空機立川工場の変電所施設が東

大和市管理の下に教養施設として設置されてい

る。 

 本公園は、発災時には自衛隊などの災害救助部

隊が活動を行う、大規模救出救助活動拠点に指定

されている。 

小 宮 公 園 

１．開 園  Ｓ61．６．１ 

２．面 積  251,719.27㎡ 

３．位 置  八王子市大谷町、暁町二丁目 

４．交 通  JR線八王子駅または京王線 

       京王八王子駅からバス 

 八王子市街地の東北に位置した丘陵地で、現存

する自然樹林がよく保全されており、豊富な湧水

もあって、野草や野鳥等の自然探索に最適な丘陵

地公園である。 

滝 山 公 園 

１．開 園  Ｓ61．６．１ 

２．面 積  320,951.64㎡ 

３．位 置  八王子市高月町 

４．交 通  JR線八王子駅または京王線 

       京王八王子駅からバス 

 都立滝山自然公園内にあり、滝山城址を中心と

した古くからのハイキングコースとして多くの都

民に利用されており、この丘陵地を都が買収して

開園したものである。今後、都史跡としての魅力

の向上に努めていく。 

東 村 山 中 央 公 園 

１．開 園  Ｓ63．６．１ 

２．面 積  121,098.87㎡ 

 東村山市の南西部にあって、東村山浄水場の南

側を走る西武多摩湖線に接するほぼ東西に細長く

平坦な土地は、元通産省工業技術院機械技術研究
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玉 川 上 水 緑 道 

１．開 園  Ｓ56．６．１ 

２．面 積  139,938.68㎡ 

３．位 置  三鷹、武蔵野、小平、立川、昭島、

福生の７市及び杉並区 

４．交 通  JR中央線三鷹駅 

        〃 吉祥寺駅 

       西武国分寺線鷹の台駅 

       西武拝島線玉川上水駅 

       多摩都市モノレール線玉川上水 

駅ほか 

 玉川上水緑道計画（羽村取水口から三鷹市牟礼

橋まで延長29.0㎞）の一環として、杉並区（浅間

橋）から福生市熊川（平和橋）のうち延長約23.8

㎞を水道局から借用し、現況の地形、植物等自然

景観を生かして緑濃い遊歩道として整備し、開園

した。 

 平成26年に都市計画区域が変更された杉並区久

我山において、現在、園地の整備を進めている。 

桜 ケ 丘 公 園 

１．開 園  Ｓ59．６．１ 

２．面 積  339,322.38㎡ 

３．位 置  多摩市連光寺及び聖ヶ丘二丁目 

４．交 通  京王線聖蹟桜ヶ丘駅からバス 

 多摩丘陵自然公園内にあり、雑木林を主体とす

る自然林をそのまま生かした丘陵地公園である。 

 園内には旧多摩聖蹟記念館（多摩市管理）があ

り、自然観察や散歩に好適である。 

 

東 大 和 南 公 園 

１．開 園  Ｓ61．６．１ 

２．面 積  98,719.71㎡ 

３．位 置  東大和市桜が丘二、三丁目 

４．交 通  西武拝島線玉川上水駅下車 

       多摩都市モノレール線玉川上水 

駅下車徒歩８分 

５．有料施設 

（1） 野球場（軟式） １面 

（2） テニスコート  ８面 

 大和基地跡地の一部と隣接する都有地とを併

せ、運動公園として計画決定されたもので、園内

には運動広場及び流水のほか、東大和市に設置許

可したプールや体育館もあり、運動施設の少ない

多摩北部地域におけるスポーツの拠点として利用

されている。 

 また、旧日立航空機立川工場の変電所施設が東

大和市管理の下に教養施設として設置されてい

る。 

 本公園は、発災時には自衛隊などの災害救助部

隊が活動を行う、大規模救出救助活動拠点に指定

されている。 

小 宮 公 園 

１．開 園  Ｓ61．６．１ 

２．面 積  251,719.27㎡ 

３．位 置  八王子市大谷町、暁町二丁目 

４．交 通  JR線八王子駅または京王線 

       京王八王子駅からバス 

 八王子市街地の東北に位置した丘陵地で、現存

する自然樹林がよく保全されており、豊富な湧水

もあって、野草や野鳥等の自然探索に最適な丘陵

地公園である。 

滝 山 公 園 

１．開 園  Ｓ61．６．１ 

２．面 積  320,951.64㎡ 

３．位 置  八王子市高月町 

４．交 通  JR線八王子駅または京王線 

       京王八王子駅からバス 

 都立滝山自然公園内にあり、滝山城址を中心と

した古くからのハイキングコースとして多くの都

民に利用されており、この丘陵地を都が買収して

開園したものである。今後、都史跡としての魅力

の向上に努めていく。 

東 村 山 中 央 公 園 

１．開 園  Ｓ63．６．１ 

２．面 積  121,098.87㎡ 

 東村山市の南西部にあって、東村山浄水場の南

側を走る西武多摩湖線に接するほぼ東西に細長く

平坦な土地は、元通産省工業技術院機械技術研究

公園の名称等 沿革とその特徴 

３．位 置  東村山市富士見町五丁目 

       東村山市美住町一丁目 

４．交 通  西武多摩湖線八坂駅下車徒歩 

       ５分 

       JR立川駅からバス 

所跡地の一部を買収して開園したものである。 

 周辺は市街化されているため、貴重な緑の空間

となっている。 

 本公園は、発災時には自衛隊などの災害救助部

隊が活動を行う、大規模救出救助活動拠点に指定

されている。 

秋 留 台 公 園 

１．開 園  Ｓ63．６．１ 

２．面 積  118,447.07㎡ 

３．位 置  あきる野市平沢、二宮 

４．交 通  JR五日市線秋川駅又は東秋留駅 

       下車徒歩15分 

５．有料施設 競技場（400mトラック） 

 東・西・南の三方に丘陵地が望まれ、周辺は農

地が多く残されている。本公園も元農地を買収し

たもので、開園までは、多摩動物公園の飼料用牧

草地となっていた。 

 競技場は全天候型のトラックで平成12年４月か

ら第三種公認陸上競技場の認定を受けシャワー室

及びコインロッカー（無料）も設置（平成９年６

月）され、地区の運動公園としても利用されている。 

 本公園は、発災時には自衛隊などの災害救助部

隊が活動を行う、大規模救出救助活動拠点に指定

されている。 

野山北・六道山公園 

１．開 園  Ｓ63．６．１ 

２．面 積  2,028,838.81㎡ 

３．位 置  武蔵村山市本町三丁目、五丁目、 

       六丁目、三ツ木五丁目、岸二丁 

       目、四丁目、五丁目、瑞穂町殿ヶ 

       谷、石畑、高根 

４．交 通  立川駅から立川バス箱根ヶ崎行き 

       多摩モノレール上北台駅からバ 

ス上北台ルート 

 都立狭山自然公園の西端に位置し、雑木林と谷

戸の組み合わせによって、豊かな自然が残された

都立公園の中で最大の広さを誇る里山公園であ

る。公園ボランティアをはじめ多くの人が里山の

風景づくりに取り組んでいる。自然観察をはじめ、

里山体験イベントに参加したり、四季折々のハイ

キングなど幅広い世代の方に利用されている。 

 平成12年6月、里山体験施設が開館。新しい里山

保全の方法や活かし方を学び、かつ訪れる方の憩

いの場となっている。 

武 蔵 野 中 央 公 園 

１．開 園  Ｈ元．６．１ 

２．面 積  112,440.33 ㎡ 

３．位 置  武蔵野市八幡町二丁目 

４．交 通  JR中央線三鷹駅からバス 

５．有料施設  

（1） テニスコート ４面 

（2） 駐車場 

 武蔵野市の北西部に位置し、北側には千川上水

南側には玉川上水が流れている。 

 武蔵野の広がり、おおらかな自然の豊かさの形

成を目標に、既存の原っぱを中心に造形された公

園で、テニスコート、ゲートボール場、バーベキ

ュー広場等を配し、多様な住民のニーズに対応で

きるよう配慮してある。 

 本公園は、発災時には自衛隊などの災害救助部

隊が活動を行う、大規模救出救助活動拠点に指定

されている。 

小 山 田 緑 地 

１．開 園  Ｈ２．６．１ 

２．面 積  444,364.04 ㎡ 

３．位 置  町田市下小山田町、上小山田町 

４．交 通  小田急線町田駅又は京王線多摩 

       センター駅からバス 

町田市西北部に位置し、多摩丘陵南部の多摩ニ

ュータウンに隣接しており、起伏豊かな台地上に

造成された緑地公園である。 

 園内には、小山田の道、石畳の道、竹林の道や

小山田の谷の池沿いにある木道等、様々な散策コ

ースがある。また、サッカーができる芝生広場、 
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５．有料施設 野球場（小） １面 

 

少年野球場やゲートボール場のある運動広場を配

し、スポーツ、レクリエーションの場としても利

用できる。 

八 国 山 緑 地 

１．開 園  Ｈ２．６．１ 

２．面 積  371,474.70㎡ 

３．位 置  東村山市諏訪町二丁目・三丁目、 

       野口町三・四丁目、多摩湖町四 

       丁目 

４．交 通  西武西武園線西武園駅下車徒歩 

５分 

 東京都と埼玉県の境に沿って、なだらかに広が

る狭山丘陵の東端に位置している。 

 八国山の由来は、山頂から上野、下野、常陸、

安房、相模、駿河、信濃、甲斐の八か国の山々が

眺望できたことから、その名が付けられたと言わ

れている。 

 コナラ、クヌギ等の雑木林や野草が繁茂し、野

鳥や昆虫等のサンクチュアリーとなっている。 

府 中 の 森 公 園 

１．開 園  Ｈ３．６．１ 

２．面 積  171,483.43㎡ 

３．位 置  府中市浅間町一丁目 

       緑町二丁目、天神町二丁目 

４．交 通  京王線東府中駅下車徒歩10分 

       JR中央線武蔵小金井駅からバス 

５．有料施設 

（1） 野球場（小）      １面 

（2） テニスコート      ８面 

（3） サッカー、ホッケー場  １面 

（4） 駐車場 

 府中市街の東北に位置しており、「みどりにつつ

まれたファミリースポーツ公園」として計画造成

された公園で、武蔵野の森、スポーツ、広場の三

つのゾーンに分けられている。また、災害時の避

難場所としての機能も確保した公園である。 

 公園内にはスポーツ施設のほかバーベキュー広

場、ゲートボール場、府中市が設置した美術館な

どがある。 

 平成24年度には出入り口及び花のプロムナード

の改修を行い、防災機能の向上を図るとともに少

年野球場の改修等を行った。 

 本公園は、発災時には自衛隊などの災害救助部

隊が活動を行う、大規模救出救助活動拠点に指定

されている。 

武 蔵 野 の 森 公 園 

１．開 園  Ｈ12．４．１ 

２．面 積  385,750.34㎡ 

３．位 置  府中市朝日町三丁目、調布市西町、

       三鷹市大沢五・六丁目 

４．交 通  〔北地区〕 

       西武多摩川線多磨駅下車徒歩５分 

       JR三鷹駅からバス 

       〔南地区〕 

       京王線西調布駅下車徒歩15分 

       JR三鷹駅または京王線調布駅 

からバス 

５．有料施設 駐車場（第一、第二） 

 昭和16年、東京調布飛行場として開設後、陸軍、

米軍の管理を経て昭和49年全面返還され、調布基

地跡地利用計画を基に整備した公園である。 

 現在、北地区にはふるさとの丘、コニファー園、

第一駐車場、府中市のサッカー場などがあり、一

方南地区には、第二駐車場、調布市のサッカー場、

野球場や三鷹市のテニスコート、サッカー場、野

球場が整備されている。平成20年度には、南北を

結ぶプロムナードが整備された。 

 本公園は、発災時には自衛隊などの災害救助部

隊が活動を行う、大規模救出救助活動拠点に指定

されている。 

 平成26年４月１日には、未就学児が室内で遊べ

る空間として、のびのび親子館が都立公園で初め

てオープンした。 

武 蔵 国 分 寺 公 園 

１．開 園  Ｈ14．４．１ 

２．面 積  114,608.43㎡ 

 旧国鉄、鉄道学園の跡地を整備し、平成14年度

に北側、泉地区を開園し、平成15年度は南側、西

元地区を開園。泉地区は、円形の草地広場を中心
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５．有料施設 野球場（小） １面 

 

少年野球場やゲートボール場のある運動広場を配

し、スポーツ、レクリエーションの場としても利

用できる。 

八 国 山 緑 地 

１．開 園  Ｈ２．６．１ 

２．面 積  371,474.70㎡ 

３．位 置  東村山市諏訪町二丁目・三丁目、 

       野口町三・四丁目、多摩湖町四 

       丁目 

４．交 通  西武西武園線西武園駅下車徒歩 

５分 

 東京都と埼玉県の境に沿って、なだらかに広が

る狭山丘陵の東端に位置している。 

 八国山の由来は、山頂から上野、下野、常陸、

安房、相模、駿河、信濃、甲斐の八か国の山々が

眺望できたことから、その名が付けられたと言わ

れている。 

 コナラ、クヌギ等の雑木林や野草が繁茂し、野

鳥や昆虫等のサンクチュアリーとなっている。 

府 中 の 森 公 園 

１．開 園  Ｈ３．６．１ 

２．面 積  171,483.43㎡ 

３．位 置  府中市浅間町一丁目 

       緑町二丁目、天神町二丁目 

４．交 通  京王線東府中駅下車徒歩10分 

       JR中央線武蔵小金井駅からバス 

５．有料施設 

（1） 野球場（小）      １面 

（2） テニスコート      ８面 

（3） サッカー、ホッケー場  １面 

（4） 駐車場 

 府中市街の東北に位置しており、「みどりにつつ

まれたファミリースポーツ公園」として計画造成

された公園で、武蔵野の森、スポーツ、広場の三

つのゾーンに分けられている。また、災害時の避

難場所としての機能も確保した公園である。 

 公園内にはスポーツ施設のほかバーベキュー広

場、ゲートボール場、府中市が設置した美術館な

どがある。 

 平成24年度には出入り口及び花のプロムナード

の改修を行い、防災機能の向上を図るとともに少

年野球場の改修等を行った。 

 本公園は、発災時には自衛隊などの災害救助部

隊が活動を行う、大規模救出救助活動拠点に指定

されている。 

武 蔵 野 の 森 公 園 

１．開 園  Ｈ12．４．１ 

２．面 積  385,750.34㎡ 

３．位 置  府中市朝日町三丁目、調布市西町、

       三鷹市大沢五・六丁目 

４．交 通  〔北地区〕 

       西武多摩川線多磨駅下車徒歩５分 

       JR三鷹駅からバス 

       〔南地区〕 

       京王線西調布駅下車徒歩15分 

       JR三鷹駅または京王線調布駅 

からバス 

５．有料施設 駐車場（第一、第二） 

 昭和16年、東京調布飛行場として開設後、陸軍、

米軍の管理を経て昭和49年全面返還され、調布基

地跡地利用計画を基に整備した公園である。 

 現在、北地区にはふるさとの丘、コニファー園、

第一駐車場、府中市のサッカー場などがあり、一

方南地区には、第二駐車場、調布市のサッカー場、

野球場や三鷹市のテニスコート、サッカー場、野

球場が整備されている。平成20年度には、南北を

結ぶプロムナードが整備された。 

 本公園は、発災時には自衛隊などの災害救助部

隊が活動を行う、大規模救出救助活動拠点に指定

されている。 

 平成26年４月１日には、未就学児が室内で遊べ

る空間として、のびのび親子館が都立公園で初め

てオープンした。 

武 蔵 国 分 寺 公 園 

１．開 園  Ｈ14．４．１ 

２．面 積  114,608.43㎡ 

 旧国鉄、鉄道学園の跡地を整備し、平成14年度

に北側、泉地区を開園し、平成15年度は南側、西

元地区を開園。泉地区は、円形の草地広場を中心

公園の名称等 沿革とその特徴 

３．位 置  国分寺市泉町二丁目 

       西元町二丁目 

４．交 通  JR中央線・武蔵野線西国分寺 

       駅下車徒歩15分 

５．有料施設 駐車場 

とし、水と緑がバランスよく配置されている公園

である。 

小 山 内 裏 公 園 

１．開 園  Ｈ16．７．１ 

２．面 積  459,211.09㎡ 

３．位 置  町田市小山ヶ丘四丁目、八王子 

       市鑓水二丁目、八王子市南大沢 

       四丁目、五丁目 

４．交 通  京王相模原線多摩境駅下車徒歩 

       ８分、南大沢駅からバス 

 多摩ニュータウンの西方に位置し、起伏に富ん

だ地形と雑木林に覆われた丘陵地公園で、公園内

の谷戸には湧水が湧き、うるおいのある水辺景観

とオオタカなどの希少な動植物を育む自然環境が

特徴となっている。 

六 仙 公 園 

１．開 園  Ｈ18．４．１ 

２．面 積  50,112.04㎡ 

３．位 置  東久留米市中央町三丁目 

４．交 通  西武池袋線東久留米駅からバス 

 

 東久留米市の中央に位置し、北多摩地域におけ

る緑の拠点として計画され、計画地の中には良好

な農地が多く残り、市街地の中にあって貴重なオ

ープンスペースとなっている。このようなオープ

ンスペースを公園として保存し、武蔵野の原風景

を回復するとともに、災害時の避難場所として活

用するための公園づくりを行っている。 

大 戸 緑 地 

１．開 園  Ｈ23．４．１ 

２．面 積  284,456.35㎡ 

３．位 置  町田市相原町 

４．交 通  JR横浜線相原駅または京王相 

模原線橋本駅からバス 

 町田市の西端、神奈川県と県境に位置し、明治

の森高尾国定公園とつながっている。このため、

緑地内には高尾山系の植物も散見され、多摩丘陵

の中でも特異な自然環境が残っている。 

東 伏 見 公 園 

１．開 園  Ｈ25．4．1 

２．面 積  38,688.98㎡ 

３．位 置  西東京市東伏見一丁目 

４．交 通  西武新宿線西武柳沢駅下車徒歩 

       10分 

 

 平成25年度に新規開園した。西東京市の東に位

置しており、公園の南東には特別緑地保全地区に

指定されている緑豊かな東伏見稲荷神社の森が隣

接し、公園の南側には石神井川が東西に横断する

など緑と水に恵まれた立地条件にある。 

 現在は、レクリエーションの場となる多目的広

場が整備されている。 

中 藤 公 園 

１．開 園  Ｈ28．4．1 

２．面 積  45,380.16㎡ 

３．位 置  武蔵村山市中央町四丁目、五丁目、

本町四丁目 

４．交 通  JR中央線立川駅、八高線箱根ヶ崎

駅または多摩モノレール上北代駅

からバス 

 平成28年度に新規開園した。野山北・六道山公

園や東大和公園、狭山公園など狭山丘陵の緑を連

続させる上で不可欠な位置にあり、丘陵の豊かな

生態系と緑地景観の保全、雑木林を主体とした里

山の景観を保全・創出する場として活用していく

公園である。 
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１－３ 有料公園（植物園・庭園） 
 

 本来公園は、誰でも、いつでも、どこでも自

由に利用できるのが原則であるが、有料公園は、

維持管理上の必要及び受益者負担の考えから、

時間的に利用を制限するとともに利用者から

料金を徴収している公園である。 

 当所所管の有料公園は、神代植物公園及び殿

ヶ谷戸庭園であるが、その概要は次のとおりで

ある。 

 

令和元年６月１日現在 

公園の名称等 沿革とその特徴 

神 代 植 物 公 園 

１．開 園  Ｓ32．４．１ 

２．面 積  489,731.10㎡ 

３．位 置  調布市深大寺元町二、五丁目、 

       深大寺南町四、五丁目深大寺北 

       町一、二丁目 

４．交 通  京王線つつじケ丘駅又は調布駅 

       からバス、中央線吉祥寺駅又は 

       三鷹駅からバス 

５．入園料  一般・大人  500円 

       65歳以上   250円 

       中学生    200円 

       （都内在住在学の中学生は無料）

       小学生以下入園料無料 

       20人以上の団体は上記金額の８ 

       割の額 

       年間パスポート 

        一般・大人  2,500円 

        65歳以上   1,250円 

   グリーンギャラリー（旧緑の相談所）、 

  水生植物園、自由広場への入園は無料 

６．有料施設 

 (1) 集会室 

 (2) 駐車場（第一、第二） 

７．開園時間 午前９時30分から 

       午後５時00分まで 

       （入園は午後４時まで） 

８．休園日 

（1） 毎週月曜日（月曜日が休日等の場合は 

         その翌日） 

（2） 12月29日から翌年１月１日まで 

 

 昭和15年に東京都市計画神代緑地として計画決

定し、翌16年に用地を買収した。 

 戦時中は防空緑地として、戦後は苗木育成などに

利用された後、昭和32年４月に「神代緑地」として

設置され、その後整備して昭和36年10月に現在の名

称で開園された。四季花がある公園で植物の知識が

得られることを主眼としている。 

園内には、園芸品種も含めて約4,800種類、10万本

の植物があり、つばき園、うめ園、ツツジ園、バラ

園、山野草園など種類別、形態別などのおおよそ30

ブロックに分かれ、大芝生、スイレンの池、築山、

及び沈床庭園などとともに、造園的に景観を考慮し

て配置されている。そのほか、クヌギ、コナラなど

の雑木林が保存されており、武蔵野の面影をのこす

貴重なものとなっている。 

 昭和59年10月の全国緑化フェアー開催に合わせ

て開館した大温室は、省エネ、省力化のシステムを

とり入れ、観賞温室と栽培温室群とで広さは、面積

2,913㎡あり、熱帯、亜熱帯の色あざやかな花が観

賞できる。 

 昭和60年６月には、自由広場と水生植物園を追加

開園し、更に、昭和61年４月には展示室を中心とす

る鉄筋コンクリート２階建ての新植物会館を開館

した。 

 会館内の展示会では、洋らん、山草、サクラソウ、

サツキ、菊、クリスマスローズ、押し花絵など、年

間を通じて季節毎の展示会を開催している。平成13

年10月は、開園40周年に当たり、これを記念し、バ

ラ園をライトアップする夜間開園を行った。 

ガイドボランティアが毎月10日程度及び春と秋

のバラフェスタの時に園内の見どころ案内やバラ

のガイドツアーを行っている。また、野草園の手入

れも行っている。 
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１－３ 有料公園（植物園・庭園） 
 

 本来公園は、誰でも、いつでも、どこでも自

由に利用できるのが原則であるが、有料公園は、

維持管理上の必要及び受益者負担の考えから、

時間的に利用を制限するとともに利用者から

料金を徴収している公園である。 

 当所所管の有料公園は、神代植物公園及び殿

ヶ谷戸庭園であるが、その概要は次のとおりで

ある。 

 

令和元年６月１日現在 

公園の名称等 沿革とその特徴 

神 代 植 物 公 園 

１．開 園  Ｓ32．４．１ 

２．面 積  489,731.10㎡ 

３．位 置  調布市深大寺元町二、五丁目、 

       深大寺南町四、五丁目深大寺北 

       町一、二丁目 

４．交 通  京王線つつじケ丘駅又は調布駅 

       からバス、中央線吉祥寺駅又は 

       三鷹駅からバス 

５．入園料  一般・大人  500円 

       65歳以上   250円 

       中学生    200円 

       （都内在住在学の中学生は無料）

       小学生以下入園料無料 

       20人以上の団体は上記金額の８ 

       割の額 

       年間パスポート 

        一般・大人  2,500円 

        65歳以上   1,250円 

   グリーンギャラリー（旧緑の相談所）、 

  水生植物園、自由広場への入園は無料 

６．有料施設 

 (1) 集会室 

 (2) 駐車場（第一、第二） 

７．開園時間 午前９時30分から 

       午後５時00分まで 

       （入園は午後４時まで） 

８．休園日 

（1） 毎週月曜日（月曜日が休日等の場合は 

         その翌日） 

（2） 12月29日から翌年１月１日まで 

 

 昭和15年に東京都市計画神代緑地として計画決

定し、翌16年に用地を買収した。 

 戦時中は防空緑地として、戦後は苗木育成などに

利用された後、昭和32年４月に「神代緑地」として

設置され、その後整備して昭和36年10月に現在の名

称で開園された。四季花がある公園で植物の知識が

得られることを主眼としている。 

園内には、園芸品種も含めて約4,800種類、10万本

の植物があり、つばき園、うめ園、ツツジ園、バラ

園、山野草園など種類別、形態別などのおおよそ30

ブロックに分かれ、大芝生、スイレンの池、築山、

及び沈床庭園などとともに、造園的に景観を考慮し

て配置されている。そのほか、クヌギ、コナラなど

の雑木林が保存されており、武蔵野の面影をのこす

貴重なものとなっている。 

 昭和59年10月の全国緑化フェアー開催に合わせ

て開館した大温室は、省エネ、省力化のシステムを

とり入れ、観賞温室と栽培温室群とで広さは、面積

2,913㎡あり、熱帯、亜熱帯の色あざやかな花が観

賞できる。 

 昭和60年６月には、自由広場と水生植物園を追加

開園し、更に、昭和61年４月には展示室を中心とす

る鉄筋コンクリート２階建ての新植物会館を開館

した。 

 会館内の展示会では、洋らん、山草、サクラソウ、

サツキ、菊、クリスマスローズ、押し花絵など、年

間を通じて季節毎の展示会を開催している。平成13

年10月は、開園40周年に当たり、これを記念し、バ

ラ園をライトアップする夜間開園を行った。 

ガイドボランティアが毎月10日程度及び春と秋

のバラフェスタの時に園内の見どころ案内やバラ

のガイドツアーを行っている。また、野草園の手入

れも行っている。 

公園の名称等 沿革とその特徴 

 平成14年12月には当植物公園ほか１公園におい

て「ドッグラン」を都立公園として初めて試行開設

した。 

 平成24年４月に「植物多様性センター」をオープ

ンした。 

 平成28年５月には大温室をリニューアルオープ

ンした。 

 平成30年度の入園者数は、683,529人で、各種福

祉施設などの団体利用、幼稚園、小中学校等の遠足

にも多数利用されている。 

 本公園は、発災時には自衛隊などの災害救助部隊

が活動を行う、大規模救出救助活動拠点に指定され

ている。 

殿 ケ 谷 戸 庭 園 

１．開 園  Ｓ54．４．１ 

２．面 積  21,123.59㎡ 

３．位 置  国分寺市南町二丁目 

４．交 通  中央線国分寺駅下車徒歩２分 

５．入園料  １人   150円 

       65歳以上  70円 

       （都内在住在学の中学生は無料）

       小学生以下入園料無料 

       20人以上の団体は上記金額の８ 

       割の額 

       年間パスポート 

        一般    600円 

        65歳以上  280円 

６．開園時間 午前９時から午後５時まで 

       （入園は午後４時30分まで） 

７．休園日  12月29日から翌年１月１日まで 

 昭和 4年に岩崎家が別邸として整備補修した庭園

で、武蔵野西部の段丘崖に生じた開析谷の一部を利

用し、自然地形を生かして造園されている。 

 庭園は崖下からの湧水を生かし、崖下の林地と崖

上の明るい芝生地とのコントラストを特徴とし、樹

林間には武蔵野の自然を残す植生が認められる。 

 昭和 49年に都が買収のうえ整備を行い、昭和 54

年 4月より有料庭園として開園している。 

 更に、平成元年 5月 1日から庭園内茶室を有料施

設として利用に供している。 

 近年は、庭園の特色を生かし、山野草展などを開

催し、好評を博している。 

 平成 23年 5月 20日文化審議会の答申を受けて、

9月 21日に国の名勝に指定された。 

 平成 30年度の年間入園者は 112,813人である。 

 

  

－ 47－



２．霊  園 
 

２－１ あらまし 
 

 都立霊園の設置及び管理は地方自治法第２

条の地方公共団体の事務として処理され、また

その事務は、「墓地、埋葬等に関する法律」に

よって強い規制を受けている。 

 特に大都市にとって公共の埋葬地は欠くこ

とのできない都市施設であるとともに、荘厳・

清楚で広大な霊園は、一方では公共の緑地とし

て公園と同じように環境の浄化に役立つもの

である。 

 都立の霊園は、古く明治７年に青山霊園ほか

３霊園が設置されたのをはじめとするが、都立

霊園８ヵ所のうち、当所が所管する３霊園（小

平・多磨・八王子）は、いずれも都市計画事業

による公園墓地として大正末期以降に造成さ

れたものである。これら３霊園の合計面積は

2,578,087.18㎡に及び、これは都立霊園全体の

約 61.9％にあたる。使用者数は約 17.0 万人で

都立霊園使用者数（約 29.2 万人）の半数を超

えている。（平成 31年 4月 1日現在） 

 各霊園の事業の効率的執行を図るため維持

管理業務は昭和 60年 10月１日から、使用者の

募集（公募）事務は平成 14 年４月１日から㈶

東京都公園協会（平成 22 年４月からは公益財

団法人）に委託をしている。また、平成 18 年

４月より指定管理者による管理を開始した。 

（根拠法規：墓地、埋葬等に関する法律、東京

都霊園条例及び同施行規則） 

 

 

２－２ 霊園の概要 
 

公園の名称等 沿革とその特徴 

多 磨 霊 園 

１．開 園  Ｔ12．４．１ 

２．面 積  1,280,236.76㎡ 

３．位 置  府中市多磨町、小金井市前原町 

       一丁目 

４．交 通  西武多摩川線多磨駅下車徒歩５ 

       分または京王線多磨霊園駅から 

       バス 

５．使用者数 64,402人 

       （一般・芝生・壁墓地含む） 

６．埋葬体数 422,059体（   〃   ） 

７．長期収蔵施設（みたま堂）使用者数 

         10,404人（一時・長期含む）

８．合葬埋蔵施設使用者数  4,423人 

 本格的公園墓地としては我が国初めてのものであ

る。 

 武蔵野の風致を十分に生かし、約128haの大樹叢の

中に営まれた造園設計の妙は、その規模の大なること

と、ここに眠る多数の知名人とがあいまって、本都の

代表的風景霊園にふさわしい風格を備えている。 

 霊園には長期収蔵施設であるみたま堂と、合葬埋蔵

施設が整備されている。 

平成 31年 3月 31日現在 
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２．霊  園 
 

２－１ あらまし 
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都霊園条例及び同施行規則） 
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       一丁目 

４．交 通  西武多摩川線多磨駅下車徒歩５ 

       分または京王線多磨霊園駅から 

       バス 

５．使用者数 64,402人 

       （一般・芝生・壁墓地含む） 

６．埋葬体数 422,059体（   〃   ） 

７．長期収蔵施設（みたま堂）使用者数 

         10,404人（一時・長期含む）

８．合葬埋蔵施設使用者数  4,423人 

 本格的公園墓地としては我が国初めてのものであ

る。 

 武蔵野の風致を十分に生かし、約128haの大樹叢の

中に営まれた造園設計の妙は、その規模の大なること

と、ここに眠る多数の知名人とがあいまって、本都の

代表的風景霊園にふさわしい風格を備えている。 

 霊園には長期収蔵施設であるみたま堂と、合葬埋蔵

施設が整備されている。 

平成 31年 3月 31日現在 

公園の名称等 沿革とその特徴 

小 平 霊 園 

１．開 園  Ｓ23．５．１ 

２．面 積  653,545.40㎡ 

３．位 置  東村山市萩山町一丁目、五丁目、

       小平市美園町三丁目、東久留米 

       市柳窪三丁目 

４．交 通  西武新宿線小平駅下車徒歩５分 

５．使用者数 41,107人（一般・芝生・壁墓 

       地含む） 

６．埋葬体数 175,623体（   〃   ） 

７．合葬埋蔵施設使用者数  10,437人 

８．樹林型埋蔵施設使用者数  6,067人 

９．樹木型埋蔵施設使用者数  1,249人 

 

 副都心（新宿）から西北に23㎞、武蔵野の面影を残

す北多摩の地にあり、都市化された周辺に比較して、

樹木と芝生を配した園内は墓参者にも好評である。 

 園内北部には、武蔵野の樹林を保存し、東端には近

代芝生霊域が配置され、静寂の中にも特色ある近代霊

園となっている。 

 なお、当霊園は造成を終了しているが、土地の効率

的な利用という観点から、平成２年度に「壁墓地」と

いう新形式の墓地を造成した。 

 また高齢化、少子化の進行や転居の広域化、単身者

の増加などに伴う将来墓地の管理ができない都民の増

加が予想されることから、平成９年度に生前の申込み

もできる合葬埋蔵施設を整備しさらに平成19年度には

２基目の合葬埋蔵施設を整備した。 

 平成24年度には樹林墓地、平成26年度には樹木墓地

及び小型芝生墓地の使用を開始した。 

八 王 子 霊 園 

１．開 園  Ｓ46．４．１ 

２．面 積  644,305.02㎡ 

３．位 置  八王子市元八王子町三丁目・川 

       町 

４．交 通  中央線高尾駅または京王線高尾 

       駅北口からバス10分 

５．使用者数 34,241人 

６．埋葬体数 102,979体 

 第８番目の都立霊園として、昭和46年にオープンし

た。以来、毎年公募、貸付をしてきたが昭和62年度で

造成を完了し、新規募集はすべて終了した。 

 当霊園の特色はつぎのとおりである。 

① 園内はすべて芝生墓地で、使用面積は一律に４㎡ 

② 墓石は、きちんと整理された配列にしたがって配

置され、高さを60㎝におさえ、囲障も設置しないと

している。また、墓石の周囲に植樹していないため、

明るく広々とした景観となっている。 

③ 都立霊園の中では唯一、丘陵を利用した霊園であ

り、新宿副都心から西へ約40㎞、ゆたかな自然環境

の中にある。 

④ 霊園全体の中に占める墓域面積の割合を、約

30％未満におさえている。 

  

－ 49－



３．苗  圃 
 

 各苗圃では、公園整備で使用する緑化樹木や

花木などを計画的に育成している。加えて都立

公園内の希少な水生植物の育成も行っている。

また、都道工事における街路樹や、庁舎建て替

え時の植栽の一時預かりなど、建設局内の需要

だけでなく他局の要請にも応じている。武蔵野

苗圃については一般都民の鑑賞や環境学習の

場としても開放している。 

 

苗木の栽培状況 

平成 31年 3月 31日現在 

苗 圃 名 所 在 地 面  積 栽培樹種及び本数 

武 蔵 野 府中市多磨町ほか 38,120㎡ エノキ等  125 種 4,067本株 

小   宮 八王子市暁町 3,695㎡ サクラ等  1 種   68本株 

計 41,815㎡ のべ   125 種 4,135本株 

 

   

       武蔵野苗圃の苗木           水生植物の育成 
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３．苗  圃 
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苗圃については一般都民の鑑賞や環境学習の

場としても開放している。 

 

苗木の栽培状況 

平成 31年 3月 31日現在 

苗 圃 名 所 在 地 面  積 栽培樹種及び本数 

武 蔵 野 府中市多磨町ほか 38,120㎡ エノキ等  125 種 4,067本株 

小   宮 八王子市暁町 3,695㎡ サクラ等  1 種   68本株 

計 41,815㎡ のべ   125 種 4,135本株 

 

   

       武蔵野苗圃の苗木           水生植物の育成 

 

 

 

Ⅳ 指定管理者の事業紹介 
 

１．公益財団法人東京都公園協会 
 

１－１ 法人概要 
 

 公益財団法人東京都公園協会は、昭和 29 年

に民法に基づく財団法人として発足し、昭和 60

年には東京都財政支出監理団体となった。国際

都市東京の都市緑化を推進するとともに、公園

緑地や水辺環境の利活用を通して都民生活に

安らぎとゆとりをもたらし、東京から日本の文

化を世界に発信することを目的として、事業発

展を図ってきたところである。 

 

１－２ 令和元年度の取組 
 

 令和元年度は、13公園・1 庭園・3霊園の管

理を行う。 

 

⑴ 防災公園グループ：小金井公園・武蔵野の
森公園・武蔵野中央公園・府中の森公園・東
村山中央公園・東大和南公園・秋留台公園 

 防災公園グループは、平時には東京を代表す

る大規模公園としての役割を担うとともに、震

災時には防災活動拠点として、防災訓練等を通

して地域との連携を深めながら、安心安全で快

適な公園空間を提供できる運営を行う。 

 組織的な防災対応力向上の取組や、関係機

関・地域住民との連携訓練の実施等、公園協会

のノウハウを最大限に活用し、地域の防災拠点

としての機能を高めていく。また、多様なイベ

ントの開催による公園と地域の活性化や、風格

ある景観の創出に取り組み、東京のシンボルパ

ークとしての魅力を向上する。特に、スポー

ツ・レクリエーション事業の充実や「おもてな

し」の強化を図り、東京 2020 オリンピック・

パラリンピック競技大会に向けた機運醸成に

努めていく。 

 

⑵ 文化財庭園グループ：殿ヶ谷戸庭園 
 文化財庭園グループでは、国指定名勝である

殿ヶ谷戸庭園の魅力を最大限に発揮し、その価

値を高めるとともに、首都東京の文化的観光拠

点としての役割を積極的に担い、おもてなしの

心でお客様をお迎えしていく。 

 令和元年度も引き続き、技術・技能を継承し、

作庭意図を把握した維持管理を行うとともに、

都民協働をより充実させ、お客様サービスの向

上に努めていく。 

 また、国分寺崖線の自然を活かし、周辺地域

と連携した散策イベント等を実施し、庭園特性

を発揮した魅力アップを図っていく。 

 

⑶ 東京都霊園：多磨霊園・小平霊園・八王子
霊園 

 東京都霊園では、利用者にとってより安全・

安心な霊園環境を提供するため、正確・公正な

事務処理、快適なサービス提供、清楚・静謐な

霊園の維持管理等を実施するほか、オープンス

ペースとしての機能向上や周辺地域との連携

を図り、都民が霊園にふれあう機会の創出も行

っていく。 

 令和元年度は、霊園公募においては、平成 23

年度に導入したインターネット申込や抽選シ

ステム等を運用し、お客様の利便性とサービス

の向上を図る。また、近年新たに開設された小

平霊園の「樹林型・樹木型合葬埋蔵施設」や「小

型芝生埋蔵施設」等の確実な管理運営を実施す

る。さらに、八王子霊園では、お彼岸等墓参者

の集中する時期のサービスとして、引き続き期

間限定で園内巡回バスを運行する。 

維持管理については、荒れ墓所調査の実施に

よる使用者への是正依頼や、墓所清掃用具の貸

し出しを行い、荒れ墓所の防止対策を継続する。

また、年 4回の樹木点検に加えて、樹木医によ
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る診断を実施し、安全を確保する。さらに、地

域と取り組む霊園のクリーンキャンペーンを

実施し、快適な墓参環境を提供する。 

 

⑷ 神代植物公園 
 神代植物公園は、開園以来 50 年を超える歩

みの中で日本有数の植物園へと発展してきた。

江戸園芸植物等のコレクションを充実させ、積

極的に展示を行うことで、後世へ継承する取り

組みを行ってきた。中でも、サクラソウについ

ては、ほぼすべての品種を収集・保全している

ことから、新たに発足した日本植物園協会ナシ

ョナルコレクションの第 1回目の認定対象とな

った。 

また、植物多様性センターでは、東京のかけ

がえのない絶滅危惧植物を保護し、情報発信と

普及啓発を行い、植物の多様性を次代へ引き継

ぐ取り組みを行っている。 

 令和元年度は、ばら園や大温室、植物会館を

中心に植物展示や催し等を積極的に行い、「楽

しみながら学べる植物園」として、新たなプロ

グラムを企画する等、質の高いお客様サービス

を提供していく。 

また、江戸園芸に関わる講演会等の開催を通

じて、既往の取組をさらに継承・発展させると

ともに、オリンピック・パラリンピックの開催

も見据え、「世界一の都市・東京」にふさわし

い植物園となるよう、魅力やステイタスを兼ね

備えた事業を展開していく。 

 

⑸ 多摩丘陵グループ：桜ヶ丘公園・長沼公
園・平山城址公園・小山田緑地・小山内裏公
園 

 多摩丘陵グループは、東京の西部に広がる丘

陵地の中で、豊かな自然・文化が残る貴重な空

間である。地域の財産である多摩丘陵を守り活

かす「里山・人・地域を元気にする里山ウェル

ネス」を基本理念として取組を展開し、公園を

核とした「心のふるさとづくり」を実現する。 

 令和元年度は、生きものに配慮した維持管理

やモニタリング調査を継続する等、生物多様性

の保全に取り組むとともに、得られた情報を活

用し生物多様性の普及啓発を行う。 

 また、公園を核とした地域活性化への取組と

して、早春のどんど焼きや春のさくらまつり、

秋の里山収穫祭等、地域と連携した「四季のま

つり」等を開催する。 

 

２．西武・狭山丘陵パートナーズ 
 

２－１ 組織概要 
 

 西武・狭山丘陵パートナーズはこれまでの安

定した管理実績と民間ならではの柔軟な対応

が可能なコンソーシアムとなっている。 

 代表者：西武造園(株)、構成員：西武緑化管

理㈱、NPO 法人 NPO birth、（一社）防災教育

普及協会、NPO法人地域自然情報ネットワーク 

 

２－２ 令和元年度の取組 
 

 令和元年度は指定管理者第三期の 4年目とな

り、これまで様々な成果を上げてきた取り組み

を継続させるとともに、新たな取組みにチャレ

ンジしていく。 

 東京の宝物である狭山丘陵から「SATOYAMA」

を国内外に広く発信し、レガシーとして長く受

け継がれる取り組みに発展させる。 

 

□事業計画 
○豊かな里山環境を楽しんでもらうための安

全・快適な基盤をつくり、その上でソフトと

ハードの両面から利用者を迎えるサービス

を充実させる。立ち寄りたくなる拠点施設の

サービス強化、アニバーサリーイベントの開

催、公園特性を活かしたプログラムを展開す

る。 

○オリンピック・パラリンピックというビッグ

イベントだからこそなしえる社会的効果を

活かして、里山保全と利用の両立を念頭に置
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る診断を実施し、安全を確保する。さらに、地

域と取り組む霊園のクリーンキャンペーンを
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ては、ほぼすべての品種を収集・保全している

ことから、新たに発足した日本植物園協会ナシ

ョナルコレクションの第 1回目の認定対象とな

った。 

また、植物多様性センターでは、東京のかけ

がえのない絶滅危惧植物を保護し、情報発信と

普及啓発を行い、植物の多様性を次代へ引き継

ぐ取り組みを行っている。 

 令和元年度は、ばら園や大温室、植物会館を

中心に植物展示や催し等を積極的に行い、「楽

しみながら学べる植物園」として、新たなプロ

グラムを企画する等、質の高いお客様サービス

を提供していく。 

また、江戸園芸に関わる講演会等の開催を通

じて、既往の取組をさらに継承・発展させると

ともに、オリンピック・パラリンピックの開催

も見据え、「世界一の都市・東京」にふさわし

い植物園となるよう、魅力やステイタスを兼ね

備えた事業を展開していく。 

 

⑸ 多摩丘陵グループ：桜ヶ丘公園・長沼公
園・平山城址公園・小山田緑地・小山内裏公
園 

 多摩丘陵グループは、東京の西部に広がる丘

陵地の中で、豊かな自然・文化が残る貴重な空

間である。地域の財産である多摩丘陵を守り活

かす「里山・人・地域を元気にする里山ウェル

ネス」を基本理念として取組を展開し、公園を

核とした「心のふるさとづくり」を実現する。 

 令和元年度は、生きものに配慮した維持管理

やモニタリング調査を継続する等、生物多様性

の保全に取り組むとともに、得られた情報を活

用し生物多様性の普及啓発を行う。 

 また、公園を核とした地域活性化への取組と

して、早春のどんど焼きや春のさくらまつり、

秋の里山収穫祭等、地域と連携した「四季のま

つり」等を開催する。 

 

２．西武・狭山丘陵パートナーズ 
 

２－１ 組織概要 
 

 西武・狭山丘陵パートナーズはこれまでの安

定した管理実績と民間ならではの柔軟な対応

が可能なコンソーシアムとなっている。 

 代表者：西武造園(株)、構成員：西武緑化管

理㈱、NPO 法人 NPO birth、（一社）防災教育

普及協会、NPO法人地域自然情報ネットワーク 

 

２－２ 令和元年度の取組 
 

 令和元年度は指定管理者第三期の 4年目とな

り、これまで様々な成果を上げてきた取り組み

を継続させるとともに、新たな取組みにチャレ

ンジしていく。 

 東京の宝物である狭山丘陵から「SATOYAMA」

を国内外に広く発信し、レガシーとして長く受

け継がれる取り組みに発展させる。 

 

□事業計画 
○豊かな里山環境を楽しんでもらうための安

全・快適な基盤をつくり、その上でソフトと

ハードの両面から利用者を迎えるサービス

を充実させる。立ち寄りたくなる拠点施設の

サービス強化、アニバーサリーイベントの開

催、公園特性を活かしたプログラムを展開す

る。 

○オリンピック・パラリンピックというビッグ

イベントだからこそなしえる社会的効果を

活かして、里山保全と利用の両立を念頭に置

いた公園の魅力づくりを進める。多様な来園

者の受入環境の整備や開催期間中の広域的

なプロモーション活動だけでなく、開催後も

継続して取り組みを展開する。 

○丘陵地という特性をふまえ誰もが安心・安

全・快適に利用できる維持管理を行うことに

より、生物多様性の保全、自然や歴史とのふ

れあいの場を提供する機能を十分発揮させ

つつ、里山資源の活用等を積極的に進める。 

○豊かな生態系が形成されている狭山丘陵に

おいて、都民協働による管理体制の構築、希

少種の保全・再生等、先進的かつ多様な事業

を展開し、公園から里山保全をリードしてき

た。今後もこれらの取り組みを継承・発展さ

せ、都民一人ひとりが活躍する持続可能な植

生管理を実現していく。 

 

３．西武・武蔵野パートナーズ 
 

３－１ 組織概要 
 

 西武・武蔵野パートナーズは公園管理に必要

な技術・能力を有する 4団体で構成される共同

事業体である。 

 「人、自然、まちが元気になる公園づくり」

を基本理念に、むさしの・パークイニシアチブ

（※）により、公園のさらなる利活用の可能性

を追求し、地域と積極的に関わりながら、多様

な主体との連携を進めている。 

※武蔵野地域における「価値ある暮らし」「地

域の活性化」「環境資産の継承」に寄与する

取り組み 

 代表者：西武造園(株)、構成員：ミズノスポ

ーツサービス㈱、NPO法人 NPObirth、

(一社)防災教育普及協会 

 

３－２ 令和元年度の取組 
 

 令和元年度は、指定管理者第二期の4年目と

なり、これまでの取り組みを継承しつつ、従

前にも増し「Chance in the Park－多様な好

機を公園づくりに活かす－」の視点で以下の

事業に取り組む。 

①より多くの人々と新たな連携を進める

CHANCE！ 

「あったらいいなをみんなでつくる公園プ

ロジェクト」をはじめ、多様な主体と連携す

る仕組みを強化し、利用の可能性を広げ、地

域課題やニーズに対応していく。 

②公園を使ったライフスタイルやコミュニテ

ィを広げる CHANCE！ 

「ヘルシーパークプロジェクト」、「むさし

のカレッジ」などの公園特性を活かした健康

づくりやコミュニティの向上を図る事業を

展開し、暮らしの拠点となる公園づくりを進

める。 

③次世代へつなぐ、誇りと愛着を育む CHANCE！ 

生物多様性保全やサクラ再生プロジェクト

等風景づくりの取り組みを拡充し、次世代へ

つなぐ誇りと愛着を育む公園づくりを進め

る。 

 

４．西武・多摩部の公園パートナーズ 
 

４－１ 組織概要 
 

 西武・多摩部の公園パートナーズは、公園管

理に必要な能力・技術を有する 4つの団体で構

成された共同事業体である。それぞれの団体が

持つ得意分野を活かし、平成 28 年度より多摩

部の公園グループの管理運営を行っている。 

 当団体の管理運営の基本的な考えは、「きわ

だつ個性！地域を輝かせる公園づくり」であり、

豊かな自然環境や歴史資源を有するそれぞれ

の公園の個性を活かし、地域との絆を大切に育

む公園づくりを進めている。 

代表者：西武造園㈱ 

構成員：西武緑化管理㈱、NPO 法人 NPObirth、

（一社）防災教育普及協会 
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４－２ 令和元年度の取組 
 

 令和元年度は指定管理 4年目として、今まで

の公園のオリジナリティを醸成するプロジェ

クトのブラッシュアップを行う事で、より地域

を輝かせる公園づくりを推進する。また、オリ

ンピック・パラリンピックの気運醸成、地域防

災力向上の事業展開を進めていく。 

 陵南公園では「健康・スポーツの拠点づくり」

をテーマとして、ヘルシーパークプロジェクト

を発展。世界記録が体感できるプログラムや、

障がい者スポーツ普及プログラムを実施し、オ

リパラの気運醸成を図る。 

 小宮公園では「里山体験・都民協働の拠点づ

くり」をテーマとし、自治体の子育て支援事業

に協力しながら、環境教育事業を推進。また、

雑木林マイスター講座を開催し、雑木林の保全

活動のボランティアの養成を進める。 

 また、防災に関する懇談会やイベント開催、

地域の防災訓練の参加、防災パンフレットを発

行し、住民と共に学び、高める地域防災力の向

上を進めていく。 
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４－２ 令和元年度の取組 
 

 令和元年度は指定管理 4年目として、今まで

の公園のオリジナリティを醸成するプロジェ

クトのブラッシュアップを行う事で、より地域

を輝かせる公園づくりを推進する。また、オリ

ンピック・パラリンピックの気運醸成、地域防

災力向上の事業展開を進めていく。 

 陵南公園では「健康・スポーツの拠点づくり」

をテーマとして、ヘルシーパークプロジェクト

を発展。世界記録が体感できるプログラムや、

障がい者スポーツ普及プログラムを実施し、オ

リパラの気運醸成を図る。 

 小宮公園では「里山体験・都民協働の拠点づ

くり」をテーマとし、自治体の子育て支援事業

に協力しながら、環境教育事業を推進。また、

雑木林マイスター講座を開催し、雑木林の保全

活動のボランティアの養成を進める。 

 また、防災に関する懇談会やイベント開催、

地域の防災訓練の参加、防災パンフレットを発

行し、住民と共に学び、高める地域防災力の向

上を進めていく。 
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１．都市公園等の（管理）面積調書 
令和元年 6月 1日現在 

 

１．直轄公園 

区分 公園名 管理面積（㎡）

直
轄
公
園 

1 
井 の 頭 恩 賜 公 園 428,389.99 

（内井の頭自然文化園） （115,500.00）

計 
428,389.99 

（115,500.00）

 

 

 

 

 

２．霊園（指定管理者管理） 

区分 公園名 管理面積（㎡）

霊 
 

園 

1 八 王 子 霊 園 644,305.02

2 多 磨 霊 園 1,280,236.76

3 小 平 霊 園 653,545.40

計 2,578,087.18

 

 

３．指定管理者管理公園 

区分 公園名 開園面積（㎡）

指 

定 

管 

理 

者 

管 

理 

公 

園 

1 陵 南 公 園 59,533.66

2 長 沼 公 園 362,470.35

3 平 山 城 址 公 園 120,013.58

4 小 宮 公 園 251,719.27

5 滝 山 公 園 320,951.64

6 武 蔵 野 中 央 公 園 112,440.33

7 武 蔵 野 公 園 255,864.29

8 浅 間 山 公 園 87,694.48

9 府 中 の 森 公 園 171,483.43

10 神 代 植 物 公 園 489,731.10

11 野 川 公 園 403,181.67

12 武 蔵 野 の 森 公 園 385,750.34

13 小 山 田 緑 地 444,364.04

14 大 戸 緑 地 284,456.35

15 小 山 内 裏 公 園 459,211.09

16 小 金 井 公 園 802,341.05

17 狭 山 ・ 境 緑 道 84,196.07

18 玉 川 上 水 緑 道 139,938.68

19 狭 山 公 園 234,915.33

20 東 村 山 中 央 公 園 121,098.87

21 八 国 山 緑 地 371,474.70

22 殿 ヶ 谷 戸 庭 園 21,123.59

23 武 蔵 国 分 寺 公 園 114,608.43

24 東 伏 見 公 園 38,688.98

25 東 大 和 公 園 184,503.06

26 東 大 和 南 公 園 98,719.71

27 六 仙 公 園 50,112.04

28 野山北・六道山公園 2,028,838.81

29 中 藤 公 園 45,380.16

30 桜 ヶ 丘 公 園 339,322.38

31 秋 留 台 公 園 118,447.07

計 9,002,574.55
 

都立公園面積（西部管轄 ） 9,430,964.54
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１．都市公園等の（管理）面積調書 
令和元年 6月 1日現在 

 

１．直轄公園 

区分 公園名 管理面積（㎡）

直
轄
公
園 

1 
井 の 頭 恩 賜 公 園 428,389.99 

（内井の頭自然文化園） （115,500.00）

計 
428,389.99 

（115,500.00）

 

 

 

 

 

２．霊園（指定管理者管理） 

区分 公園名 管理面積（㎡）

霊 
 

園 

1 八 王 子 霊 園 644,305.02

2 多 磨 霊 園 1,280,236.76

3 小 平 霊 園 653,545.40

計 2,578,087.18

 

 

３．指定管理者管理公園 

区分 公園名 開園面積（㎡）

指 

定 

管 

理 

者 

管 

理 

公 

園 

1 陵 南 公 園 59,533.66

2 長 沼 公 園 362,470.35

3 平 山 城 址 公 園 120,013.58

4 小 宮 公 園 251,719.27

5 滝 山 公 園 320,951.64

6 武 蔵 野 中 央 公 園 112,440.33

7 武 蔵 野 公 園 255,864.29

8 浅 間 山 公 園 87,694.48

9 府 中 の 森 公 園 171,483.43

10 神 代 植 物 公 園 489,731.10

11 野 川 公 園 403,181.67

12 武 蔵 野 の 森 公 園 385,750.34

13 小 山 田 緑 地 444,364.04

14 大 戸 緑 地 284,456.35

15 小 山 内 裏 公 園 459,211.09

16 小 金 井 公 園 802,341.05

17 狭 山 ・ 境 緑 道 84,196.07

18 玉 川 上 水 緑 道 139,938.68

19 狭 山 公 園 234,915.33

20 東 村 山 中 央 公 園 121,098.87

21 八 国 山 緑 地 371,474.70

22 殿 ヶ 谷 戸 庭 園 21,123.59

23 武 蔵 国 分 寺 公 園 114,608.43

24 東 伏 見 公 園 38,688.98

25 東 大 和 公 園 184,503.06

26 東 大 和 南 公 園 98,719.71

27 六 仙 公 園 50,112.04

28 野山北・六道山公園 2,028,838.81

29 中 藤 公 園 45,380.16

30 桜 ヶ 丘 公 園 339,322.38

31 秋 留 台 公 園 118,447.07

計 9,002,574.55
 

都立公園面積（西部管轄 ） 9,430,964.54

２．有料施設の概要 
 

２－１ 入園料 
 

公 園 名 種   別 
金   額 

休 園 日 
個 人 団 体 

神代植物公園 

一    般 500円 20人以上

左記金額

の８割の

額（10円

未満切捨

て） 

月曜日及び 

12月29日から 

翌年１月１日まで 

中学生(都外) 200円 

65歳以上 250円 

殿ヶ谷戸庭園 
一般および中学生(都外) 150円 12月29日から 

翌年１月１日まで 65歳以上  70円 

  付 記：一般とは学齢に達しない者・小学生・中学生及び65歳以上の者以外の者をいう。 

      都内在住・在学の中学生は無料。 

 

 

 

 

２－２ 使用料 
  ・野球場（休場日・12月 31日から翌年１月３日まで） 

 

公 園 名 規     模 
使用料金（１回１時間以内） 

平  日 土日祭日 夜間照明料金

小 金 井 公 園 軟式１面  (10,949㎡) 

1,200円 1,500円 

  
東大和南 公園 軟式１面  ( 9,000㎡) 

井の頭恩賜公園 軟式１面  ( 8,888㎡)  

陵 南 公 園 軟式２面  (11,600㎡) 

1,500円 
武 蔵 野 公 園 

軟式１面  ( 7,627㎡) 

軟式１面(小)( 3,800㎡)   500円   600円 

小 山 田 緑 地 軟式１面(小)( 3,600㎡)   500円   600円   

府中の森 公園 軟式１面(小)( 6,400㎡)   500円   600円 1,500円 
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  ・テニスコート（休場日・12月 31日から翌年１月３日まで） 

 

公 園 名 規     模 
使 用 料 金 

（１回１時間以内）

夜間照明料金 

（１回１時間以内）

井の頭恩賜公園 硬式可８面( 5,850㎡) 

1,300円 

 

野 川 公 園 硬 式８面( 5,776㎡) 

小 金 井 公 園 硬軟式16面(14,347㎡) 

東 大 和 南 公 園 硬軟式８面( 6,571㎡) 

武蔵野中央公園 硬軟式４面( 2,600㎡) 

府 中 の 森 公 園 硬軟式８面( 6,880㎡)   500円 

 

 

 

  ・競技場（休場日・12月 29日から翌年１月３日まで） 

 

公 園 名 規     模 使 用 料 金 夜間照明料金

秋 留 台 公 園 (400ｍ)  21,920㎡

○９時～12時までは 

  

・都内小・中学校     5,000円 

・学校及びこれに準ずるもの7,200円 

・その他         15,800円 

○13時～17時までは 

・都内小・中学校     6,000円 

・学校、これに準ずるもの 9,400円 

・その他         21,600円 

井の頭恩賜公園 
トラック 

(400ｍ)  14,328㎡

○９時～12時までは 

  

・都内小・中学校     3,200円 

・学校及びこれに準ずるもの4,400円 

・その他         11,100円 

○13時～17時までは 

・都内小・中学校     4,400円 

・学校、これに準ずるもの 5,800円 

・その他         14,400円 
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  ・テニスコート（休場日・12月 31日から翌年１月３日まで） 

 

公 園 名 規     模 
使 用 料 金 

（１回１時間以内）

夜間照明料金 

（１回１時間以内）

井の頭恩賜公園 硬式可８面( 5,850㎡) 

1,300円 

 

野 川 公 園 硬 式８面( 5,776㎡) 

小 金 井 公 園 硬軟式16面(14,347㎡) 

東 大 和 南 公 園 硬軟式８面( 6,571㎡) 

武蔵野中央公園 硬軟式４面( 2,600㎡) 

府 中 の 森 公 園 硬軟式８面( 6,880㎡)   500円 

 

 

 

  ・競技場（休場日・12月 29日から翌年１月３日まで） 

 

公 園 名 規     模 使 用 料 金 夜間照明料金

秋 留 台 公 園 (400ｍ)  21,920㎡

○９時～12時までは 

  

・都内小・中学校     5,000円 

・学校及びこれに準ずるもの7,200円 

・その他         15,800円 

○13時～17時までは 

・都内小・中学校     6,000円 

・学校、これに準ずるもの 9,400円 

・その他         21,600円 

井の頭恩賜公園 
トラック 

(400ｍ)  14,328㎡

○９時～12時までは 

  

・都内小・中学校     3,200円 

・学校及びこれに準ずるもの4,400円 

・その他         11,100円 

○13時～17時までは 

・都内小・中学校     4,400円 

・学校、これに準ずるもの 5,800円 

・その他         14,400円 

 

 

公 園 名 規     模 使 用 料 金 夜間照明料金

陵 南 公 園 
(野球場兼用) 

11,600㎡

○９時～12時及び18時～21時までは 

 １回    

(１時間以内)

 3,000円 

・都内小・中学校     3,200円 

・学校及びこれに準ずるもの4,600円 

・その他         11,100円 

○13時～17時までは 

・都内小・中学校     3,900円 

・学校、これに準ずるもの 6,200円 

・その他         14,400円 

武 蔵 野 公 園 
(野球場兼用) 

10,600㎡

○９時～12時及び18時～21時までは 

・都内小・中学校     2,500円 

・学校及びこれに準ずるもの3,700円 

・その他          8,200円 

○13時～17時までは 

・都内小・中学校     3,100円 

・学校、これに準ずるもの 4,600円 

・その他         11,100円 

 

 

  ・サッカー場（休場日・12月 29日から翌年１月３日まで） 

 

公 園 名 規     模 使 用 料 金 

府中の森 公園 12,308㎡ １回１時間以内      3,600円 

 

 

  ・弓道場（休場日・12月 29日から翌年１月３日まで） 

 

公 園 名 規     模 個人利用 団体利用 附 帯 設 備 

小 金 井 公 園 

和弓 計16人立 

   60ｍまで 

洋弓 計16人立 

   90ｍまで 

 5,000㎡

１人１時間以内

    210円

１回４時間以内 

 昼間 21,600円 

 夜間 11,100円 
弓矢１時間以内 

    140円

 ※ 和弓は奇数日、洋弓は偶数日（休場日：月曜日及び12月29日から翌年１月３日まで） 
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  ・野外ステージ（休場日・月曜日及び 12月 29 日から翌年１月３日まで） 

 

公 園 名 規     模 使用料金 (４時間以内) 

井の頭恩賜公園 １基 15,800円 

 

 

  ・集会場 

 

公 園 名 名    称 使用料金 (４時間以内) 休 場 日 

神代植物公園 
集会場 

全部      9,400円 
月曜日及び 

12月29日から 

翌年１月１日まで 

一室     4,700円 

小集会場 2,100円 

殿ヶ谷戸庭園 紅葉亭 4,000円 
12月29日から 

翌年１月１日まで 
 

 

  ・ボート場 

 

公 園 名 池 名  ボート数 料     金 管理経営者 

井の頭恩賜公園 井の頭池  100隻 

サイクルボート 30分毎600円

スワン     30分毎700円

(公財)東京都公園協会
ローボート   １時間700円

        30分毎300円

 

 

 

  ・サイクリングコース（休場日・月曜日及び12月 29日から翌年１月３日まで） 

 

公 園 名 規    模 貸 出 料 金 備   考 

小 金 井 公 園 巾員2.0ｍ 延長2.0㎞ 

補助輪なし 

    １時間210円 

（超過30分毎に100円） 

補助輪あり 

    １時間100円 

（超過30分毎に50円） 

(公財)東京都公園協会
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  ・野外ステージ（休場日・月曜日及び 12月 29 日から翌年１月３日まで） 

 

公 園 名 規     模 使用料金 (４時間以内) 

井の頭恩賜公園 １基 15,800円 

 

 

  ・集会場 

 

公 園 名 名    称 使用料金 (４時間以内) 休 場 日 

神代植物公園 
集会場 

全部      9,400円 
月曜日及び 

12月29日から 

翌年１月１日まで 

一室     4,700円 

小集会場 2,100円 

殿ヶ谷戸庭園 紅葉亭 4,000円 
12月29日から 

翌年１月１日まで 
 

 

  ・ボート場 

 

公 園 名 池 名  ボート数 料     金 管理経営者 

井の頭恩賜公園 井の頭池  100隻 

サイクルボート 30分毎600円

スワン     30分毎700円

(公財)東京都公園協会
ローボート   １時間700円

        30分毎300円

 

 

 

  ・サイクリングコース（休場日・月曜日及び12月 29日から翌年１月３日まで） 

 

公 園 名 規    模 貸 出 料 金 備   考 

小 金 井 公 園 巾員2.0ｍ 延長2.0㎞ 

補助輪なし 

    １時間210円 

（超過30分毎に100円） 

補助輪あり 

    １時間100円 

（超過30分毎に50円） 

(公財)東京都公園協会

 

  ・駐車場 

 

公 園 名 管理許可面積 収容台数 料  金 管理経営者 

井 の 頭 ・ 第 一 1,629.17㎡ 乗用車  60台

(１時間まで) 

乗用車  400円 

(超過30分毎) 

乗用車  200円 

(公財)東京都公園協会

井 の 頭 ・ 第 二 5,238.90㎡ 
乗用車 100台

（バス12台可）

(１時間まで) 

乗用車  400円 

バ ス 1,200円 

(超過30分毎) 

乗用車  200円 

バ ス  500円 

バイク（1日200円） 

小 金 井 ・ 第 一 8,636.47㎡ 
乗用車 363台

（バス可） (１時間まで) 

乗用車   300円 

(２時間まで) 

バ ス  2,000円 

(超過30分毎) 

乗用車   100円 

バ ス  500円 

小 金 井 ・ 第 二 2,163.44㎡ 
乗用車  91台

（バス可） 

小 金 井 ・ 第 三 6,472.25㎡ 乗用車  99台

神 代 ・ 第 一 7,015.62㎡ 
乗用車 228台

（バス可） 

神 代 ・ 第 二 2,936.46㎡ 乗用車 100台

(１時間まで） 

 乗用車  300円 

(超過30分毎） 

 乗用車  100円 

ただし以下の期間 

は１回500円 

①1月1日午前9時か

ら3日まで 

②4月29日、5月3日

から5日まで 

③春、秋のバラフェ

スタ開催期間中

の土日祝日 

④指定日の指定時

間帯 

野 川 公 園 6,663.85㎡ 
乗用車 233台

（バス可） 

(１時間まで) 

乗用車   300円 

バ ス 1,000円 

(超過30分毎) 

乗用車   100円 

バ ス  500円 

府 中 の 森 公 園 2,918.63㎡ 
乗用車 112台

（バス可） 

武蔵野の森・第一 2,741.81㎡ 
乗用車  92台

（バス可） 

武蔵野の森・第二 6,042.70㎡ 
乗用車 143台

（バス可） 
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公 園 名 管理許可面積 収容台数 料  金 管理経営者 

武 蔵 野 公 園 1,788.07㎡ 乗用車  56台
(１時間まで) 

乗用車  300円 

(超過30分毎) 

乗用車  100円 

武蔵国分寺公園 626.91㎡ 乗用車  22台

武蔵野中央公園 1,122.30㎡ 乗用車  31台

 

 

３．有料公園及び施設利用状況 
平成30年度  

公園・施設名 設 置 場 所 
利用者（件）数 

（有料利用者数） 

神 代 植 物 公 園   
649,633 人     

(459,223 人) 

殿 ヶ 谷 戸 庭 園   
112,813 人     

(80,423 人) 

集   会   場 神 代 植 物 公 園 131件 

茶      室 殿 ヶ 谷 戸 庭 園 135件 

野 外 ス テ ー ジ 井 の 頭 恩 賜 公 園 160時間 

野   球   場 

小 金 井 公 園 1,305 時間 

東 大 和 南 公 園 1,027 時間 

陵  南  公  園 2,106 時間 

武 蔵 野 公 園 2,502 時間 

小 山 田 緑 地 713時間 

府 中 の 森 公 園 1,996 時間 

井 の 頭 恩 賜 公 園 1,398 時間 

テ ニ ス コ ー ト 

井 の 頭 恩 賜 公 園 15,554 時間 

野  川  公  園 15,254 時間 

小 金 井 公 園 35,968 時間 

東 大 和 南 公 園 12,795 時間 

武 蔵 野 中 央 公 園 8,842 時間 

府 中 の 森 公 園 22,309 時間 

競   技   場 
井 の 頭 恩 賜 公 園      10件 

秋 留 台 公 園     132件 
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公 園 名 管理許可面積 収容台数 料  金 管理経営者 

武 蔵 野 公 園 1,788.07㎡ 乗用車  56台
(１時間まで) 

乗用車  300円 

(超過30分毎) 

乗用車  100円 

武蔵国分寺公園 626.91㎡ 乗用車  22台

武蔵野中央公園 1,122.30㎡ 乗用車  31台

 

 

３．有料公園及び施設利用状況 
平成30年度  

公園・施設名 設 置 場 所 
利用者（件）数 

（有料利用者数） 

神 代 植 物 公 園   
649,633 人     

(459,223 人) 

殿 ヶ 谷 戸 庭 園   
112,813 人     

(80,423 人) 

集   会   場 神 代 植 物 公 園 131件 

茶      室 殿 ヶ 谷 戸 庭 園 135件 

野 外 ス テ ー ジ 井 の 頭 恩 賜 公 園 160時間 

野   球   場 

小 金 井 公 園 1,305 時間 

東 大 和 南 公 園 1,027 時間 

陵  南  公  園 2,106 時間 

武 蔵 野 公 園 2,502 時間 

小 山 田 緑 地 713時間 

府 中 の 森 公 園 1,996 時間 

井 の 頭 恩 賜 公 園 1,398 時間 

テ ニ ス コ ー ト 

井 の 頭 恩 賜 公 園 15,554 時間 

野  川  公  園 15,254 時間 

小 金 井 公 園 35,968 時間 

東 大 和 南 公 園 12,795 時間 

武 蔵 野 中 央 公 園 8,842 時間 

府 中 の 森 公 園 22,309 時間 

競   技   場 
井 の 頭 恩 賜 公 園      10件 

秋 留 台 公 園     132件 

公園・施設名 設 置 場 所 
利用者（件）数 

（有料利用者数） 

サッカー・ホッケー場 府 中 の 森 公 園   874時間 

弓   道   場 小 金 井 公 園 

個  人  15,509人 

貸  切    43件 

附帯設備    948件 

 （ ）内有料入場者数 

 野球場、テニスコート・ホッケー場の利用状況は、各施設ののべ利用時間を掲載している。 

 

４．許認可事務状況 
平成30年度 

種    類 
件     数 

備      考 
有   料 免   除 

都 

市 

公 

園 

公園施設設置許可 51 33 郷土館・体育館・図書館等 

公園施設管理許可 24 1 売店・駐車場・ボート場等 

公園地常時占用 192 251 電柱・電線・公衆電話等 

公園地一時占用 863 193 写真・映画・テレビ撮影等 

計 1,130 478  

霊 
園 

霊園敷地常時使用 20 26 電柱・電線・公衆電話等 

霊園敷地一時使用 1,234 0 墓石工事等 

計 1,254 26  

合   計 2,384 504  

 

 

5．公園事業用地貸付・借受総数 
平成30年度 

種     別 区  分 数  量 備      考 

土   地 
貸付件数  45件 東京電力・ＮＴＴ・ＪＲ等 

借受件数 120件 個人・水道局外 
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６．管内公園霊園等管理事務所・管理所所在地一覧 
 

西部公園緑地事務所 

名称 郵便番号 案内所所在地 電話番号 FAX 番号 

井の頭恩賜公園 185-0005 武蔵野市御殿山 1-18-31 0422-47-6900 0422-47-9371

 

(公財)東京都公園協会 

名称 郵便番号 管理所所在地 電話番号 FAX 番号 

武 蔵 野 中 央 公 園 180-0011 武蔵野市八幡町 2-4-22 0422-54-1884 0422-37-6912

府 中 の 森 公 園 183-0001 府中市浅間町 1-3-1 042-364-8021 042-366-3263

武 蔵 野 の 森 公 園 183-0003 府中市朝日町 3-5-12 042-365-8435 042-319-0161

小 金 井 公 園 184-0001 小金井市関野町 1-13-1 042-385-5611．5612 042-381-1336

東 村 山 中 央 公 園 189-0024 東村山市富士見町 5-4-67 042-392-7322 042-397-9475

東 大 和 南 公 園 207-0022 東大和市桜ヶ丘 2-106-2 042-562-1498 042-562-4796

秋 留 台 公 園 197-0814 あきる野市二宮 673-1 042-559-6910 042-550-2654

桜 ヶ 丘 公 園 

206-0021 多摩市連光寺 5-15 042-375-1240 042-339-7384 平 山 城 址 公 園 

長 沼 公 園 

小 山 田 緑 地 194-0202 町田市下小山田町 361-10 042-797-8968 042-797-9749 

小 山 内 裏 公 園 194-0215 町田市小山ヶ丘 4-4 042-676-8865 042-676-8858 

殿 ヶ 谷 戸 庭 園 185-0021 国分寺市南町 2-16 042-324-7991 042-324-2598 

神 代 植 物 公 園 182-0017 調布市深大寺元町 5-31-10 042-483-2300．2301 042-488-5832 

八 王 子 霊 園 193-0826 八王子市元八王子町 3-2536 042-663-1533 042-661-8305 

多 磨 霊 園 183-0002 府中市多磨町 4-628 042-365-2079 042-365-2083 

小 平 霊 園 189-0012 東村山市萩山町 1-16-1 042-341-0050 042-341-0063 

 

西武・武蔵野パートナーズ 

名称 郵便番号 管理所所在地 電話番号 FAX 番号 

武 蔵 野 公 園 
183-0002 府中市多磨町 2-24-1 042-361-6861 042-366-3810

 浅 間 山 公 園 

野 川 公 園 

181-0015 三鷹市大沢 6-4-1 0422-31-6457 0422-31-7471

 狭 山 ・ 境 緑 道 

玉 川 上 水 緑 道 

六 仙 公 園 

東 伏 見 公 園 

武 蔵 国 分 寺 公 園 185-0024 国分寺市泉町 2-1-1 042-323-8123 042-323-8124
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６．管内公園霊園等管理事務所・管理所所在地一覧 
 

西部公園緑地事務所 

名称 郵便番号 案内所所在地 電話番号 FAX 番号 

井の頭恩賜公園 185-0005 武蔵野市御殿山 1-18-31 0422-47-6900 0422-47-9371

 

(公財)東京都公園協会 

名称 郵便番号 管理所所在地 電話番号 FAX 番号 

武 蔵 野 中 央 公 園 180-0011 武蔵野市八幡町 2-4-22 0422-54-1884 0422-37-6912

府 中 の 森 公 園 183-0001 府中市浅間町 1-3-1 042-364-8021 042-366-3263

武 蔵 野 の 森 公 園 183-0003 府中市朝日町 3-5-12 042-365-8435 042-319-0161

小 金 井 公 園 184-0001 小金井市関野町 1-13-1 042-385-5611．5612 042-381-1336

東 村 山 中 央 公 園 189-0024 東村山市富士見町 5-4-67 042-392-7322 042-397-9475

東 大 和 南 公 園 207-0022 東大和市桜ヶ丘 2-106-2 042-562-1498 042-562-4796

秋 留 台 公 園 197-0814 あきる野市二宮 673-1 042-559-6910 042-550-2654

桜 ヶ 丘 公 園 

206-0021 多摩市連光寺 5-15 042-375-1240 042-339-7384 平 山 城 址 公 園 

長 沼 公 園 

小 山 田 緑 地 194-0202 町田市下小山田町 361-10 042-797-8968 042-797-9749 

小 山 内 裏 公 園 194-0215 町田市小山ヶ丘 4-4 042-676-8865 042-676-8858 

殿 ヶ 谷 戸 庭 園 185-0021 国分寺市南町 2-16 042-324-7991 042-324-2598 

神 代 植 物 公 園 182-0017 調布市深大寺元町 5-31-10 042-483-2300．2301 042-488-5832 

八 王 子 霊 園 193-0826 八王子市元八王子町 3-2536 042-663-1533 042-661-8305 

多 磨 霊 園 183-0002 府中市多磨町 4-628 042-365-2079 042-365-2083 

小 平 霊 園 189-0012 東村山市萩山町 1-16-1 042-341-0050 042-341-0063 

 

西武・武蔵野パートナーズ 

名称 郵便番号 管理所所在地 電話番号 FAX 番号 

武 蔵 野 公 園 
183-0002 府中市多磨町 2-24-1 042-361-6861 042-366-3810

 浅 間 山 公 園 

野 川 公 園 

181-0015 三鷹市大沢 6-4-1 0422-31-6457 0422-31-7471

 狭 山 ・ 境 緑 道 

玉 川 上 水 緑 道 

六 仙 公 園 

東 伏 見 公 園 

武 蔵 国 分 寺 公 園 185-0024 国分寺市泉町 2-1-1 042-323-8123 042-323-8124

 

西武・狭山丘陵パートナーズ 

名称 郵便番号 管理所所在地 電話番号 FAX 番号 

狭 山 公 園 

189-0026 東村山市多摩湖町 3-17-19 042-393-0154 042-397-9467 八 国 山 緑 地 

東 大 和 公 園 

野山北・六道山公園 
208-0032 武蔵村山市三ツ木 4-2 042-531-2325 042-531-2503

 中 藤 公 園 

 

西武・多摩部の公園パートナーズ 

名称 郵便番号 管理所所在地 電話番号 FAX 番号 

陵 南 公 園 
193-0824 八王子市長房町 1369 042-661-0042 042-668-0244

 大 戸 緑 地 

小 宮 公 園 
192-0043 八王子市暁町 2-41-6 042-623-1615 042-628-4544

 滝 山 公 園 
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７．管内公園霊園等所在地一覧 
 

種別 番号 名   称 所  在  地 

開 
 
 

放 
 
 

公 
 
 

園 

1 井 の 頭 恩 賜 公 園 武蔵野市、三鷹市 

2 狭 山 公 園 東村山市、東大和市 

3 小 金 井 公 園 小金井市、小平市、西東京市、武蔵野市 

4 武 蔵 野 公 園 小金井市、府中市 

5 陵 南 公 園 八王子市 

6 浅 間 山 公 園 府中市 

7 東 大 和 公 園 東大和市 

8 狭 山 ・ 境 緑 道 西東京市、小平市、東村山市、東大和市 

9 平 山 城 址 公 園 八王子市 

10 長 沼 公 園 八王子市 

11 野 川 公 園 調布市、小金井市、三鷹市 

12 玉 川 上 水 緑 道 三鷹市、武蔵野市、小平市、立川市、昭島市、福生市、杉並区 

13 桜 ヶ 丘 公 園 多摩市 

14 東 大 和 南 公 園 東大和市 

15 小 宮 公 園 八王子市 

16 滝 山 公 園 八王子市 

17 東 村 山 中 央 公 園 東村山市 

18 秋 留 台 公 園 あきる野市 

19 野山北・六道山公園 武蔵村山市、瑞穂町 

20 武 蔵 野 中 央 公 園 武蔵野市 

21 小 山 田 緑 地 町田市 

22 八 国 山 緑 地 東村山市 

23 府 中 の 森 公 園 府中市 

24 武 蔵 野 の 森 公 園 府中市、調布市、三鷹市 

25 武 蔵 国 分 寺 公 園 国分寺市 

26 小 山 内 裏 公 園 町田市、八王子市 

27 六 仙 公 園 東久留米市 

28 大 戸 緑 地 町田市 

29 東 伏 見 公 園 西東京市 

30 中 藤 公 園 武蔵村山市 

有料 
公園 

1 殿 ヶ 谷 戸 庭 園 国分寺市 

2 神 代 植 物 公 園 調布市 

霊 

園

1 多 磨 霊 園 府中市、小金井市 

2 小 平 霊 園 東村山市、小平市、東久留米市 

3 八 王 子 霊 園 八王子市 

特
別
緑
地

 
 

※

保
全
地
区

1 千 ヶ 瀬 青梅市 

2 滄 浪 泉 園 小金井市 

3 狛 江 弁 財 天 池 狛江市 

4 霞 ヶ 関 多摩市 

※（都有地として管理しているもの） 
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名　　　　　称

）
園
公
市
都
（
園
公
立
都

陵 南 公 園
長 沼 公 園
平 山 城 址 公 園
小 宮 公 園
滝 山 公 園
武 蔵 野 中 央 公 園
井 の 頭 恩 賜 公 園
武 蔵 野 公 園
浅 間 山 公 園
府 中 の 森 公 園
神 代 植 物 公 園
野 川 公 園
武 蔵 野 の 森 公 園
小 山 田 緑 地
大 戸 緑 地
小 山 内 裏 公 園
小 金 井 公 園
狭 山 ・ 境 緑 道
玉 川 上 水 緑 道
多 摩 動 物 公 園
狭 山 公 園
東 村 山 中 央 公 園
八 国 山 緑 地
殿 ヶ 谷 戸 庭 園
武 蔵 国 分 寺 公 園
東 伏 見 公 園
東 大 和 南 公 園
（ 東 大 和 芋 窪 緑 地 ）
六 仙 公 園
野 山 北・ 六 道 山 公 園
（ 観 音 寺 森 緑 地 ）
中 藤 公 園
桜 ヶ 丘 公 園
秋 留 台 公 園
（ 網 代 緑 地 ）

園
霊

八 王 子 霊 園
多 磨 霊 園
小 平 霊 園

区
地
全
保
地
緑
別
特 千 ヶ 瀬

滄 浪 泉 園
狛 江 弁 財 天 池
霞 ヶ 関

8．管内公園霊園等配置図

中藤公園
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